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ネ
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契
約
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し
て
の
ブ
ラ
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ツ
む
の
向
山
恨
の
事
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と
の
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一
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J

三
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μ見
三乙、
町

つ
】
り
7
v品
の
反
山
U

三
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
の
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
に
対
す
る
報
告
高
水
、
利
誌
配
分
請
求
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
判
例
と
学
説

1

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
の
報
告
・
受
領
物
引
波
請
求
に
閉
す
る
判
例

2

八
了
以
の
評
価

(
1
)
ネ
ソ
ト
ワ
l
ク
責
任
以
外
か
ら
市
苫
引
渡
請
求
を
肯
I

疋

す

る

立

場

(

以

、

六

O
巻
六
号
)

(
2
)
シ
y
ク
ス
ト
判
次
を
弔
視
し
、
具
体
的
な
条
項
が
な
い
限
り
引
算
・
報
告
、
及
び
、
引
波
請
求
を
認
め
な
い
六
場

(
3
)
ネ
ソ
ト
ワ
l
ク
責
任

(
Z
o
E
Z
F
r
p
Eね
)

F
4
)
ド
イ
ツ
の
学
説
の
ま
と
め

川

不

ヅ

1
剖
人
約
に
対
す
る
ド
イ
ツ
法
の
評
価
グ
ル
ン
ト
マ
ン

五
お
わ
り
に

(
口
三
』
ロ
号
戸
凶
ロ
ロ
)

の
議
論
の
紹
介

2 

シ
ッ
ク
ス
ト
判
決
を
重
視
し
、
具
体
的
な
条
項
が
な
い
限
り
計
符
・
報
告
、
及
び
、
引
波
請
求
を
認
め
な
い
立
場

( 

a 

町一。
7
円
)

l土

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
性
質
か
ら

F
K
の
F
G
に
対
す
る
計
狩
・
報
告
訂
求
、

JAA
組
物
引
浪
請
求

フ
ロ
ー
ル

を
認
め
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
る
。

フ
ロ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

B
G
H
は
具
体
的
な
契
約
条
取
が
あ
る
場
合
以
外
は
、

B
G
B
T
八
?
ハ
六
条
、
?
八

ー
ハ
七
条
に
よ
る

F
N
の
F
G
に
対
す
る
請
求
を
込
け
て
い
る
c

し
か
も
、
そ
れ
は

B
G
B
三

O
七
条
一
以
一
丈
の
不
明
時
条
項
の
適
用
の
結

(
.
3
7ポ
口
判
決
)
。
反
対
に
、
供
給
者
が
利
益
の
配
分
を
禁
じ
て
い
れ
ば
、
引
渡
請
求
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
ン

y
ク
ス

ト

判

決

二

②

)

が

、

F
X
が
子
会
社
と
契
約
し
た
場
合
は
、

F
G
の
組
会
社
に
は
引
波
訂
ぶ
が
で
き
な
い
こ
と
を
ヘ
ル
ソ
判
決
(
一

ロ

③
)
が
確
一
試
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

果
で
あ
る

い
わ
ゆ
る
ネ
ソ
ト
ワ
ー
ク
責
任
を
、

B
G
H
は
否
定
し
て
い
る
。
ー
と
こ
ろ
が
、
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
の

決
{
疋
(
一
必
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ

l
決
{
疋
)

で
、
私
法
と
カ
ル
テ
ル
法
と
の
亀
裂
が
生
じ
た
「

つ
ま
り
、
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
は
、

F
G
が
F
N

jヒ;士61(1'2)2



に
対
し
て
特
記
の
供
給
日
比
と
だ
け
の
取
引
を
命
じ
、
そ
れ
以
外
の
仕
入
れ
を
祭
じ
た
卜
で
、
供
給
先
か
ら
の
ヰ
ッ
ク
パ
ソ
ク
を

F
K
に
配
分

し
な
い
な
ら
、
「
従
属
企
業
の
不
中
ー
な
拘
束
」
に
叶
た
る
ー
と
し
た
。
そ
の
結
米
、

カ
ル
テ
ル
法
卜
の
決
定
は
、
民
事
法
上
は
承
認
さ
れ
て
い

な
い
、
不
サ
ノ
ト
ワ
ー
ク
責
任
に
按
近
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
c

し
か
し
、
以
上
の
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
の
決
定
は
、

上
記
の
事
刊
の
特
殊
性
に
依

存
し
て
い
る
つ

つ
ま
り
、
ブ
ラ
ク
テ
ィ
カ

l
・
ン
ス
テ
ム
が
競
争
制
限
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に

(
G
W
B
一
心
条
尻
、

一
項
)
、
美

L
止
め

と
損
害
賠
悩
請
求
が
り
能
と
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
他
方
で
、
私
法
上
の
問
題
に
は
、
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
は
解
答
を
与
え
て
い
な
い
。

F
X

が
同
按
?
父
渉
す
る
よ
り
も
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
ン
ス
テ
ム
に
属
す
る
卜
力
が
競
争
条
件
が
よ
く
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ

F
G
が
購
入

利
益
キ
マ
ー
ジ
ン
を
取
得
で
き
な
い
の
か

c
F
N
の
支
払
う
ロ
イ
ア
ル
テ
ィ
は
、

F
G
が
交
捗
し
た
条
件
の
分
け
前
を
要
求
す
る
た
め
の
対

12 完)

何
で
は
な
い
と
い
う
点
が
誤
解
さ
れ
て
い
る
つ

ロ
イ
ア
ル
テ
ィ
は

F
X
が

F
G
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
利
川
す
る
対
価
で
あ
っ
て
、

F
G
の
シ
ス
テ

ム
供
給
者
と
の
交
渉
の
成
果
に
対
す
る
対
仙
で
は
な
く
、

F
G
の
イ
ノ
ヴ
ょ

l
シ
ョ
ン
を
利
用
し
、
そ
れ
を
更
新
す
る
刈
仙
だ
と
い
う
の
で

あ
る
c

述
邦
カ
ル
テ
ル
庁
の
決
定
を
，
川
提
と
し
て
、

F
G
の
F
N
に
刻
す
る
購
入
利
益
の
配
分
義
務
が
白
定
さ
れ
る
か
c

こ
れ
を
肯
定
す

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

(
E
0
7
ロ
の
寸
)

は

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
で
購
入
利
益
を
配
分
し
な
い
こ
と
を
規
ど
し
て
も
、
仔
音
官
法
制
胤
か
ら
の
不
巾
!
な
注

る
ベ

l
ナ
l

脱

(
B
G
B
二

O
七
条
一
項
一
文
)

で
血
効
と
解
し
て
い
る
つ
し
か
し
、
そ
の
前
提
は
、

F
G
に
法
定
の
義
務
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
υ

と
こ

〉
マ
』
、

マ
ー
一
ふ

μ

F
G
に
F
N
の
た
め
に
交
渉
し
、
購
入
利
益
の
配
分
を
義
務
づ
け
る
法
律
卜
の
範
刑

(
凶
作
法

E
N一月
F
角

以

「

2
5戸一色)
は
存
在
し
な
い
。

確
か
に
、

F
G
に
は
商
品
を
調
活
す
る
義
務
は
あ
る
じ
し
か
し
、

ベ
l
ナ
l
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
収
、
約
を
単
な
る
双
務
契
約
で
は
な
く
、

F 

G
、

F
K
、
ン
ス
テ
ム
供
給
者
の
一
今
角
関
係

(
?
2
2
7ミ
Z-Eω)
だ
と
い
う
山
川
玲
白
'
か
ら
問
題
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
よ

ブ
ラ
ン
チ

T
イ
ズ

北i*'I(I'3)3

つ
な
才、
y 

ト
ワ

ク
E主
任
を
肯
メヒ

F L 
八八"ιみ
ふけ
時れ

A I~ 
型購
お入
同2T~ 
L.，- oIllt 

議出
務吹
をノJ
ι の
7F法z f芋
》と

い絞

η百
かす'J

m 、

7 '" ロ r
l ti 
ルな

立川
司u

論そ
での
あ川粘
る子県;

契
約
に
そ
の
じ
口
を
明
記
す
れ
ば
、

つ
宇
品
h

り

フ

ロ

ル
の
見
解
で
は
、

F
G
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
利
用
権
が

F
N
に
と
っ
て
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
志
味
で
あ
り
、
そ
の
条
件
の
卜
で

F
N
は
7



μ見

ラ
ン
チ
ャ
イ
ス
・
ン
ス
テ
ム
に
加
入
し
て
い
る
つ
し
た
が
っ
て
、

F
G
に
商
品
の
調
達
へ
の
協
力
義
務
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は

F
G
の
ノ
ウ

ハ
ウ
の
利
用
の
一
環
で
あ
り
、

F
G
が
交
渉
し
た
購
入
利
訴
の
引
渡
請
求
は
認
め
が
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
つ
、

そ
の
際
に
、

F 
G 

jヒ;士6l(J'4)4 

三乙、
町

と
F
N
の
聞
の
事
務
処
矧
関
係
に
委
任
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
方
を
、

F
N
の
F
G
に
対
す
る
計
算
・
椛
止
門
請
求
、
受
領
物
引

渡
請
求
の
法
律
上
の
根
拠
に
一
口
投
せ
ず
、
具
体
的
な
契
約
条
頃
に
依
拠
す
る

B
G
H
の
判
例
に
求
め
て
い
る
の
が
、

7
E
l
ル
の
議
論
で
あ

ろ、っ。(b)
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
約
款
規
制
と
い
う
角
度
か
ら
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
プ
フ
ァ
イ
ブ

7
1
(
主
主
化
こ
も
予
防
法
学
に
よ
っ

て
F
G
の
購
人
利
悦
の
配
分
を
排
除
で
き
る
と
解
し
て
い
る
c
自
明
の
坪
か
も
知
れ
な
い
が
、
ブ
フ
ァ
イ
ブ
ァ

l
は
問
題
を
一
つ
に
分
け
て
、

以
下
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
つ
ま
ず
、

F
G
が
商
品
の
製
造
・
加
工
に
関
与
し
た
L
L

で
、
出
品
に
商
標
な
と
を
付
し
て
、
白
社
製
品
を

F

可
一
に
敗
売
し
て
い
る
場
合
で
あ
る

υそ
の
際
に
、
専
ら
商
品
を

F
G
か
ら
購
入
せ
よ
と
要
求
す
る
の
は
、

F
G
の
知
的
財
産
権
と
ブ
ラ
ン
チ
ャ

イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
の
一
バ
牲
を
保
持
す
る
た
め
で
あ
り
、
続
手
法
上
も
有
効
で
あ
る
f

さ
ら
に
、

F
G
が
F
N
に
口
己
の
調
達
・
製
造
仙
格

以
上
で
商
品
を
販
売
し
て
い
る
と
き
は
、
「
隠
れ
た
口
イ
ア
ル
テ
ィ

(
4
6
-
ι
2
T
Z
3
2。
7
5
Z
5
Z
7
5】
)
」
が
あ
る
と
呼
ば
れ
て
い
る
仁
し

か
し
、
隠
れ
た
口

f
ア
ル
テ
ィ
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

通
市
は
市
場
競
争
力
を
考
慮
し
て
、

F
G
は
F
X
か
ら
隠
れ
た

ロ
イ
ア
ル
テ
ィ
は
取
ら
な
い
。
ー
↓
加
が
達
、
つ
の
が
、

F
G
が
F
N
の
購
入
を
組
織
し
、
供
給
者
ー
と
の
ズ
沙
を
行
い
有
利
な
購
入
条
什
を
決
定
し
、

そ
れ
が
個
々
の
供
給
古
か
ら
の
購
入
の
基
従
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
c

そ
の
際
に

F
G
が
購
入
先
か
ら
取
得
し
た
購
入
割
引
の

F
N
へ

の
分
配
を
、
学
説
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
の
事
務
処
矧
関
係
の
一
重
性
を
某
慌
に
承
認
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

F
K
に
は

F
G
の
販
売
利
益
を

p

寸
る
と
い
う
ポ
務
処
理
契
約
上
の
表
務
が
あ
る
が
、
反
一
川
で
、

F
G
は
F
X
に
対
し
て

F
X
の
事
務
処
刑
判
上
の
義
務
も
負
っ
て
い
る

υ
F
G

が
商
品
購
入
の
斡
旋
を
す
れ
ば
合
意
し
た
報
酬
を
請
求
で
き
る
が
、

そ
れ
は
口
イ
ア
ル
テ
ィ
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、

F
G
が
F
N
の
有
償
の

事
務
処
理
で
「
何
か

(
宣
伝
補
助
費
、
割
引
、

キ
y
ク
パ
ッ
ク
)
を
取
得
し
た
」
場
合
は
、

B
G
E
六
七

4
条
頃
、
『
ハ
六
じ
条
で

F
N
に



引
き
浪
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
コ
た
だ
し
、

B
G
H
は
具
体
的
な
条
項
が
利
訴
の
配
分
を
規
'
疋
し
て
い
な
い
と
き
は
、

F
G
が

購
入
利
益
を
経
て

F
N
に
分
配
す
る
義
務
は
な
い
と
判
-
小
し
て
い
る

(
シ
ソ
ク
ス
ト
阿
決
)
c

ア
ポ
ロ
ポ
件
で
は
、
具
体
的
な
条
取
が
存
在

し
た
と
す
る
仁
以
卜
を
前
提
に
、
ブ
フ
ァ
イ
ブ
ァ

l
は、

F
G
が
購
入
先
を
指
定

L
F
N
を
拘
束
し
て
い
る
か
百
か
で
問
題
を
分
け
て
考
え

て
い
る
。

F
G
が

F
K
の
購
入
先
を
拘
束
し
て
い
な
い
場
台
は
、

F
N
は

F
G
の
利
，
什
獲
得
に
協
か
し
て
お
ら
ず
、

F
G
の
利
益
の
配
分
義

務
も
な
い
。
却
っ
て
、
口
己
の
交
渉
し
た
購
入
条
件
を
利
川
す
る
機
会
を
、

F
G
は

F
X
に
守
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
反
対
に
、
専
ら

F

12 完)

F
G
は
他
人
の
利
/
耐
を
実
現
す
る
義
務
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的

F
G
は
購
入
利
益
を
配
分
す
る
必
要
が
あ
る
の
し
か
し
、

B
G
E
『
ハ
六
じ
条
は
任
意
規
定
で
あ
り
、

F
G
が
排
除

条
項
を
お
い
た
と
き
は
、
山
川
配
分
の
義
務
は
な
い
。
排
除
条
項
の
具
体
例
は
、
例
え
ば
、
「
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
1
は
、
事
業
の
μ
脱
出
、
及
び
、

G
の
仲
介
で
購
入
す
る
義
務
を

F
N
が
負
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

な
契
約
条
引
な
し
で
も
、

パ
ー
ト
ナ
ー
を
援
助
し
、
理
想
的
な
事
業
成
果
の
た
め
に
、
利
益
、

ア
イ
デ
ア
、
及
び
、
改
革
口

シ
ス
テ
ム
に
則
し
た
営
業

h
法
に
関
し
て
、

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

を
パ
ー
ト
ナ
ー
に
伝
達
す
る
c

し
か
し
、
シ
ス
テ
ム
に
刻
す
る
供
給
苫
か
ら
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
l
に
守
え
ら
れ
た
購
入
利
益
、
宣
伝
補
助
費
、

ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
l

一
部
)

に
は
、
賄
入
条
刊
の
訂
併
を
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ン

1
に
提
示
す
る
義
務
は
な
い
」
で
あ
る
と
、
ブ
フ
ァ
イ
ブ
ァ

1
は
提
案
し
て
い
る
コ

い
銭
な
ど
が
、
そ
の
ま
ま
配
分
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

ブ
ラ
、
〆
チ
ャ
イ
ジ

l
は

f
解
し
て
い
る
υ

さ
ら
に

以
卜
の
よ
、
つ
に
、
プ
フ
ァ
イ
ブ
ァ

l
は、

F
G
が

F
N
に
購
入
義
務
を
課
し
た
場
合
に
だ
け
、

F
G
と

F
N
の
問
に
は
一
事
務
処
疎
開
係
が

B
G
R
六
六
七
条
に
恭
、
つ
い
て
購
入
利
訴
の
配
分
義
務
が
発
牛
す
る
と
考
え
る
c

た
だ
し
、

存
在
し
、

そ
の
場
ム
門
で
も
、

プ
フ
ァ
イ
ブ
ァ

l

は
B
G
B
六
ハ
じ
条
は
任
意
規
定
だ
と
い
う
理
闘
で
、
購
入
利
訴
の
排
除
条
取
の
有
効
件
を
行
易
に
肯
定
し
て
い
る
つ

c)
後
に

は
、
契
約
の
、
不

y
ト
を
法
理
論
的
に
ど
う
評
仙
す
べ
き
か
と
い
う
観
点

北it61(1';))5 

(
有
)
紹
介
す
る
グ
ル
ン
ト
マ
ン

(
口
円
ロ
ロ
巳
E
H
h

凶ロロ)

か
ら
包
括
的
に
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
、
ド
イ
ツ
法
は
契
約
払
台
を
規
律
す
る
に
足
る
|
分
な
道
具
立
て
を
備
え

戸
川
川
一

の
彫
琢
に
よ
り
問
題
解
決
す
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
議
論
の
骨
子
で
あ
る
じ

て
お
り
、
伝
統
的
な
法
形
式
(
同
2
7
Z
2担
当
)



μ見

ゲ
ル
ン
ト
マ
ン
の
整
理
で
は
、
契
約
ネ
y
ト
で
実
質
的
に
問
泡
と
な
る
の
は
、

(

i

)

直
按
の
契
約
関
係
は
な
い
が
共
通
の
ネ
y
ト
参
加
者

jヒ;士6l(J'6)6

の
問
で
の
直
接
請
求
吉
田

2
E
E
Z七
三
与
と

の
成
不
打
、
及
び
、

(
1
7ネ
y
ト
内
の
契
約
当
事
者
間
で
の
契
約
内
容
の
修
正
で
あ
る

c
F
N

三乙、
町

の
F
G
に
対
す
る
購
入
利
r仕
の
分
配
請
求
は
、
後
苫
の
問
題
の
一
環
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
じ
(

l

)

に
関
し
て
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
は
、
例
々

の
契
約
問
係
を
飛
び
越
え
た
第
二
苫
へ
の
商
按
前
求
を
原
則
と
し
て
退
け
る
つ
理
山
は
、
契
約
当
事
苫
聞
の
対
何
的
関
係
を
損
な
う
か
ら
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
ネ
ッ
ー
に
よ
っ
て
結
合
し
た
契
約
の
連
鎖
が
存
杭
す
る
場
合
も
、
ネ
ッ
ー
へ
の
参
加
者
は
組
合
の
意
味
で
の
「
共
通
の

H

的
(
ね

2
5己
主
ヨ
宅
N
S寸

2
r
)
一
に
よ
っ
て
結
合
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
c

さ
ら
に
、

で
も
個
別
の
契
約
毎
の
嗣
撃
が
優
先
さ
れ
る
の
ネ

y
ト
参
加
苫
全
体
が
、
不
ツ
ト
の
円
的
に
特
別
な
意
味
を
認
め
て
い
な
い
な
ら
、
個
別
の
契

( 

11 

で
も
、
ネ
ソ
ト
内
の
当
事
者
間

約
旬
に
内
容
を
精
ん
は
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
つ
そ
の
結
来
、
あ
る
一
計
悩
を
契
約
内
に
持
ち
込
む
に
は
、

一
般
条
項
の
適
用
が
そ
れ
に
泊
し
た

手
段
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

(合

2
Z
H
i
m
-
-
E
E
H
Z
-
P
T
R
E
[
p
-
z
g司
令
)
。

そ
の
第
一
の
子
段
が
、
行
為
恭
伎
の
喪
失
で
あ
る
じ
碓
か
に
、
従
来
は
行
為
基
従
は
、
結
ふ
門
契
約

(
B
G
R
今
二
五
八
条
、

今
一
一
五
九
条
、
第

二
者
与
信
契
約
)

の
説
明
に
利
川
さ
れ
て
き
た
だ
け
で
あ
る
c

し
か
し
、
契
約
の
結
ム
門
が
契
約
内
容
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
ネ
ッ
ト

の
機
能
を
伝
頼
し
て
取
引
に
参
加
し
た
の
だ
か
ら
、
ネ
y
ト
契
約
は
参
加
者
の
行
為
某
健
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
。
結
合
契
約
を
出

発
点
ー
と
す
る
な
ら
、
問
題
と
な
る
の
は

「
給
台
件
(
〈

2zzzr=)」
ー
と
「
共
通
の
法
的
な
目
的
の
な
い
こ
と

(
c
u
Eニ
2
F己
E
F

有
ヨ
2
=
Zヨロコ

N
4
2
T
)
」
が
問
題
と
な
る
仁
し
か
し
、
ネ
ッ
ト
契
約
の
当
事
者
の
意
思
は
、
「
財
布
は
別
に
(
コ
三
時
5

2
コ
ヨ
J
F
2
2
)
」

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
基
礎
に
よ
る
調
整
は
、
例
外
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
つ
さ
ら
に
、
行
為
基
慌
の
喪
失
に
よ
る
契
約
の
調
整

(
B

G
B
二
二
条
一
項
)

ヤ」+&、
l
l
 二
つ
の
要
件
の
充
足
が
必
要
で
あ
る
υ

第

が

、

巾
l
ポ
者
が
契
約
を
巾
J
訟
の
内
容
で
は
締
結
し
な
か
っ
た

だ
ろ
う
事
情
の
変
化
、
第
一
が
、
契
約
の
維
持
が
当
雫
者
の
一
方
に
期
待
不
司
能
な
こ
l

乙
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
事
者
は
ネ
ッ
ト
の
機
能
を

期
待
し
て
は
い
た
が
、
独
自
の
財
源
で
協
力
を
約

L
、
リ
ス
ク
は
分
縦
し
独
占
円
の
利
尚
を
あ
げ
る
予
定
だ
っ
た
じ
だ
か
、
わ
、
こ
れ
を
修
正
す



る
に
は
、
十
分
な
理
闘
が
必
要
で
あ
る
)
特
に
問
題
な
の
が
、
予
見
不
可
能
と
い
う
史
件
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
烹
つ
の
要
素
が
決
定
的

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

(
1
)

リ
ス
ク
が
契
約
類
型
の
基
礎
と
な
っ
一
て
い
た
坊
合
は
、
当
初
下
ハ
止
し
て
い
た
以
卜
の
リ
ス
ク
が
発
生
し
な
け

れ
ば
、
契
約
改
定
の
余
地
は
な
い
仁
(
日

予
見
不
可
能
件
、

山
)
当
事
者
の
通
市
で
は
な
い
負
担
、

(
町
)
改
一
訂
を
要
求
す
る
当
事
者
は

障
市
去
の
惹
起
者
で
は
な
い
こ
と
、
(

v

)

当
事
者
が
負
担
を
同
避
で
き
る
場
台
は
、
改
副
の
必
要
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
以
上
を
適
用
す
れ
ば
、

ま
ず
、
購
入
割
引
の
約
点
が
な
け
れ
ば
、
業
務
の
発
展
が
不
り
能
だ
っ
た
か
、

Jwl
事
者
に
は
購
入
割
引
の
約
束
の
合
意
が
予
見
不
可
能
だ
っ

た
こ
と
が
必
嬰
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
契
約
の
維
持
は
期
待
不
叶
能
な
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
か
ら
は

F
N
の
F
G
に
対
す
る

購
入
割
引
の
配
分
の
義
務
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
閃
雑
で
あ
る
の
反
対
の
例
が
、

ベ
ル
リ
ン
公
営
性
宅
事
件
(
固
め
ユ
5
2
出

S
E
E
-『色一
η
)

12 完)

で
あ
る
。
そ
こ
で
の
事
実
関
係
は
、
消
費
者
契
約
で
は
な
い
が
、
結
合
契
約
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
公
営
住
告
を
建
築
し
、

賃
料
を
一
定
に
押
き
え
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
佐
進
者
は
、
州
の
特
殊
令
融
機
関
(
戸
一
号
(
F
Z
u
p
p
T
)

を
通
じ
て
州
か
ら
術

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

一
般
の
金
融
機
関

(
(
X
2
Z
3
Z
Z
)
か
ら
も
融
資
を
受
け
て
い
た
が
、
金
融
機
関
か
ら
の
融
資
に
は
川
の
保
証
が
付
さ
れ
て

助
金
を

い
た
の
問
係
者
の
一
致
し
た
玄
見
で
は
、

一
五
年
間
は
補
助
金
が
守
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
以
上
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
統
治
的
に
維
持
可
能
な

も
の
だ
っ
た
ロ
と
こ
ろ
が
、

二
C
C
二
年
以
後
は
補
助
金
は
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
υ

そ
の
結
果
、
以
上
の
契
約
、
不
ッ
ト
で
の
行
為

基
従
の
脱
落
に
よ
る
契
約
改
訂
が
問
題
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
作
計
一
斉
と
令
融
機
関
は
、
契
約
の
障
害
を
惹
起
し
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
特
殊
金
融
機
闘
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
者
に
与
え
た
有
利
な
利
子
の
補
助
金
、
及
び
、
金
融
機
関
に
守
え
た
支
払
保
証
が
、
契
約

改
定
の
山
発
点
と
な
る
の
か
が
問
題
と
な
る
つ
以
卜
が
肯
定
さ
れ
て
始
め
て
、
行
為
品
慌
の
よ
民
失
が
、

一
般
金
融
機
関
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推

あ itt
るち者
。と

の
消
費
貸
f汗

も
影
参同5
討

を
与
え

る

と

な
る。

つ
ま
り
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、

B
G
B
一
二
三
条
一
項
が
無
理
な
く
適
胤
可
能
で

北i*'I(I'7)7

第
一
が
、
約
款
旧
制
で
あ
る
c

現
実
に
、
約
款
胤
制
の
制
点
か
ら
、

B
G
H
は
具
体
的
な
契
約
条
頃
を
解
釈
し
て
、
購
入
利
益
の
引
波
を
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認
め
て
い
る

(
ア
ポ
ロ
判
決
が
リ
1
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
て
し
か
し
、
本
心
木
の
間
泡
は
、

日
ハ
休
的
な
契
約
条
項
が
な
か
っ
た
場
合
で

jヒ;士6l(J'8)8

あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
よ
う
な
無
名
契
約
で
は
、
契
約
類
型
の
指
導
的
な
範
型
や
、
特
別
に
交
渉
を
し
た
な
ら

三乙、
町

巾
事
者
が
合
意
し
た
だ
ろ
う
補
充
的
な
契
約
解
釈
に
よ
る
契
約
内
科
を
問
題
に
し
、

B
G
R
二

O
七
条
二
項
を
適
用
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
じ

そ
う
す
る
と
、

一
般
条
取
は
大
い
に
窓
味
を
持
つ
つ
か
っ
、
協
働
に
よ
っ
て
待
ら
れ
る
利
訴
は
、
情
報
が
分
に
与
え
ら
れ
た
一
当
事
者
間

で
は
何
ら
か
の
方
法
で
合
意
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
さ
も
な
け
れ
ば
当
事
者
は
合
志
に
了
十
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
ネ
y
卜
契

約
の
均
台
は
、
多
数
の
協
働
に
よ
っ
て
取
得
で
き
る
利
益
を
何
ら
か
の
卜
力
法
で
分
配
す
る
の
が
当
然
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

ブ
一
ブ
ン

チ
ャ
イ
ズ
契
約
で
の
明
示
的
な
ム
早
旦
が
肢
に

F
N
に
と
っ
て
は
十
分
な
魅
力
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
〔
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
以
上
の

購
入
利
益
の
配
分
義
務
は
、
周
到
な
予
防
法
学
に
よ
り
恨
拠
ワ
け
ら
れ
る
か
、
又
は
、
当
事
者
が
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
、
か
つ
、
下
見
不
能

だ
っ
た
場
合
に
だ
け
問
題
に
な
る
υ

以
上
の
事
情
は
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
適
用
の
問
題
点
と
変
わ
ら
な
い
っ
た
だ
し
、
仮
に
、
購
入
利
益

一ぬ」

の
分
配
が
、
契
約
の
指
導
的
な
範
型
(
円

Z
Z
L
)
と
な
る
重
要
な
部
分
を
構
成
す
る
な
ら
、
約
款
は
旭
川
効
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
c

つ
ま
り

ブ
ラ
、
ゴ
ナ
ヤ
イ
ズ
契
約
で
は

F
N
は
統
治
的
に
は
独
I

止
併
が
あ
る
か
ら
、
防
入
利
益
が
分
配
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
事
情
変
更
で

は
な
く
、
予
見
不
能
で
も
な
い
コ
さ
ら
に
、

F
G
の
購
入
利
益
の
配
分
が
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
内
在
的
な
も
の
で
な
い
以
上
は
、
約
款

規
制
と
い
う
般
条
頃
に
よ
っ
て
も
利
誌
の
配
分
を
認
め
る
の
は
岡
雑
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
見
解
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
議
論
は
、
行
為
基
礎
の
脱
落
に
よ
っ
て
も
、
購
入
利
託
の
配
分
義
務
は
な
い
と
論
証
す
る
こ
と
で
、

F
G
に
よ
る

F
N
の

事
務
処
理
の
要
素
を
認
め
な
い
学
説
の
考
え
小
刀
を
補
強
し
た
、
」
と
に
な
ろ
う
っ

(3)
ネ
y
ト
ワ
ー
ク
青
(
伴

(
Z
E
N当
2
r
E
H
E円
高
)

以
L
じ
か
ら
は
、
白
社
製
品
を
敗
売
す
る
の
で
は
な
く
、
購
入
先
と
の
交
渉
だ
け
を

F
G
が
行
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
で

は、

F
N
の
協
働
の
購
入
に
よ
り
発
生
す
る
大
量
購
入
割
引
の
配
分
が
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
と
い
う
契
約
の
指
導
的
な
範
思
に
属
し
て
い
る



か
百
か
が
、
評
仙
の
分
岐
点
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
は
、
ネ
y
ト
契
約
と
い
う
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
性
質
決
定
か

ら、

F
G
の
F
N
に
刻
す
る
購
入
利
訴
の
配
分
義
務
を
肯
定
す
る
学
孔
を
紹
介
す
る
。
ネ
ソ
ト
契
約
ー
と
い
う
問
題
伺
角
を
促
唱
す
る
学
孔
は

幾
つ
か
あ
る
が
、
こ
の
間
町
田
に
積
極
的
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
以
下
の
一
つ
で
あ
る
c

( 

a 

(
目
。
一
己
の
こ
に
は

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
に
関
す
る
論
専
が
幾
っ
か
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
ア
ポ
ロ
判
決
を
契
機
に
ネ
ソ

ベ

l
ナ
l

ト
ワ
ー
ク
責
任
を
主
持
し
て
い
る
J

ベ
l
ナ
I
は、

B
G
H
の
ア
ポ
ロ
同
決

(
1

⑦
一
判
決
)

は
、
具
体
的
な
久
市
原
の
ー
長
一
μ
を
解
釈
の
慕
準

と
し
た
が
、
本
来
は
山
当
ポ
有
の
利
訴
状
況
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

F
N
、
及
び
、

F
G
が
拍
ど
し
て
リ
ス
ト

つ
キ
J
a
h
リ、

FA円
U

、

に
あ
げ
た
供
給
者
の
ニ
角
関
係
(
コ
「

2
2
Z
2
Z
Z
2
m
)
の
芯
味
は
、

F
G
と

F
N
の
間
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
解
消
で
き
る
も
の
で

12 完)

F
X
と
供
給
者
の
闘
で
締
結
さ
れ
て
お
り
、

F
G
は
供
給
者
の
リ
ス
ク

(
資
本
の
拘
束
、

は
な
い
。
供
給
者
と
の
完
以
契
約
は
、

F
K
の
制

産
の
危
険
な
ど
)
を
負
組
し
て
い
な
い
。

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
と
売
買
契
約
の
当
事
者
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
υ

し
か
し
、

F
G
は
F
X

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

に
ノ
ウ
ハ
ウ
、

コ
ン
セ
ブ
T
の
利
用
だ
け
で
な
く
、
自
身
の
一
石

O
の
火
活
の
雌
品
購
入
シ
ス
テ
ム
と
の
私
合
を
も
提
供
し
て
い
る
じ

り、

F
G
は

F
N
と
い
う
他
人
の
事
務
処
用
を
打
っ
て
お
り
、
受
託
者
(
↓

Z
Z
E
E
-
ヨ
)
と
し
て
購
入
条
件
と
仙
格
割
引
の
枠
契
約

(
同
与
宮
内

E
2「
ユ
理
)
を
、
指
疋
供
給
者
と
の
関
係
で
、

F
X
に
提
供
し
て
い
る
。

F
X
の
加
入
に
よ
っ
て
、

F
G
の
供
給
者
と
の
怖
防
相
交

渉
力
は
強
化
さ
れ
て
い
る
。

F
G
は
月
己
の
一
事
務
ー
と
他
人
の
事
務
を
同
時
に
処
瑚
し
て
い
る
。
し
か
も
、

つ
ま
り
、

F
N
の
購
入
先
は
八

O

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
、

F
G
の
指
定
供
給
者
で
あ
る
じ
以
卜
の
購
入
条
件
を
期
待
し
て
、

F
N
は
シ
ス
テ
ム
に
参
加
す
る
c

供
給
者
に
と
っ

て
は
、
将
来
の
需
安
の
増
加
が
僻
保
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
一
定
の
売
り
卜
げ
の
あ
っ
た
後
で
は
な
く
、
最
初
の
、
引
『
止
時
か
ら
、
価
格
割
引
に

F
Gと
F
X
の
関
係
を
決
定
す
る
の
は
、
個
々
の

F
X
と

F
G
で
は
な
く
、

も
応
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
で

あ
り
、
多
数
の

F
N
と
供
給
先
の
関
係
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
に
は
組
織
法
的
な
契
約
関
係
が
存
在
し
、

つ
孝
行
り
、

そ
の
基
礎
は
、

G
の
F
N
と
購
入
先
と
の
契
約
の
斡
旋
、
ネ
ッ
ト
か
ら
の
収
益
分
担
義
務
、
指
定
購
人
先
か
ら
の

F
N
の
購
入
義
務
で
あ
る
じ
だ
か
ら
、

'C> 

まF 
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μ見

ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
か
ら
の
椎
利
・
義
務
は
個
別
に
ム

n
Eさ
れ
る
の
で
は
な
く
、
当
事
者
聞
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
U
H
は、

チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
前
f

え
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ブ
-
ブ
ン

北法61(1・10)10 

三乙、
町

た
だ
し
、

ア
ポ
ロ
シ
ス
テ
ム
で
は
、

ア
ポ
ロ
は
白
身
の
ー
ペ
応
と

F
N
を
有
し
て
い
た
c

し
か
し
、
向
者
が
共
存
の
闘
係
に
占
つ
な
ら
、
、
ン

ス
テ
ム
か
ら
の
利
訴
は

F
K
に
も
配
分
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
購
入
利
益
の
配
分
で
支
出
と

F
K
で
透
っ
た
扱
い
を
す
れ
ば
、
競

争
条
件
の
小
ヤ
等
を
帰
結
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
即
想
的
な
ポ
業
の
成
米
」
と
い
う
契
約
条
取
の
解
釈
で
は
、
こ
の
宅
情
も
顧
慮
き
れ
る

べ
l
ナ
l
の
ア
ポ
ロ
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
対
す
る
計
価
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
有
利
な
購
入
条
件
と
い

べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

う
の
が
ブ
ラ
〆
チ
ヤ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
に
加
入
す
る

F
N
の
決
定
的
な
動
機
で
あ
る

r
F
N
の
商
品
購
入
の
リ
ス
ク
を

F
G
は
負
担
し
な
い
〔

だ
か
ら
、
シ
ス
テ
ム
剤
引
は
、

F
u
h
の
給
付
白
休
の
利
益

(
]
2
E
E
2
2目
2
H
E
r
d
ヱ2-)
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

F
G
が

F
K
に
対
し
て

凶
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
を
援
助
す
る
と
契
約
締
結
段
階
、
又
は
、
契
約
書
で
約
し
た
場
合
は
、

一
位
」

る
こ
と
に
な
る
と
べ

l
ナ

l
は
指
摘
し
て
い
る
c

F
G
は
購
入
利
益
の
配
分
義
務
を
負
担
す

他

h
で
、
ベ

l
ナ

l
は
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
で
賄
入
利
益
の
配
分
を
排
除
す
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
仁
す
な
わ
ち
、

B
G
H
も

シ

y

ク
ス
ト
判
決
で
供
給
者
の
製
造
者
が
祭
じ
た
場
合
は
、
割
引
の
配
一
介
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
を
示
認
し
て
い
る
ロ
さ
ら
に
、

ア
ポ
ロ
判
決
も

配
分
を
排
除
す
る
条
頃
が
な
い
か
ら
、
配
分
義
務
を
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
方
向
で
の
契
約
書
の
作
成
の
余
地
が
狭
め
ら
れ
る

F
G
が

F
N
に
対
し
て
購
入
を
義
務
ワ
け
て
い
る
場
合
は
、
特
別
な
忠
実
義
務
を
顧
慮
す
べ

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
c

た
だ
し
、

き
ーと

あ
る
と
も
同
時

fO" 口
抗
L 
V亡

し、

ーる
有
L ペド」
長IiG

F
G
が
購
入
利
益
の
配
分
義
務
を
制
限
す
る
契
約
条
項
は
、
契
約
の
解
釈
に
関
す
る

般
的
な
規
定

(
B
G
B

一

一

一

一

条

、

の

他

に

、

特

に

、

約

款

規

制

(
B
G
B
三

O
五
条
!
一
二

0
1
1
)

及
び
、

一
今
一
四
条
の
規
律
に
服
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
c

B
G
B
一

メν
守ミ、

川
公
ト

L
h
d
町コ

+49
、

l

7

J

l

 
ベ

ナ

l
は
一
方
で
ネ
y
ト
責
任
に
依
拠
し
て
い
契
約
条
頃
を
解
釈
し
、
ネ
ッ
ト
責
任
の
拡
大
を
支
持
す
る
が
、
他
刈
で
、



明
『
止
の
契
約
条
項
で
賄
入
利
益
の
配
分
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
約
款
規
制
に
は
服
す
る
が
一
じ
は
可
能
と
解
し
て
い
る
υ

た
だ
し
、

F
G
が

F
N
に
商
品
購
入
を
義
務
づ
け
て
い
る
場
合
は
、
ネ
ソ
ト
に
よ
る
忠
夫
義
務
が
強
化
さ
れ
る
と
い
う
べ

l
ナ
ー
の
指
摘
は
再
製
で
あ
る
c

つ

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
の
凶
体
の
要
素
が
強
化
さ
れ
る
c

そ
の
結
果
、
利
益
配
分
が
問
題
に
な

ま
り
、
購
入
義
務
が
有
在
す
れ
ば

る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
っ

日
制

)
p
h
h〕

(b)
ト
イ
ブ
ナ
l
は
自
己
の
提
唱
す
る
、
不
ツ
ト
直
任
と
い
う
伺
角
か
ら
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
も
最
も
念
の
入
っ
た
検
討
を
行
っ
て
い
る
J

ト
イ
フ
ナ
l
は、

ア
ポ
ロ
ポ
刊
で

B
G
H
は
普
通
取
引
約
款
の
解
釈
、
そ
れ
も
不
別
伴
条
取
の
解
釈
と
し
て
問
題
を
解
決
し
た
が
、
そ
れ
で

は

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
が
双
務
契
約
を
超
え
る
側
山
を
有
す
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
れ
仮
に
、

ア
ポ
ロ
に
交
渉

H
が
あ
れ

12 完)

ば
、
将
米
は
「
即
怨
的
な
ポ
業
の
成
果
」
な
と
と
い
う
条
項
は
削
除
す
る
か
ら
、
豆
安
な
の
は
、
市
場
組
織
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
巾
で
問

題
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
ト
イ
ブ
ナ
!
の
山
発
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

F
G
と

F
X
の
関
係
が
完
全
に
手
直
的
で
あ
れ
ば
、

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

購
入
利
益
の
配
分
は
当
然
で
あ
る
c

例
え
ば
、

ア
ポ
ロ
・
シ
ス
テ
ム
が
人
的
・
物
的
な
会
社
で
あ
り
、

F
N
を
社
員
と
考
え
る
か
、
内
部
細

ム
円
の
理
論
に
よ
っ
て

F
N
を
組
ム
門
員
と
考
え
た
場
合
も
同
憾
で
あ
る
c

し
か
し
、
問
題
の
凶
離
さ
は
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
が
同
体
で
も
山
場

の
契
約
で
も
な
い
点
に
あ
る
ロ
そ
う
す
る
と
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
を
「
契
約
結
合

(
f
2
2
m
2
2
E
Eと
と
考
え
た
上
で
、
分
配
訂
求
梓

(必、

が
恭
礎
づ
け
ら
れ
る
か
が
附
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
卜
が
ト
イ
プ
ナ
l
の
問
題
設
定
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
、
ト
イ
プ
ナ
l
の
議
論
を

山
賢
約
し
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
よ
う
c

E.
情
迭
の
矛
盾
双
務
的
な
『
父
換

(E-EF2pr了一
E
ω
E
Z月
三
対
多
角
的
結
合
(
自
己
}
三
日
三
号

2
A〈
ミ
ヴ
ロ
ロ
ヰ
)

購
入
制
引
の
分
配
苅
求
は
、

ハ
イ
ブ
リ
y
ド
・
不
y
ト
ワ
ー
ク
が
市
坊
の
止
泊
す
る
要
請
へ
の
反
fb
だ
と
い
う
灯
個
の
例
で
あ
る
υ

示
日
明

の
恨
源
は
、
将
来
の
山
坊
の
不
仲
天
性
で
あ
る
。
契
約
ネ
ッ
ト
ー
と
は
、
こ
の
正
午
確
天
性
に
対
処
す
る
た
め
の
、
方
で

H
律
、
他
ん
で
協
調

し
て
、
長
期
間
の
経
凶
活
動
を
共
に
す
る
関
係
で
あ
る
。
双
務
契
約
で
も
信
義
則
は
し
庖
用
さ
れ
る
が
、
購
入
割
引
の
配
分
請
求
を
基
礎
づ
け

北iMI(1 . 11) 11 



μ見

る
の
は
相
市
川
円
で
あ
る
つ
反
対
が
、
ネ
ッ
ト
が
凶
休
だ
っ
た
場
合
で
あ
る
コ

こ
の
よ
う
な
問
題
解
決
に
対
し
て
は
、
従
来
は

高
択

A
、

λ
は
、
非

A

の
選
択
股
し
か
用
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
伝

三乙、
町

統
に
従
っ
て
、
学
説
も
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
は
交
換
契
約
か
組
合
か
を
一
一
説
諭
し
て
い
る
f

し
か
し
、
市
場
と
組
織
、
契
約
と
組
ム
門
と
い
う
厳
格

な
区
別
は
、
妥
当
で
は
な
い
。
経
済
的
・
社
会
学
的
な
飢
察
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
活
写
し
て
い
る
υ

解
決
の
千
掛
か
り
は
、
ネ
y
ト

の
複
雑
な
行
為
の
論
理
で
あ
る
。
「
市
場
」
と

「
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

l
L
の
欠
献
を
期
め
る
の
が
、
組
織
上
の
コ
ス
ト
、
集
合
の
利
益
を
満
足
さ

せ
つ
つ

一
々
で
不
完
全
性
を
許
粁
し
な
が
ら
、
付
加
的
な
リ
ス
ク
を
受
け
入
れ
る
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
c

綿
織
卜
の
用
語
を
削
い
る
な

ら
、
「
脱
集
中
化
百
三
SE--ω
弓
コ
己
ぬ
と
が
決
定
的
で
あ
る
c

企
業
の
成
功
は
、

一
f
h
で
交
検
部
門
で
の
独
自
件
、
他
方
で
コ
ス
ト
削
減
で

の
協
訓
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
双
方
を
満
足
さ
せ
る
、
契
約
で
も
組
令
で
も
な
い
シ
ス
テ
ム
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。

E

結
合
義
務
の
基
貯
ー
と
し
て
の
、
不
ツ
ト
ワ
ー
ク

契
約
結
合
で
は
「
目
的

(
N
J
4
2
5

の
概
念
が
重
要
で
あ
る
c

た
だ
し
、
集
中
的
な
月
的
へ
の
拘
束
で
は
な
く
、
内
部
的
な
行
為
の
論

理
と
外
部
へ
の
要
請
を
結
台
す
る
の
が
、
こ
の
「
目
的
」
概
念
で
あ
る
仁
つ
ま
り
、
独
自
の
「
結
合
同
的
」
又
は
「
、
不
ッ
ト
円
的
」
で
あ
り
、

交
換
契
約
で
の
「
契
約

R
的
」
ヤ
団
体
の
「
凶
休
の

U
的
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
つ
ネ
ソ
ト
ワ
ー
ク
の
問
題
は
、
契
約
法
的
に
も
団
体

法
的
に
も
解
決
で
き
な
い
。
ネ

y
ト
円
的
は
、
何
人
的
要
ぷ
ー
と
団
体
的
安
素
の
矛
盾
を
以
映
し
て
い
る
。

結
ム
門
リ
的
の
要
ム
引
を
厳
慌
に
分
析
す
る
た
め
に
は
、
時
的
・
社
会
的
・
実
質
的
な
れ
動
の
分
野
の
細
分
化
を
超
越
し
て
、
本
米
矛
盾
し
て

い
る
安
訪
を
、
状
況
に
依
存
す
る
一
義
的
な
行
為
の
期
待
へ
と
移
し
柊
え
る
こ
と
で
あ
る
つ

つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
の
内
部
で
行
為
の
領
域
を

μ

別
し
て
、
契
約
の
安
素
が
優
勢
な
場
合
は
契
約
法
を
、
団
体
的
側
面
で
は
団
体
法
を
顧
愈
す
べ
き
で
あ
る
υ

た
だ
し
、
以
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
あ
る
側
面
に
は
あ
る
契
約
類
型
を
適
用
し
、
他
の
側
出
に
は
違
っ
た
契
約
類
型
を
適
用
す
る
と
い
う
氾
合
契
約
で
の
結
合
理
論
と
も
異

な
っ
て
い
る
じ
そ
れ
で
は
、
ネ
ッ
ト
の
問
題
に
は
対
処
で
き
な
い
c

ネ
ッ
ト
で
は
、
契
約
の
要
素
が
優
勢
な
場
合
も
同
時
に
団
体
の
要
素
を
、

北法61(1・12)12 



刊
体
の
要
誌
が
強
い
場
合
も
契
約
の
要
素
を
同
時
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
つ

そ
の
結
果
、
状
況
に
依
存
し
た
ネ
ソ
ト
ワ

l
ク
の
結
合
目
的
の
日
一
体
化
は
、
通
υ唱
の
y

父
換
契
約
で
の
忠
実
義
務
ー
と
は
呉
な
る
強
度
の
忠
実

義
務
(
「
結
合
義
務

(
t
f
u
z
E
三
-oZ)
」
)
を
帰
結
す
る
じ
し
か
も
、
こ
の
結
ム
門
義
務
は
、
川
体
的
な
結
合
と
は
非
集
中
化
と
い
う
意
味

で
列
な
っ
て
い
る
つ
以
卜
の
団
体
の
鋲
域
と
契
約
の
領
域
の
区
別
は
、
凶
休
法
で
の
構
成
員
の
他
，
ハ
川
権
と
白
益
椛
の
区
別
に
類
似
す
る
が
、

決
し
て
同
じ
で
は
な
い
。
州
体
法
で
の
他
益
権
は
、
投
票
権
と
脱
退
権
で
あ
り
、
業
務
執
行
や
代
理
で
は
な
い
c

し
か
し
、
ネ
ツ
}
で
は
、

構
成
員
の
白
ぷ
的
行
為
と
し
て
、
契
約
の
分
野
で
の
業
務
執
行
と
代
用
が
当
然
に
本
~
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
白
律
と
結
台
の
完
全
な
細

み
合
わ
せ
で
あ
る
、
不
ツ
ト
と
団
体
の
違
い
に
由
来
す
る
c

こ
の
結
台
義
務
は
、
ネ
y
ト
ワ

l
ク
を
保
直

L
、
裁
判
肯
に
よ
る
契
約
の
修
正
を

12 完)

可
能
と
し
、
解
体
の
川
能
性
を
拡
大
す
る
。
そ
の
結
果
、
結
合
目
的
は
、
双
務
的
な
交
換
契
約
の
多
角
的
な
不
吋
ノ
ト
化
か
ら
発
止
す
る
内
部

関
係
で
の
強
化
き
れ
た
忠
実
義
務
の
具
体
化
に
対
す
る
決
定
的
な
基
ホ
と
な
る
。

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

wu

集
約
さ
れ
た
忠
実
義
務
と
し
て
の
結
台
義
務

不
ァ
ト
に
凶
有
の
忠
実
義
務
の
範
凶
は
、
状
川
に
即
し
て
だ
け
決
ま
っ
て
く
る
c

ネ
ッ
ト
で
の
忠
実
義
務
は
、
通
常
の
交
換
契
約
や
継
続

的
契
約
関
係
で
の
そ
れ
と
は
、
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

ア
ポ
ロ
雫
刊
で
の
利
益
配
分
草
花
務
だ
け
に
リ
ま
ら
ず
、
総
て
の
け
周
面
で
、
ネ
y
ト

で
の
忠
F

主
義
務
は
そ
の
特
性
を
が
し
て
い
る
ハ
例
え
ば
、
双
務
的
な
(

r

H

℃
3-hw
円
)
継
続
的
契
約
関
係
で
は
情
報
義
務
ニ
ロ
吉
田
E
C
C
E
H
L
Z
与
と

は
通
常
の
交
換
契
約
よ
り
高
度
だ
が
、
多
角
的
な

(
ヨ
三
さ

E
2口
一
)
、
不
ッ
ト
契
約
で
は
よ
り
一
層
強
化
さ
れ
て
い
る
c

つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
の

同
体
の
領
域
で
の
情
報
義
務
は
、
給
山
刊
同
体
の
機
能
性
を
保
障
す
る
た
め
に
、

同
は
達
成
さ
れ
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
保
持
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
袋
請
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
で
は
顕
著
で
あ
る
コ

つ
ま
り
、
川
一
イ
メ
ー
ジ
で
の
竹
伝
や
同
一
条
刊
で
の
商
川
叩
の
提

供
に
止
ま
ら
ず
、

F
G
は
継
続
的
に
情
報
を
提
供
す
る
必
安
が
あ
る
c

そ
の
結
果
、
統
一
的
な
給
付
水
併
の
維
持
の
た
め
に
、
双
務
的
な
契

約
に
す
き
な
い
継
続
的
契
約
関
係
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
に
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
で
の
情
報
義
務
は
高
度
な
も
の
と
な

北it61(1'13) 13 



μ見

る
。
こ
の
情
報
義
務
と
対
に
な
る
の
が
、
守
秘
義
務

(
C
岳

E
5巳
E
E
m℃
E各
百
円
】
)

で
あ
る
つ

つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
の
本
部
と
参
加
者
の
附

の
関
係
が
親
併
に
な
る
か
ら
、
第
一
者
と
の
関
係
で
営
業
秘
が
漏
れ
る
危
険
は
、
ネ

y
ト
に
凶
有
の
も
の
で
あ
る
。

三乙、
町

さ
ら
に
、
労
働
法
、
団
体
法
で
も
見
て
取
れ
る
が
、
競
争
法
の
要
請
に
け
ま
ら
ず
、
不
ヅ
ト
で
は
不
ヅ
ト
の
木
部
の
加
問
者
の
平
等
扱
い

が
要
話
さ
れ
る
。
単
な
る
商
業
代
理
人
に
対
し
て
は
干
等
の
要
請
は
働
か
な
い
が
、
独
自
に
販
売
網
を
組
織
し
た

ネ
y
ト
で
は
話
が
別
で
あ
り
、
ネ
ッ
!
の
団
体
の
組
域
で
は
極
め
て
大
き
く
な
る
つ

(
の
]
の
目
。

rFAUEE己
-
E五
)

さ
ら
に
、
ネ
ッ
ト
で
は
給
付
水
準
の
均
一
化
が
必
要
だ
か
ら
、
ネ
ッ
ト
加
問
者
の
半
生
寸
の
要
請
は
、
更
に
そ
の
質
を
高
め
る
。
ネ
ッ
ト
の

木
部
の
指
凶
権
と
対
に
な
る
平
等
の
要
請
が
、
ネ
ッ
ト
へ
の
加
盟
者
の
白
律
牲
に
よ
る
遠
心
的
な
傾
向
を
補
完
し
て
い
る
じ
平
等
の
要
請
は
、

ア
ポ
ロ
・
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
に
直
営
の
支
所
と

F
K
が
併
存
し
て
い
る
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
。

岡
山
仰
に
、
ネ
ッ
ト
の
本
部
に
対
す
る
参
加
者
の
忠
実
義
務
も
両
度
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ネ
ッ
ト
加
問
者
の
所
有
催
、
損
失
・
利
益
の
可

能
件
と
関
係
す
る
白
律
と
の
調
和
は
凶
難
だ
が
、
ネ

y
ト
の
本
部
の
指
図
と
折
置
へ
の
服
従
を
忠
実
義
務
が
条
打
付
け
て
い
る
c

も
ち
ろ
ん
、

服
従
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
ネ
ッ
ト
の
効
率
性
に
必
要
な
限
り
で
で
あ
る
n

そ
の
粘
米
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
で
は
強
肢
の
標
市
化

が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
電
L
J
レ
ン
ジ
の
温
度
が
本
部
の
指
示
よ
り
若
干
低
漏
で
あ
っ
た
と
い
う
理
山
で
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ

契
約
の
解
約
が

4
能
ー
と
さ
れ
た
著
名
な
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
一
事
件
が
、
そ
の
例
で
あ
る
ハ
通
常
の
双
務
的
な
交
換
契
約
、

wm続
的
契
約
関
係
で
は
、

」
の
よ
う
な
多
角
的
な
傑
準
化
は
要
請
さ
れ
な
い
c

ネ
ソ
ト
の
効
県
は
、
解
約
権
に
影
響
を
与
え
る
つ
ネ

y
ト
加
問
者
は
、
他
の
参
加
者
に
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
に
長
期
の
解
約
先
知
期

間
の
遵
守
を
川
き
目
印
さ
れ
る
な
ど
で
あ
る
υ

V

結
合
義
務
ー
と
し
て
の
利
前
分
配

以
卜
の
背
岳
山
の
卜
で
、

ア
ポ
ロ
事
件
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
ι

つ
ま
り
、
本
部
の
加
即
者
に
対
す
る
購
入
利
益
の
担
分
義
務
は
、
契
約

北法61(1・14)14 



条
項
の
解
釈
に
止
ま
ら
な
い
、
不
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
造
の
問
題
で
あ
る
。
凶
休
法
の
ル
ー
ル
は
問
泡
解
決
の
子
掛
か
り
に
は
な
ら
な
い
υ

ネ
ッ

ト
は
凶
休
で
も
契
約
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ネ
ソ
ト
で
は
ネ
ソ
ト
ワ

l
ク
の
組
織
が
非
集
巾
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
多
数
の
双
務
契
約

の
結
ム
門
と
い
う
法
形
式
に
表
現
さ
れ
て
い
る
c

た
だ
し
、

ヒ
ン
ト
に
な
る
の
が
、
ジ
ャ
ス
ト
イ
ン
・
タ
イ
ム
供
給
闘
係
で
あ
る
c

そ
こ
で

は
、
セ
ン
タ
ー

(
製
造
者
)

は
供
給
先
か
ら
の
製
品
の
供
給
数
な
ど
を
決
定

L
、
品
質
管
矧
な
ど
も
行
う
が
、
利
益
は
部
品
の
供
給
者
に
分

配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

も
ち
ろ
ん
、
現
実
に
は
利
益
分
配
は
市
場
続
小
力
で
決
定
さ
れ
る
つ
し
か
し
、

そ
れ
な
ら
な
お
さ
ら
、
需
要
の

リ
ス
ク
を
製
造
者
が
供
給
者
に
一
方
的
に
転
化
し
な
い
た
め
に
は

利
前
分
配
は
不
可
欠
の
要
請
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
で
は
、

F
G
は
F
N
を
、
不
ソ
ト
化
す
る
こ
と
で
、
外
部
の
供
給
者
と
有
利
な
購
入
条
件
を
交
渉
で
き
る
。

12 完)

で
あ
る
っ
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
不
ツ
}
の
全
体
を
基
礎
と
し
て
、

つ
ま
り
、
大
量
購
入
割
引

(
/
~
r
Z
Z
E
E
-
E

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ

ス
テ
ム
に
は
守
信
機
関
か
ら
有
利
な
与
信
が
与
え
ら
れ
る
。

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
ン
ス
テ
ム
の
成
功
を
当
て
込
ん
で
、
供
給
者
か
ら
の
じ
ナ
伝

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

も
寛
容
に
な
る
c

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
全
体
に
よ
る
商
品
の
敗
売
ゆ
え
に
、
制
れ
造
者
か
ら
シ
ス
テ
ム
の
セ
ン
タ
ー
に
立
伝
補
助
費

が
与
え
ら
れ
、
加
盟
苫
へ
の
配
分
が
問
題
と
な
る
r

以
卜
の
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
、
契
約
条
項
の
解
釈
は
移
行
期
に
だ
け

E
U怖
が
あ
る
つ
判
例
に
対
処
し
て
契
約
条
引
が
修
d
さ
れ
、
利
益

配
分
義
務
が
緩
和
さ
れ
、
削
除
さ
れ
、
さ
ら
に
、
山
明
示
的
に
排
除
さ
れ
た
と
き
は
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
ー
と
い
う
敗
売
シ
ス
テ
ム
の
構
造
か
ら

の
解
決
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
c

も
ち
ろ
ん
、

F
G
が
F
N
に
購
入
義
務
を
説
し
な
が
ら
、
購
入
利
益
を
配
分
し
な
け
れ
ば
、

E
G
B

。
一
七
条
に
い
う
「
不
当
な
不
利
リ
什
M
M
い
(

戸

EEHmη
己

2ω
の
ロ
の

E
2
Eの
プ
弓

--A河口
目
玉
)
」

の
安
件
を
充
足
さ
せ
、
約
款
規
制
が
問
題
に
な
る
。

ア
ポ
ロ
判
決
で
は
、

B
G
H
は
不
明
確
条
頃
で
間
忠
を
解
決
し
て
い
る
が
、
客
観
的
な
ネ
y
ト
の
構
造
に
依
拠
し
た
恨
拠
付
け
も
行
っ
て
い

る
c

つ
ま
り
、

B
G
H
の
い
う
よ
う
に
、
「
需
要
力
が
強
い
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
に
白
分
は
属
し
て
い
る
」
と
い
う
加
問
者
の
矧

待
は

H
4「
で
あ
る
c
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μ見

だ
か
ら
、
ネ
y
ト
ワ
ー
ク
は
決
定
的
な
基
準
と
な
る
。

ア
ポ
ロ
雫
刊
で
の
、
不
ソ
ト
の
本
部
の
購
入
行
動
は
、
刊
休
の
領
域
で
は
二
重
の
蛍

味
を
持
う
て
い
る
。

つ
ま
り
、
白
己
の
支
府
の
需
要
と
、
加
問
川
者
の
需
要
に
応
じ
る
た
め
で
あ
る
。

B
G
H
の
認
定
し
た
構
造
は
、
間
接
代

三乙、
町

F
N
の
受
任
者
と
し
て
白
己
の
名
前
で

F
N
の
利
益
と
計
併
で
枠
契
約
(
刃
包
7
E
o
-
-
Z
ユヨぬ)

理
に
酷
似
し
て
い
る
c

本
部
は
、

を
締
結
し

て
い
る
。

B
G
H
は
、
「
被
告
が

F
X
の
購
入
の
た
め
に
供
給
者
と
交
渉
し
た
が
、

F
K
に
父
付
し
な
か
っ
た
悩
格
割
引
の
部
が
、
た
相

割
引
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
っ
第
二
に
、
本
部
は
、

F
X
と
支
町
の
結
合
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
購
日
力
を
利
川
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

本
部
の
行
為
は
団
体
の
領
域
に
分
類
で
き
る
。

よ
ろ
し
く
な
い
慣
行
に
従
っ
て
、
後
に
供
給
者
か
ら
キ
ッ
ク
パ

y
ク

を
自
分
に
ー
ペ
払
わ
せ
た
こ
と
で
、
既
に
義
務
に
違
反
し
て
い
る
つ
本
部
は
、
不
y
ト
の
凶
休
の
一
公
腎
で
行
為
し
て
い
る
か
ら
、
情
報
提
供
義
務

原
則
と
し
て
、
本
部
は
、
割
引
の
茅
績
を

F
N
に
明
ら
か
に
せ
ず
、

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ネ
ッ
ト
目
的
の
要
請
は
、
情
報
義
務
に
止
ま
ら
な
い
。

具
体
的
に
は
、
ネ
ッ
ト

H
的
に
よ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
の
効
果
に
よ
る
効
率
性
の
向
上
を
現
実
に
加
盟
右
に
還
叫
す
る
必
要
が
あ
る
c

フ
一
ブ
ン

チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
の
経
済
的
な
目
的
は
、
購
入
の
分
野
で
の
結
ム
門
利
訴
を

F
N
に
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。

B
G
H
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

a
料
想
的
な
事
業
の
成
果
L

の
達
成
の
た
め
に
は
、
有
利
な
購
入
条
件
も
、
し
か
も
、
そ
れ

「
・
・
・
競
合
す
る
供
給
者
と
の
競
争
の
巾
で

こ
そ
が
特
に
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
見
や
す
い
道
県
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
購
入
利
益
こ
そ
が
、
ネ
ツ

ト
に
属
さ
な
い
小
売
商
と
比
べ
て
結
合
が
与
え
る
川
能
糾
円
で
あ
る
じ
し
か
し
、
こ
れ
が
現
実
化
す
る
の
は
、
購
入
割
引
が

F
N
に
配
分
さ
れ

た
場
A
A

円
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
別
引
の
ト
八
郎
分
を
自
己
に
帰
属
さ
せ
れ
ば
、
本
部
は
義
務
違
反
を
犯
し
て
い
る
。

団
体
で
は
利
益
は
、
ま
ず
団
体
に
帰
属
す
る
コ
し
か
し
、
ネ
y

ト
の
特
性
は
、

二
重
の
帰
属
性
で
あ
る
υ

つ
ま
り
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・

シ
ス
テ
ム
で
は
、
価
格
割
引
は
、
ま
ず
、
不
ッ
ト
利
訴
と
し
て
全
体
に
、
次
に
、
平
弘
J

原
則
に
従
っ
て
、
公
平
の
観
点
か
ら
本
部
ー
と
加
入
者
に

分
配
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
じ
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つ
ま
り
、
単
な
る
賄
入
契
約
を
超
え
る

F
K
の
、
不
ソ
ト
化
に
そ
の
基
礎
を
持
つ

F
G
の
忠
実
義
務
か
ら
、
購
入
利
訴
の
配
分
草
花
務
は
基
礎

づ
け
ら
れ
る
。

以
卜
の
ト
イ
プ
ナ
l
の
与
祭
を
極
度
に
単
純
化
し
て
、
次
の
よ
う
に
安
約
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
じ
す
な
わ
ち
、
団
体

で
も
な
く
契
約
で
も
な
い
ネ
y
ト
化
は
、
分
業
化
し
な
が
ら
料
合
・
協
働
す
る
況
代
の
経
済
の
要
請
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
団
体
の
要
素

と
契
約
の
要
素
は
、
ネ
ソ
ト
契
約
で
は
骨
が
ら
み
に
な
っ
て
い
る
。
団
体
の
要
素
と
契
約
の
要
素
は
、
不
y
卜
の
巾
で
は
同
時
に
存
杭
し
、

12 完)

川
時
に
出
現
す
る
。
団
体
の
要
ぷ
は
、
強
度
の
忠
実
義
務
を
、
ネ
ッ
ト
の
本
部
に
も
加
入
者
に
も
要
求
す
る
c

以
上
の
忠
実
義
務
か
ら
、

F

G
が
供
給
先
と
購
人
条
件
を
決
定
し
た
場
合
も
、

F
G
が
F
N
の、不
y
ト
化
に
よ
り
強
化
さ
れ
た
購
買
力
を
基
礎
と
し
て
、

F
N
の
た
め
に

F
G
は
F
K
の
受
任
者
に
類
似
す
る
つ
こ
れ
は
、
不
ソ
ト
の
団
体
の
分
野
で
の
活
動
で
あ
る

υ
そ
の
結
果
、
し
か

購
入
し
て
い
る
以
ト
は
、

も
、
凶
休
と
は
川
ハ
な
り
、
利
益
が
回
体
に
帰
属
す
る
こ
と
な
く
、
直
按
に

F
G
の
F
X
へ
の
購
入
利
益
の
配
分
義
務
が
基
縫
づ
け
ら
れ
る
。

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

加
え
て
、
以
上
の
ト
イ
プ
ナ

l
の
論
考
は
、
先
に
見
た
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
の
決
定

(
1

③
)

の
以
前
だ
が
、

ト
イ
プ
ナ

l
の

F
G
が

F
N
に
賄
入
義
務
を
課
し
て
い
た
場
合
は
、

B
G
E
三
O
七
条
の
不
当
な
不
利
益
扱
い
に
当
た
る
と
い
う
指
摘
に
も
、
在
日
し
た
い
の

F
N
に

購
入
義
務
を
課
し
、
団
体
的
な
協
調
行
動
を
安
訂
し
な
が
ら
、

そ
の
利
，
怖
を

F
G
が
独
占
す
る
の
は
、

い
わ
ば
ネ
y
ト
ワ
ー
ク
の
凶
休
的
要

主引の
泊客
奪
に
つ
た
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

(
4
)
 
ド
イ
ツ
の
学
説
の
ま
と
め

以
卜
で
紹
介
し
た
ド
イ
ツ
の
学
説
か
ら
、
次
の
よ
う
に
考
え
る

υ
F
K
の
F
G
に
対
す
る
購
入
利
益
の
配
分
請
求
で
最
も
シ
リ
ア
ス
な
局

面
は
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
で
配
分
義
務
を
規
定
し
な
か
っ
た
場
合
、
及
び
、
契
約
で
明
示
的
に
そ
れ
を
排
除
し
た
場
合
で
あ
る
υ

以
上

の
場
合
に
、
配
分
義
務
を
否
定
的
に
解
す
る
学
説
は

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
を
、
五
に

F
G
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

F
N
が
利
用
す
る
契
約
と
考
え

F
N
の
協
嗣
行
動
も
、
ネ
ッ
ト
自
体
の
機
能
と
維
持
の
た
め
と
い
う
よ
り
、

ノ
ウ
ハ
ウ
の
利
用
の
た
め
の
付
随
的

て
い
る
c

そ
う
な
る
と
、

北it61(1'17) 17 



μ見

義
務
で
あ
ろ
う
(
フ
ロ
ー
ル
)
っ
さ
ら
に
、

F
u
h
の
法
的
・
経
治
的
な
独
立
性
は
、
利
益
の
配
分
が
契
約
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
排

除
さ
れ
て
い
る
坊
合
は
、
行
為
慕
礎
の
脱
落
に
よ
る
契
約
改
定
を
妨
げ
る
ポ
情
ー
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る

グ
ル
ン
ト
マ
ン
コ
他
方
で
、

三乙、
町

つ
ま
り
、
購
入
の
リ
ス
ク
は
白
身
で
負
担
す
る
こ
と
、
及
び

配
分
義
務
を
肯
定
す
る
学
説
は
、

F
N
の
法
的
・
経
凶
的
独
『
斗
柱
、

ブ
一
ブ
ン

チ
ャ
イ
ス
契
約
が

F
G
に
よ
る

F
K
の
事
務
処
理
契
約
の
安
素
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
っ
そ
こ
か
ら
、

B
G
E
ハ
ム
ハ
ハ
条
(
計

等
・
報
告
請
求
)
、
六
六
仁
条
(
受
領
物
引
渡
請
求
)

配
分
義
務
は
契
約
で
排
除
可
能
と
な
る

の
適
川
が
帰
結
さ
れ
る
c

た
だ
し
、
同
条
の
任
意
規
定
性
を
口
定
す
る
と
、
利
〆
ハ
M

の

(ギ
l
ス
ラ

l
、
プ
フ
ァ
イ
ブ
ァ

l
)
c
今
ひ
と
つ
、
購
入
利
訴
の
配
分
を
排
除
で
き
る
と
考
え
る

学
説
は
、

F
G
に
よ
る

F
N
へ
の
購
入
先
の
指
定
、
購
入
義
務
を
課
す
こ
と
を
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
「
他
方
で
、

カ
ナ
i
リ
ス
は
、
購
人

利
益
の
配
分
を
排
除
す
る
条
項
は
、

B
G
B
ニ
ロ
七
条
二
項
一
口
勺
に
祇
触
す
る
、

つ
ま
り
、
任
玄
規
定
の
重
要
な
基
本
思
想
と
合
致
し
な
い

と
解
し
て
い
る
つ

F
G
に
よ
る

F
X
の
事
務
処
理
が
ブ
ラ
ン
チ
刊
イ
ズ
の
決
定
的
な
要
素
だ
と
カ
ナ
l
リ
ス
は
前
何
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

さ
ら
に
、
ト
イ
プ
ナ
l
は
、
ネ

y
卜
契
約
前
を
基
礎
に
、

F
G
の
F
N
に
刻
す
る
忠
実
義
務
か
ら
利
益
の
配
分
義
務
を
認
め
て
い
る
じ
し
か

し
、
同
時
に
、

ト
イ
プ
ナ
l
は、

F
G
の
供
給
先
と
の
売
買
契
約
の
締
結
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
凶
休
の
領
域
で
の
訂
為
に
巾
l
た
り
、

結山本、

F
G
は
F
K
の
間
接
代
理
人
に
類
似
す
る
と
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
事
務
の
他
人
性
が
肯
安
c
れ
て
い
る
つ
そ
う
す
る
と
、
組
合
の

業
務
執
行
の
結
果
が
、
組
合
員
に
帰
属
す
る
の
と
同
様
に
、
ネ
ソ
ト
ワ

l
ク
に
帰
属
す
る
利
益
の
配
分
ー
と
い
う
問
題
で
は
、
ポ
務
処
理
関
係

を
基
礎
づ
け
る
の
が
不
ヅ
ト
ワ
ー
ク
論
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
c

加
え
て
、

F
G
が
F
N
に
購
入
義
務
を
認
せ
ば
、
不
y

ト
ワ
ー
ク
の
川
動
は
組
合
に
類
似
す
る
か
ら
、
利
訴
配
分
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ト
イ
プ
ナ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
結
論
と
し

て、

F
G
の
購
入
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
事
務
の
他
人
件
を
肯
定
す
る
か
百
か
が
、
前
倒
の
分
か
れ

U
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
υ

ネ

y

ト
ワ
ー
ク
責
任
は
、
資
本
と
指
揮
命
令
を
二
冗
化
す
る
団
体
ー
と
い
う
形
よ
を
取
ら
ず
、
団
体
の
活
動
を
法
的
に
独
?
げ
一
し
た
、
五
体
に
分
業
化
し

な
が
ら
、
協
調
行
動
を
取
る
現
代
の
絞
済
活
動
の
骨
格
を
な
す
取
引
を
、
山
場
と
団
体
と
い
う
法
形
式
が
矛
盾
す
る
こ
と
を
訟
め
た
上
で
、

北法61(1・18)18
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そ
れ
を
法
的
に
再
構
成
す
る
試
み
だ
と
い
え
る
つ
だ
か
ら
、
そ
の
結
論
が
、
混
合
契
約
に
対
し
て
、
そ
の
有
す
る
部
分
的
な
典
型
契
約
の
要

素
に
典
型
契
約
の
規
定
を
適
用
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
品
J

説
と
同
の
結
論
に
至
る
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

F
G
が

F
N
に
購
入
義
務
を
説
し
な
が
ら
、
購
入
利
益
を
配
分
し
な
い
の
は
、
比
峨
的
な
表
羽
を
す
る
な
ら
、

い
わ
ば
事
務
の
他
人
性
(
他

人
の
資
本
と
行
為
の
リ
ス
ク
に
伴
、
つ
利
益
ト
イ
ブ
ナ

l
の
表
現
で
は
、
ネ

y
ト
利
益

(
Z
己
主

ONE-の)

八
口
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
購
入
義
務
を

F
X
に
端
し
、

の
裏
奪
で
あ
る
と
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
J

い
わ
ば

F
G
の
敗
売
シ
ス
テ
ム
な
い
し
は
自
己
の

つ
ま
り
、

組
織
し
た
団
体
の
一
部
門
に
守
し
い
状
態
を
強
制
し
な
が
ら
、

F
N
に
利
益
配
分
を
し
な
い
の
は
競
干
制
限
法
に
抵
触
す
る
と
い
う
連
邦
カ

ル
テ
ル
庁
の
決
定
の
私
法
上
の
意
味
も
、
以
卜
の
占
山
に
あ
る
と
考
、
λ
た
い
c

12 完)

(
犯
)
前
拘
注
(
刊
)
同
リ
古
一
戸

E
C
M
念
日
さ
ら
に
、
阿
己
門
的
、

p
r
y
p
H込
町
山
)
芦
口
日
目
り
門
戸
同
月
E
Oに
〈
己
「
E
ぬ

門

σ己
-
2
5
n
E
4
2二
の
自
国
E
F
2

唱
三
日
《
一
己
宣
主
-
u
e
t
c
-
v
t
k
目
=
E
Z
E
d
-再
々
コ
己
主
ロ
(
L
戸
己
的
完
N
C
C
ム
叩
由
ω
コ
も
参
照
。

(
お
)
前
掲
注
へ
川
比
)
巴
。
可

E
C
一
日
叶
口
筆
者
は
未
見
で
あ
る
が
、

~
r
F
E
E
-
T
¥出
。
旨
片
円
¥
日
目
σ
Z
H
E
R
E
E
E一
同
信
号
戸
戸
内
F♀
2
〈
日
正
月
E

与
さ
ず
豆
一
凶
九
百
「
了
N
2
(
)
山
昨
凶
戸
国
Z

訟
は
、
「
ブ
ラ
ン
チ
ヤ
イ
ジ
!
の
川
己
の
計
狩
で
の
取
引
と
い
う
要
請
ゆ
え
に
」

B
G
日
六
六
七
条
の
適

用
が
全
面
的
に
排
除
さ
れ
る
と
僻
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
(
前
掲
注
(
広
)
円
自
己
F
E
C
出
己
印
〉
ロ
日
己
主
。
お
そ
ら
く
、
以
上
の
フ
ロ

ル
と
見
解
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
ろ
、
っ
。

(
込
)
前
出
向
注

F

U

)

T

J

C
丁
「

E

C
一
山
由
こ
の
他
に
も
、
日

G
H
の
判
決
の
射
詐
を
狭
く
慨
す
る
フ
口

I
ル
の
論
与
と
し
て
、
削
掲
出
(
刊
以
)

ヨ
c
y
n
z
o
F
F
回目
I

問
。
吉
田
E
F
P門
出
回
目

(
)
(
)
p
z
z
h
(
ヘ
ル
ツ
判
決
へ
の
コ
メ
ン
ト
)
も
参
問
。

(
お
)
、
-
E
ヨ
ロ
コ
コ
主
ま
な
円
一
)
足
吉
宮
乙
E
F
c
=可。ニ内閣〈
G

コ
T-
《戸
=zd-24
竜門叶主流
wh-=。{)コ
Z
2
2
}ごヨ尚一向。コ
}2主
主
〈
ま
可
ぷ
百
一己主】定一

=
=
5
Y
斗

2

間明一山{}印口四
(
U
E
Z
。目。切目{}{}印印]戸出]戸口

(
剖
)
伊
豆
ヨ
ロ
コ
】
コ
E
Eコ
コ
一
口
走
ロ
c
哲
三
Z
K
牛
竺

tz守
主
♂
コ
Z
N々

r-〉
凶
(
)
プ
出
コ
ミ
『

(訂

)
E
G
E
一
一
条
(
二
契
約
の
基
礎
と
な
っ
た
事
情
が
契
約
の
締
結
後
に
者
し
く
変
化
し
、
か
ワ
、
口
上
の
変
化
を
当
事
者
が
予
見
し
て
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μ見

い
た
ら
、
当
事
者
は
当
該
の
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
か
、
別
の
内
容
で
締
結
し
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
悩
別
の
事
案
の
総
て
の
状
況
、
特
に
、

契
約
ト
又
は
法
'
疋
の
リ
ス
ク
の
分
配
を
寺
市
し
た

1
で
、
当
事
者
の
一
み
が
当
該
の
契
約
に
拘
束
き
れ
る
こ
と
が
期
お
で
き
な
い
限
り
で
、
契

約
の
改
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
じ

戸
一
)
梨
約
的
慕
礎
と
な
っ
た
重
以
な
イ
メ

l
ン
が
誤
り
だ
と
判
明
し
た
と
き
も
、
事
情
の
変
化
と
同
様
で
あ
る
。

(
三
)
契
約
の
全
面
的
又
は
川
分
的
な
改
一
討
が
不
可
能
な
と
き
は
、
不
利
訴
を
被
る
当
事
者
は
契
約
を
解
除
で
き
る
航
続
的
契
約
関
係
で

は
、
解
除
に
代
わ
っ
て
解
約
が
認
め
ら
れ
る
。

(
お
)
前
掲
出
(
お

)
P
E
E
E
P
P
E
C
一
回
二
(
)
口
さ
ら
に
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
が
、
契
約
内
作
の
修
止
に
最
も
適
し
た
千
政
と
詳
制
す
る
わ
為

基
礎
の
喪
失
に
関
し
て
は
、

PR
「E
F
=三
百
言
ロ
ヲ
ヲ
ユ
E
事

zhJC
三
己

J
J
J
m
E二
2
P
Z
Z
5
1唱
HMEEKF円
J
Z
E
Fコ
P
E
こ
T
E
Y丈
吋

宅

2
5
5
n
E
E己
叶
C

口勾

Uz--m五

0
5
P
F
E号
N
E
C
F

印
N
N
記
片
山
N

2

R

も
参
照
。
後
占
の
論
考
は
、
「
ベ
ル
リ
ン
公
判
住
£
事
件

(ロミ
-Eh--山
E
E
-
f
E
P
-
-そ
)
」
に
即
し
て
、
契
約
、
ネ
ッ

I
に
対
す
る
行
為
基
礎
の
長
失
の
適
用
を
詳
細
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
ο

そ
こ
で
の

検
川
の
結
論
も
、
同
禄
に
現
行
の

B
G
H
の
法
規
定
の
一
許
怖
と
伝
統
的
な
法
珂
論
で
、
ネ
一
Y

}
の
問
題
は
十
分
に
解
決
が
り
能
で
あ
り
、
し
か

も
、
そ
の
よ
う
な
ア
ブ
ロ
チ
が
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
前
正
で
は
、
行
為
恭
礎
の
史
央
が
適
崩
で
き
る
宇
刊
で

あ
る
「
ベ
ル
リ
ン
公
団
作
記
事
刊
」
と
の
対
比
で
、
購
入
利
パ
且
の
配
↓
甘
の
規
定
が
な
い
場
合
は
、

F
G
が
そ
れ
を
取
得
す
る
こ
と
は

F
N
に
と
っ

て
予
見
不
可
能
で
は
な
か
ロ
た
と
結
論
し
て
い
る

(
刊
日
)
前
掲
誌
(
小
品
)
口
コ
ニ
己
主
主
コ
コ

5
0
-
∞
三
寸
コ
さ
ら
に
、
前
掲
注

(
7
)

ロ0
7
コ
芦

5
0
印
二
日
も
参
照
。

(
判
)
前
掲
所
(
川
山
)
E
O
Y
ロ巴一

E
C
出
じ
に

(
引
)
前
掲
、
汁
(
日
)
ロ
o
一日ロミ

E
C
出
H
N
N

(
必
)
前
掲
所
(
川
山
)

E

O

E

E

一
E
C
占出
H
N
U

(必
)
B
G
E
二
二
一
条
亘
思
表
不
の
解
釈
に
は
、
表
現
の
丈
百
卜
の
窓
昧
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
真
実
の
意
尽
を
探
求
す
べ
き
で
あ
る
。

B
G
B
一
主
ヒ
条
契
約
は
、
取
引
慣
行
を
考
慮
し
て
信
義
誠
実
が
要
請
す
る
よ
う
に
解
釈
す
る
必
裂
が
あ
る
。

(
叫

)
B
G
E
一
今
回
条
(
二
川
和
続
的
債
務
関
係
は
重
人
な
る
事
出
が
あ
る
と
き
は
、
両
当
事
者
と
も
行
知
則
川
を
遁

1
せ
ず
に
解
約
苫
知
で
き

る
。
屯
大
な
る
事
山
が
存
在
す
る
の
は
、
告
知
す
る
当
事
者
が
桝
別
の
事
例
の
総
て
の
事
情
を
与
庖
し
、
川
斗
事
者
の
利
訴
を
街
量
し
た
ー
で
、

介
主
ご
れ
た
終

f
時
、
止
は
、
パ
口
知
期
間
の
満
了
ま
で
の
契
約
関
係
の
存
続
が
期
刊
で
き
な
い
と
き
で
あ
る
ご

三乙、
町

北法61(1・20)20 



12 完)ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

(
一
)
市
大
な
事
由
が
契
約
上
の
義
務
違
反
に
よ
る
地
台
は
、
達
U

は
の
除
去
の
た
め
に
む
め
ら
れ
た
矧
聞
が
徒
過
さ
れ
た
と
き
、
ソ
へ
は
、
催

告
が
効
果
が
な
か
っ
た
と
き
に
始
め
て
、
解
約
告
知
が
許
さ
れ
る
c

三
一
一
今
条
一
項
が
準
刑
さ
れ
る
υ

(
三
)
権
利
者
は
、
パ
門
知
原
凶
を
知
っ
た
ん
校
、
適
切
な
期
間
内
だ
け
告
知
が
可
能
で
あ
る
。

戸
阿
)
桜
害
賠
償
を
請
求
す
る
佐
利
は
、
解
約
告
知
に
よ
り
州
除
さ
れ
な
い
。

(
釘
)
前
掲
所
(
日
)
目
。
E
R
E
(〕
命
日
戸
比
三
前
伺
正
「
7
)

回。一
E
2
E
C
一回目
H
N

も
参
問
、
3

(
剖
)
口
ロ
コ
早
々
吋
↓

2】
σコ
古
一
旬
コ
吾
才
}
凶
戸
コ
コ
民
三
お
〈

2-ucコ
己
主
ニ
ロ
ゴ
九
一

N
d
吋
戸
可
宮
古
ユ
宣
言
コ
閃
4
C
コ
ス
え
コ
バ
》
ユ
々
二
弓
コ
ニ
戸
寸
「
出
コ

F
t
s弓
出

V
J
Z
E勾コ

N

回
目
円
。
叶
(
N
(
)
(
)

併
)
出
叶
∞
口

(
灯
)
さ
ら
に
、
ト
ィ
プ
ナ
!
の
、
不
ソ
ト
契
約
論
の
包
括
的
な
検
川
で
あ
る
，

m掲
注
(
む

)
F
5
E
F
E
D
-
山
包
竺
「
は
、
購
入
利
採
の
配
分
を

ず
ン
ぃ
ス
ト
イ
ン
タ
イ
ム
と
も
比
較
し
て
市
相
に
検
討
し
て
い
る
が
、
主
慌
の
甘
怖
は
前
掲
正
(
剖

)
H
E
Z号
と
は
川
旨
で
あ
る
ト
イ
ブ
ナ
ー

の
ネ
ッ
ト
契
約
論
に
閲
す
る
紺
介
と
し
て
は
、
グ
ン
タ
1
・
ト
イ
ブ
ナ
1
(村
卜
純
一
訳
)
「
川
々
の
も
の
の
複
ん
門
e

契
約
で
も
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
比
一
同
志
社
法
学
五
七
巻
七
り
一
立
民
以
下
、
グ
ン
タ
l
・
ト
イ
ブ
ナ
(
什
卜
純
一
訳
)
「
別
々
の
も
の
の
複
合
契
約
で
も
な
い
ネ
y

ト
ワ
ク
の
法
」
昔
時
丘
じ
岳
九
号
一
頁
以
「
が
あ
る
い

(
判
明
)
前
掲
、
什
(
剖

)
p
z
σ
=
戸

5
0
一
引
き
な

(
刊
日
)
前
掲
所
(
制
)
叶
の
に
す
ロ
R
4
E
C
m
お
N
h
h

(
日
)
前
掲
誌
(
剖
)
↓
2
-
E
戸

E
O
一
∞
竺
弐

(
日
)
前
掲
所
(
剖

)
H
E
E
2匂
E
C
民民叶同町

(
辺
)
前
掲
、
汁
(
剖
)

J

「2
7
2
っ〆

E
C
出
A
V
(
)

『「

凶

及
ぴ
、

多
角
的
法
律
関
係
、(のコ口三
E
E
E
)

グ
ル
ン
ト
マ
ン

ネ
ッ
ト
契
約
に
関
す
る
ト
イ
ツ
渋
の
一
立
価

の
議
論
の
紹
介

北法61(1'21)21



μ見

ー
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
論
考
の
山
禿
白
'

三乙、
町

(
3
)
 
で
は
、

F
G
の
F
N
に
対
す
る
購
入
利
益
の
配
分
に
闘
す
る
議
論
の
一
味
と
い
う
制
角
か
ら
、
ネ
サ
ノ
ト
契
約
論
を
紹
介

2 

し
た
つ
も
ち
ろ
ん
、
ネ
y
ト
契
約
を
唱
え
る
の
は
、

上
記
の
ト
イ
ブ
ナ
l
に
限
ら
れ
ず
、

さ
ら
に
、
ネ
y
ト
契
約
前
の
主
張
は
広
範
囲
に
わ

た
っ
て
い
る
c

し
か
し
、
そ
の
総
て
に
つ
い
て
、
本
稿
で
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
J

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
伝
統
的
な
ド
イ
ツ
法
の
視
角

か
ら
ネ
y
卜
契
約
論
の
提
起
す
る
問
題
に
対
し
て
ト
グ
マ

l
テ
ィ
ツ
ン
ユ
な
処
方
議
を
与
え
よ
う
と
い
う
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
論
考
を
紹
介
す

る
こ
と
で
、
以
上
の
課
題
に
枠
え
る
こ
と
に
代
え
た
い
と
考
え
る
〔
以
卜
で
は
、

グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
論
考
を

(
内
科
に
よ
り
そ
の
精
籾
は

様
で
は
な
い
が
)
原
則
と
し
て
安
約
す
る
形
で
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い

(
以
下
の
ロ
ー
マ
数
字
の
付
さ
れ
た
タ
ィ

f
ル
は
ゲ
ル
ン
ト
マ
ン

の
論
文
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
)
。

7
i

は
じ
め
に
)

グ
ル
ン

T
マ
ン
は
、
そ
の
論
考
の
冒
頭
で
、
契
約
ネ

y
}
(
J
1
2守
戸
空

=ZN)
と
は
、
羽
代
の
市
場
経
済
の
最
も
重

要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
契
約
不
ァ
ト
は
、
未
だ
に
社
会
科
学
的
な
飢
察
か
幻
怨
的
な
理
論
の
萌
か

(
2
2
0
R
W
E
H
U
命。コ
O
R
E
E
F
N百
戸
)

の
対
象
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
凶
有
の
法
科
論
(
巴
omHHEzr)
を
欠
い
て
い
る
と
問
題
提
起
す
る
っ
伝
統

的
な
法
理
論
は
、
契
約
不

y
ト
を
等
閣
机
し
て
お
り
、
例
外
が
不
JWI
利
得
の
三
角
関
係
に
闘
す
る
議
論
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

グ
ル
ン
ト

マ
ン
の
一
誹
悩
で
は
、
他
の
ヨ

l
ロ
グ
パ
諸
国
と
比
較
し
て
も
ド
イ
ツ
訟
に
は
契
約
不
ヅ
ト
を
捕
捉
で
き
る
、
直
具
山
て
が
|
八
刀
に
備
わ
っ
て
い

る
。
そ
の
出
発
点
は
、
契
約
か
ら
契
約
へ
と
い
う
順
序
で
問
題
を
考
え
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
契
約
の
連
鎖
に
即
し
て
写
-η

円

E
E
E
=
z
m
)

問
題
を
考
え
る
こ
と
で
跳
躍
(
山
吉

E
官
ロ
)

で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
契
約
中
l
事
者
間
の
関
係
か
ら
問
題
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
-
そ
う
い
う

た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
結
論
は
、
伝
統
的
な
ド
グ
マ
に
は

l
分
な
問
題
解
決
の
力
が
あ
る
こ
と
、
及
び
、
幻
想
的
な
理
論
は
単
な
る
ブ
ィ
ク
ン
ヨ

〆
か
法
的
安
定
件
を
欠
く
こ
と
で
あ
る
じ
検
討
の
同
的
は
、
ネ

y
ト
ワ
ー
ク
の
理
論
的
な
某
礎
付
け
で
あ
り
、
そ
の
法
理
論
の
独
自
牲
を
↓
丁

北法61(1・22)22 



張
す
る
ミ
と
で
あ
る
つ

同
吋
に
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
が
指
摘
す
る
の
は
、
契
約
ネ
y
ト
の
特
徴
は
、
契
約
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
だ
け
川
事
者
の
追
求
す
る
リ
的
が
達
成

で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
当
事
苫
は
契
約
を
そ
の
よ
う
に
結
台
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
c

そ
れ
ゆ
え
に
「
、
不
ソ
ト
リ
的

2
2
N
2
2
7
)」

と
い
う
概
念
が
使
川
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の

U
的
は

B
G
B
七
ロ
ア
社
条
の
組
合
の

H
的
と
は
列
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

ゲ
ル
ン
ト
マ
ン
が
強
調
し
た
い
の
は
、
組
合
・
凶
休
を
市
l
事
者
は
選
択
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
州
休
の
規
定
を
適
川
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

個
々
の
契
約
の
解
釈
が
ネ
ッ
ト
契
約
の
基
貯
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

2 

(
E
)
実
際
的
な
定
味
、
現
象
ム
字
と
、
土
安
な
刈
問
題

12 完)

結
合
契
約
な
し
に
は
、
現
代
の
市
場
経
済
は
成
立
し
な
い
っ
製
造
装
(
例
え
ば
、
ジ
ャ
ス
ト
・
イ
ン
タ
イ
ム
)
、
保
険
・
金
融
業
、
敗

完
業
、
建
築
部
門
、
じ
寸
伝
業
務
な
ど
総
て
の
分
野
で
、
引
恒
度
の
業
こ
そ
あ
れ
、
契
約
、
不
ツ
ト
は
普
及
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
契
約
、
不
y
卜
は

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

現
代
の
v

山
場
経
済
の
価
値
創
山
の
脊
柱
で
あ
る
c

ネ
y
卜
契
約
に
関
す
る
議
論
は
、

機
に
始
ま
っ
て
い
る
c

さ
ら
に
、
ー
止
法
で
は
結
合
契
約
、

一
九
八
六
年
に
現
金
を
介
存
さ
せ
な
い
弁
済
取
引
を
契

つ
ま
り
、
割
賦
販
売
の
形
式
で
の
第
一
ム
白
与
信
取
引
が
、
契
約
不
y
ト
の
議
論
の

日
明
矢
で
あ
る
ロ

以
卜
の
契
約
、
不
y
ト
に
は
、
そ
の
、
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
部
門
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
絵
阿
的
(
一
】
戸
E
-
E
E
)
な
名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
ハ
例
え
ば
、

星
(
出
オ
コ
之
、
沖
一
鎖
(
円
三
け
の
)
、
環
(
間
三
日
山
)

な
ど
で
あ
る
c

こ
の
よ
う
な
、
不
l
ミ
ン
ゲ
は
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
、
λ
は
す
る
が
、
も

ち
ろ
ん
法
的
な
問
題
の
鮮
明
に
関
し
て
有
用
な
わ
け
で
は
な
い
っ

こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
も
、
契
約
、
不
y
ト
に
は
烹
に
一
つ
の
問
題
が
あ
る
υ

第
一
が
、
契
約
当
宅
高
を
飛
び
越
し
た
苅
求
の
成
百
で
あ
り
、

第
二
が
、
個
々
の
契
約
関
係
内
で
の
契
約
の
変
更
は
可
能
か
で
あ
る
c

つ
ま
り
、
契
約
ネ
ソ
ト
で
は
、
孤
立
し
た
契
約
が
も
た
ら
す
も
の
と

は
列
な
っ
た
法
効
果
が
某
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一
に
は
、
ネ
y
ト
に
属
す
る
構
成
口
が
、
直
授
の
契
約
悶
係
に

北法61(1'23)23 



μ見

な
い
他
の
構
成
員
に
対
し
て
責
停
を
負
、
つ
の
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
く
知
ら
れ
た
臼
ハ
体
例
が
、
ネ

y
ト
を
飛
び
越
え
た
直
接
の
責
任
(
直
按
請

求
(
ロ
ド
ヨ
宮
山
口
さ

E
与
π

)

)

、
笹
生
日
・
保
護
義
務

(
B
G
B
一
四
一
条
一
項
)
、
及
び
、
指
図
権
で
あ
る
c

第
一
が
、
ネ
ッ
ト
内
の
直
接
の
契

三乙、
町

約
関
係
に
あ
る
当
事
苫
闘
で
、
ネ
ッ
ト
の
結
ム
門
が
あ
る
が
ゆ
え
に
契
約
の
改
定
が
叫
能
か
で
あ
る
仁

つ
キ
デ
れ
リ

F
G
の
F
N
に
対
す
る
購
入

割
引
の
『
父
一
利
義
務
、
抗
弁
の
按
続
、
ネ
ソ
ト
の
機
能
を
損
な
う
が
ゆ
え
に
契
約
条
瓜
が
常
用
的
と
評
価
さ
れ
る
か

(
約
款
法
に
よ
る
、
不

y
ト

H
的
の

J
R
刑

グ
リ
ル
の
溢
皮
が

F
G
の
指
今
小

(「

2
5巳
巳
)
」
に
よ
る
胤
律
。
)
、
管
僚
な
契
約
違
反
に
よ
る
解
約
が
り
能
か

で
あ
る
。

(
例
え
ば

よ
り
沿
干
低
温
な
だ
け
で
解
約
が
叶
能
と
さ
れ
た

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
事
件
)

3 

(
皿
)
従
来
の
ア
プ
ロ
ー
チ

以
L
L

の
問
題
提
起
の
後
に
、

グ
ル
ン
ド
マ
、
〆
は
従
米
の
学
説
を
点
検
す
る
が
、

そ
の
一
計
制
は
椋
め
て
批
判
的
か
つ
辛
練
で
あ
る
つ

ま
ず
、
結
合
契
約
に
限
つ
一
て
、
最
初
に
契
約
、
不

y
ト
を
検
討
し
た
ゲ
ル
ン

7
1
パ
l
( 

( 
『

~ 
門
戸
】

ピア
戸

ーー) 
「む
円
) 

の
後
に
続
く
の
が

メ
シ
よ
ル

(
/
{
C
切の
7

。一)

の
ネ

y
T契
約

(
Z
Z
コd
ユZ内
)

で
あ
る
が
、

メ
シ
コ
ル
の
、
土
張
の
骨

理
論
的
に
も
私
論
に
も
説
何
力
が
な
い
と
さ
れ
る
じ

格
は
、
標
準
化
さ
れ
た
大
量
取
引
で
あ
る
振
込
取
引
で
は
枇
歯
止
日
義
務
は
極
め
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

B
G
R
一
一
四
一
条
二
項

に
よ
り
、
ネ
ッ
ト
契
約
へ
の
参
加
者
は
他
の
加
入
者
に
対
し
て
契
約
上
の
権
利
義
務
を
持
コ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
υ

さ
ら
に
、
メ
ン
コ

(

J

一

(同畠
π)

は
、
白
身
の
参
加
と
、
例
え
ば
金
融
機
関
な
と
の
他
の
参
加
古
の
受
け
入
れ
に
よ
り
、
総
て
の
以
前
か
ら

ル
の
弟
一
千
の
口

l
エ

の
参
加
苫
と
の
閑
係
で
、
ネ
ッ
ト
へ
の
参
加
者
と
な
る
と
、
以
卜
の
法
律
関
係
を
基
礎
づ
け
て
い
る
c

し
か
し
、
振
込
取
引
に
参
加
す
る
金

融
機
関
が
相

πに
代
理
権
を
与
え
て
お
り
、
他
の
金
融
機
関
の
凪
存
と
の
問
で
契
約
関
係
が
成
立
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
コ
さ
ら
に
、
具
休
的
な
結
論
も
よ
持
し
が
た
い
υ

幾
つ
か
の
取
引
、
例
え
ば
、

カ
ー
ド
で
の
支
払
取
引
で
、
以
務
的
な
一
一
而
契
約
を
提
唱
す
る
ヘ

l
ル
マ
ン

([-2寸
=-22J)
の
刊
品
川
明
も
、

貫
性
が
な
く
結
論
の
一
部
が
妥
当
な
だ
け
で
あ
る
〔

北法61(1・24)24



ネ
ッ
ト
契
約
を
組
合
頒
似
の
契
約
と
み
な
し
、
組
合
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
見
解
も
あ
る
ロ
確
か
に
、
ネ
y
ト
の
参
加
者
は
共
通
の

H
的
を
有
し
て
は
い
る
が
、
組
合
の
円
的
で
は
な
い
。
ネ

y
ト
契
約
で
は
、
符
参
加
者
は
独
?
止
し
て
お
り
、
組
合
で
市
町
す
る
こ
と
は
で
き

ご、。
C

J
h
u

しさ
ら
に
、
ネ
y
ト
ワ
ー
ク
の
飢
白
か
ら
、
白
闘
に
要
引
を
構
成
し
、
選
択
的
に
効
果
を
適
用
す
る
ト
イ
ブ
ナ
l
に
対
し
て
は
、
意
識
し
て

理
論
的
一
貫
性
を
放
棄
し
て
お
り
、
マ
f
H
比
リ
能
性
、
法
的
安
定
性
、
既
ド
仔
の
判
例
・
理
論
と
の
整
合
性
は
八
十
く
期
待
で
き
な
い
。
要
す
る
に
、

協
働
と
競
争
の
複
合
で
結
台
が
時
徴
づ
け
ら
れ
、
法
律
上
の
根
拠
な
し
に
、
決
定
、
土
義
的
に
そ
の
局
而
旬
に
効
果
が
指
示
さ
れ
て
い
る
c

そ

12 完)

の
結
果
、
特
に
、
判
例
・
リ
法
と
の
整
ム
門
件
は
全
く
失
わ
れ
る
と
い
う
の
が
、
グ
ル
〆
ト
マ
ン
の
評
価
で
あ
る
。

以
L
L

の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
は
不
十
分
だ
が
、
他
方
で
、
古
典
的
な
契
約
法
の
即
論
は
、
ネ
y
ト
契
約
の
特
性
を
等
同
視
し
て
い
る
。
附

言
及
し
て
も
冷
淡
で
あ
る
。
一

C
C
七
年
の
ヨ

1
ロ
y
パ
法
原
則
の
サ
l

法
、
契
約
法
の
文
献
は
、
ネ
ッ
ト
京
、
約
を
取
り
卜
げ
な
い
か
、

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

ピ
ス
契
約
も
ネ
ッ
ト
契
約
に
関
す
る

M
ど
を
持
っ
て
い
な
い
c

ア
メ
リ
カ
法
の
伺
点
か
ら
も
、
「
ネ

y
T
ワ
ー
ク
は
法
的
観
念
で
は
な
い

と
指
摘
さ
れ
た
り
す
る
仁
し
か
し
、
契
約
不
ァ
ト
の
瓜
代
の
経
済
取
引
に
対
す
る
玄
義
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
扱
い
は
疑
問
で
あ
る
、

以
卜
を
総
括
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
ネ
y
ト
の
存
詐
か
ら
一
定
の
結
論
(
契
約
連
鎖
を
飛
び
越
え
る
直
接
請
求
、
及
び
、
ネ
y
ト
内
の
山
梨

約
の
改
定
)
を
導
こ
う
と
い
う
試
み
は
、
幻
想
的

(
2
E己
主
円
)

一
部
は
フ
ィ
ク
テ
ィ
フ
で
あ
り
、

一
部
は
法
作
の
一
計
仙
ー
と
矛
同

で
あ
り

し
て
い
る
c

せ
い
ぜ
い
ト
イ
プ
ナ
l
の
議
論
が
、
結
論
と
し
て
は
、

一
口
及
に
値
し
、
-
況
判
力
も
あ
る
が
、
法
的
な
詳
細
に
慕
つ
い
た
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

ト
イ
プ
ナ
l
は
法
的
な
一
山
町
悩
か
ら
開
発
し
て
も
得
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
断
言
し
て
い
る
つ
他
方
で
、
ネ
ッ
ト
契

約
問
叫
ん
師
の
敵
対
者
は
、
問
題
解
決
に
は
既
存
の
理
論
で
十
分
と
考
え
る
コ
し
か
し
、
ネ
ッ

l
契
約
の
間
忠
は
多
様
だ
が
、

そ
の
巾
心
的
な
出

分
で
は
一
致
が
あ
り
、
従
米
の
寸
法
、
判
例
の
一
計
仙
と
合
致
し
て
お
り
、
理
論
的
に
も
安
定
し
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
契
約
の
特
性
は
存
存
し
、

そ
の
畑
山
り
で
理
論
的
な
某
礎
も
あ
る
れ
以
下
の
検
討
は
、
そ
の
検
一
正
で
あ
る
れ
か
つ
、

ド
イ

y
法
は
、

E
U
諸
凶
の
法
や
ア
メ
リ
カ
法
と
比

北法61(1'25)25
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較
し
て
、

そ
の
た
め
の
千
段
を
黒
富
に
持
ち
台
わ
せ
て
い
る
つ
具
休
例
を
一
つ
あ
げ
る
な
ら
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
第
一
者
の
た
め
に
す
る
契
約

(
B
G
B
一
一
二
八
条
)
は
九
九
九
年
に
な
っ
て
始
め
て
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
は
行
為
基
礎
の
用
論
が
な
い
c

他
方
で
、

は
、
法
政
策
的
に
は
説
得
力
の
あ
る
手
段
で
は
な
い
c

以
上
が
、
グ
ル
ン
ド
マ

北法61(1・26)26 

三乙、
町

完
買
法
で
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
直
接
訴
権

F
Z
-
2
E「
2
月
)

ン
の
従
来
の
ネ
y
ト
契
約
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
計
仙
と
口
身
の
方
同
伴
で
あ
る
υ

ト
イ
プ
ナ
l
は
、
問
題
解
決
の
山
川
発
点
を
、

(
町
)
山
法
の
基
本
的
な
考
え
方
の
契
約
ネ
ソ
ト
へ
の
敷
街
、
及
び
、
原
則
は
、
直
按
請
求
の
拒
絶

9
~
 

B
G
B
一今
V
A

八
条
二
回
世
と
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
に
闘
す
る

E
G
法
だ
け
だ
と
考
え
て
い
る
。

4 し
か
し
、
事
実
は
そ
の
反
対
で
あ
る
η

虚
心
に
観
察
す
れ
ば
、

B
G
R
一
一
一
八
条
、
川
条
の
類
推
し
迎
用
(
第
三
者
に
対
す
る
保
護
効
を
伴
つ

B
G
B
一
一
七
八
条
(
版
行
補
助
者
の
過
失
)
、

B
G
B
四
一
四
条
一
叫
竺
了
止
に
よ
る
製
造
者
の
一
百
明
に
対
す
る
責
任
、

B
G
B

一
条
一
項
)
、
結
合
契
約

(
B
G
B

四
じ
九
条
が
用
意
さ
れ
て

た
契
約
)
、

さ
ら
に
、
契
約
締
結
卜
の
過
失

(
B
G
B
一
一

で
の
抗
弁
の
岡
持
続
、
最
近
の

B
G
B
六
七
六

b
条
、
六
七
I

ハ
c
条
、
及
び
、

B
G
B
四
じ
八
条
、

二
一
一
条
三
項
に
よ
る
第
一
五
有
に
対
す
る
直
按
請
求
、

今
ニ
瓦
八
年
川
)

、4

〉
の

し

yiつ
ま
り
、
他
の
川
々
と
は
川
な
り
不
法
行
為
の
一
般
条
項
を
持
た
な
い
と
い
う
ド
イ
ツ
法
の
弱
点
は
、
却
っ
て
、
ネ
ソ
ト
契
約
に
け
刈
処
す

べ
き
い
契
約
法
卜
の
道
具
、
を
曲
三
昌
に
し
て
い
る
。
既
に
九
一
ム
年
の
つ
ノ
リ
ウ
ム
・
口

l
ル
事
件
の
判
決

目
白

N
叶
戸
目
白
川
F
N
一
石
)
で
、
第
三
者
に
対
す
る
保
設
効
を
伴
ワ
た
契
約
と
契
約
締
結
卜
の
過
失
の
二
つ
の
発
凶
此
の
方
向
性
が
決
定
さ
れ
、
財

産
上
の
損
合
に
対
す
る
第
二
者
の
直
按
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
υ

判
に
、
パ
、
〆
フ
レ
ソ
ト
・
リ

1
7
レ
ソ
ト
賓
仔

(
T
3
4
F
F
t
E
Z
)

(
戸
】
ロ

E
E
-
-】戸
円

c--2】
門
戸
-
-

で
あ
る
つ
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
巾
の
幾
つ
か
は
ネ
ッ

l
契
約
に
は
応
用
で
き
ず
、
例
え
ば
、

B
G
B
二
一
八
条
は
ブ
ラ
ン
チ
ベ
イ
、
ン

I
阿
の
責

任
に
は
類
枠
で
き
な
い
。
し
か
し
、
材
料
は
実
に
特
肖
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
法
で
は
不
法
行
為
責
任
の
守
備
範
回
が
炊
い
が
ゆ
え
に
、
契
約
法
上
の
手
段
が
多
い
〔
そ
の
結
果
、
例
々
の
問
題
は
げ



法
と
判
例
で
解
決
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ネ
y
ト
契
約
の
県
論
の
乏
し
さ
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
ロ
た
だ
し
、
中
然
な
が
ら
問

題
は
残
う
て
お
り
、
例
え
ば
、
契
約
の
連
鎖
を
経
山
し
て
原
因
の
惹
起
者
に
た
と
り
看
く
た
め
に
、
小
売
は
(
版
行
補
助
芦
と
し
て
の
)
製

造
者
の
過
訟
の
古
川
行
忙
を
角
γ
つ
の
か
、

B
G
R
二
五
八
条
の
よ
う
な
結
合
契
約
の
規
定
は
非
消
費
者
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
、
小
売
商
が
消
費

者
に
販
売
し
た
と
き
に
限
っ
て
、
販
売
者
の
求
慣
は
行
わ
れ
る
の
か
な
ど
が
、
況
行
法
上
の
問
題
で
あ
る
υ

問
題
に
な
る
事
案
類
矧
は
椋
め

て
多
い
J

一
般
的
な
傾
向
と
し
て
は
、

よ
り
問
題
へ
の
対
応
が
リ
能
な
も
の
に
般
条
頃
を
彫
琢
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
以
F

川

に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ネ
ッ
ト
契
約
が
問
題
と
な
る
の
か
、
さ
ら
に
、
そ
の
際
に
ネ
ッ
ト
を
情
成
す
る
契
約
連
鎖
を
飛
び
越
え
て
の
直
接
請

求
の
可
ア
h
l
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
c

12 完)

契
約
、
不
y
ト
が
連
鎖
し
て
い
る
場
合
に
、
ネ
ァ

f
の
参
加
者
は
原
因
の
惹
起
者
に
対
す
る
直
按
の
訂
求
権
を
取
州
付
す
る
の
か
、
契
約
関
係

内
の
請
求
砲
が
順
次
行
使
さ
れ
る
の
か
が
問
題
に
な
る
つ
ト
門
く
か
ら
ド
イ

y
の
判
例
は
、
契
約
の
伸
一
鎖
を
尊
重
し
て
直
接
の
請
求
を
排
除
す

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

る
方
向
を
示
し
て
い
る
ロ

最
近
の
立
法
も
、
同
様
の
方
向
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
具
体
例
が
、

B
G
E
六
七
六
b
条
、
六
七
『
ハ

c
条
で
あ
る
r

稀
な
例
だ
が
、
振
込

取
引
の
仲
介
金
融
機
関
が
娠
込
ま
れ
た
金
銭
を
失
コ
た
場
合
、
多
い
の
は
、
利
加
的
に
子
数
料
を
取
っ
た
場
合
に
、
仕
向
金
融
機
関
が
事
実

上
責
伴
を
負
わ
な
い
の
は
ド
イ
ツ
の
よ
ろ
し
く
な
い
実
務
慣
行
だ
っ
た
ハ

メ
シ
ェ
ル
は
、

責
任
の
あ
る
金
融
機
関
へ
の
顧
客
の
直
也
世
話
求
を

提
楽
し
て
い
る
c

他
方
で
、

ヨ
l
ロ
ヅ
パ
法

(
E
G
指
令
)
は
別
の
方
向
を
指
向
し
、

ド
イ

y
で
も
内
同
法
化
さ
れ
た
じ

つ
ま
り
、
仲
介
金

融
機
関
は
仕
向
金
融
機
関
の
履
行
補
助
者
と
さ
れ
、
仲
介
金
融
機
関
の
過
誤
に
関
し
て
も
仕
向
金
融
機
関
は
顧
客
に
対
し
て
責
任
を
負
い
、

そ
の
後
に
振
込
の
連
鎖
の
中
で
白
分
が
委
託
し
た
仲
介
金
融
機
関
へ
の
求
償
が
述
続
し
、
過
誤
の
あ
る
金
融
機
関
が
最
終
的
に
責
任
を
負
う
υ

以
上
は
、
分
か
り
に
く
い
規
定
で
あ
り
、
請
求
の
限
度
額
が
あ
り
、
過
失
の
存
T
h
H

に
よ
る
区
別
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
契
約
連
鎖
を
尊
重

す
る
解
決
を
守
え
て
い
る
ι

北法61(1. 27) 27 
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以
卜
の
振
込
取
引
の
連
鎖
で
は
、
給
付
の
襟
準
化
(
「
金
銭
の
回
復
」
)
と
一
元
的
な
法
的
基
縫
(
銀
行
間
協
J
4
)

ゆ
え
に
、
連
鎖
を
通
じ

て
の
清
算
以
外
の
結
論
は
与
え
ら
れ
な
い
c

た
だ
し
、

そ
れ
以
外
の
契
約
ネ
ソ
ト
で
は
、

そ
の
部
門
で
の
普
及
し
た
ル

l
ル
が
な
い
の
が
普

三乙、
町

通
だ
か
ら
、
同
様
に
は
考
え
ら
れ
な
い
じ
他
方
で
、
最
近
立
法
者
が
導
入
し
た
求
償
の
連
鎖
の
ル
ー
ル
が
、
完
買
法
で
の

B
G
B
四
七
八
条
、

四
七
九
条
で
あ
る
つ
つ
ま
り
、
顧
客
の
直
按
請
求
で
は
な
く
、
直
按
の
販
売
者
へ
の
責
任
迫
及
と
求
備
の
連
鎖
で
あ
る
。
顧
客
に
と
っ
て
は
、

完
買
に
よ
る
給
付
連
鎖
内
の
ど
こ
で
過
誤
が
発
止
し
た
の
か
を
突
き
止
め
る
の
は
凶
判
明
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
、
不
ツ
ト
の
終
占
、
に
い
る
専
門
家

が
適
任
で
、
ネ
ッ
ト
の
連
鎖
を
通
じ
て
求
償
が
行
わ
れ
れ
ば
、
白
動
的
に
惹
起
者
に
到
達
す
る
c

も
ち
ろ
ん
、
あ
ま
り
起
こ
り
え
な
い
事
態

一
回
ご
と
に
訴
一
訟
が
行
わ
れ
れ
ば
訴
訟
費
川
は
か
さ
む
と
い
う
欠
陥
は
な
い
で
は
な
い
が
〔

で
あ
ろ
う
が

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
振
込
取
引
と
販
売
者
の
求
偵
の
ル

1
ル
の
過
大
許
何
は
で
き
な
い
。
最
後
に
指
摘
し
て
お
く
と
、
以
L
L

の
同
按

請
求
に
対
す
る
契
約
ネ
y
ト
を
通
じ
て
の
清
貧
は
、
給
付
利
仰
の
侵
常
利
何
へ
の
優
先
と
同
様
の
在
、
叫
ん
方
に
基
づ
い
て
い
る
。

つ
L
Zま
れ
ゾ
、
市

ポ
者
同
の
合
意
と
契
約
相
手
方
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
こ
と
の
尊
亘
で
あ
る
じ

他
々
で
、
不
ッ
ト
契
約
で
の
直
接
請
求
を
契
約
締
結
上
の
過
失
で
根
拠
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る

(
P
E
F
5
2一
r戸
古
田
百
円
)
己
そ
の
科
白
は
、
ネ
y
ト
内
の
関
係
は
、
契
約
締
結
交
渉
を
始
め
た
の
と
同
棟
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
つ
し
か
し
、

最
初
に
確
認
す
べ
き
は

B
G
B
 

条
一
頃
を
基
従
づ
け
る
の
は
契
約
交
渉
で
あ
り
、
契
約
、
不
y
卜
へ
の
参
加
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と

で
あ
る

(
品
苦
悩
…
じ

「
責
任
の
前
提
は
、
港
在
的
な
契
約
当
事
者
と
な
る
こ
と
で
あ
る
c

契
約
当
ポ

国↓
I
C「
己
の
一向

ω
}
仏

¥
t
c
t
h
#守
山

-
t
-
ー
]
岳
山

者
の
近
〈
に
い
る
第
一
今
者
は
、
当
然
に
以
上
の
責
任
を
角
川
う
わ
け
で
は
な
い
じ
そ
の
粕
県
、

契
約
に
よ
る
請
求
権
に
問
題
解
決
は
委
ね
ら
れ
る
)
コ
た
だ
し
、
問
題
は

B
G
B
一
一

(
専
ら
)
第
一
者
に
対
す
る
保
一
一
語
効
を
も
っ
た

一
条
二
項
で
あ
る
コ
川
条
は
、
契
約
巾
l
事
者
で
は
な

い
代
理
人
、
助
言
者
、
専
門
家
に
対
す
る
直
接
請
求
特
に
、
パ
ン
ブ
レ
ソ
ト
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
寅
任
の
根
拠
ー
と
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、

川
条
の
要
件
は
、
請
求
の
相
手
方
が
独
占
円
に
「
特
別
な
信
頼
」
を
要
求
し
た
こ
と
で
あ
る
「
つ
ま
り
、
第
一
一
者
が
付
加
的
に
独
占
円
の
「
給
刊
」
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を
与
え
た
と
き
に
始
め
て
、
声
按
苅
求
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
つ

ネ

y
ト
組
織
法
を
提
唱
す
る
も
の
に
対
す
る
以
祉
と
な
る
例
が
存
在
す
る
。
日
一
体
的
に
は
、
遅
れ
て
ド
イ
ツ
の
?
山
均
に
進
出
し
た
円
本
の

自
動
車
メ
ー
カ
ー
が
、
資
力
の
信
頼
で
き
る
版
完
業
者
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
c

そ
こ
で
、
メ
ー
カ
ー
は
、
白
動
車
明
細
書

Q
5
3
2ち
コ
え
)

を
保
持
し
て
、
口
動
山
十
を
所
有
権
留
保
で
販
売
し
た
υ

販
売
業
者
は
顧
客
を
欺
い
て
、
残
代
金
を
即
出
に
弁
済
す
れ
ば
、
口
動
山
十
明
細
存
を

交
付
す
る
と
告
げ
、
顧
客
は
こ
れ
に
応
じ
た
。
裁
判
所
は
白
動
車
の
善
意
取
得
を
青
山
し
た
が
、
他
方
で
、
販
売
業
者
の
過
誤
を
メ
ー
カ
ー

に
帰
責
し
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
よ
る
直
長
請
求
を
認
科
し
た
c

ト
イ
ブ
ナ

l
は
、
ネ
ソ
ト
責
任
ゆ
え
に
結
論
に
は
賛
成
し
て
い
る
。

し
か
し
、
私
見
で
は
、
結
論
に
も
以
対
で
あ
る
c

こ
こ
で
の
問
題
は
所
有
権
の
取
得
で
あ
る
υ

し
か
し
、

メ
ー
カ
は
所
有
権
の
取
得
に
閑

12 完)

し
て
、
信
頼
を
惹
起
し
て
い
な
い
。

メ
ー
カ
ー
は
恨
慌
の
な
い
製
品
を
給
付
す
る
以
外
の
責
任
を
負
っ
て
は
い
な
い
。
顧
客
は
販
売
楽
者
を

信
頼
し
た
の
で
あ
り
、
販
売
業
者
に
対
し
て
掛
害
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
。

メ
ー
カ
ー
は
顧
客
に
対
し
て
具
体
的
な
給
付
義
務
を
負
っ
て
い
な

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

い
か
ら

B
G
R
 

一
条
二
項
、

二
項
の
適
用
の
基
従
は
欠
如
し
て
い
る
ロ

も
ち
ろ
ん
、
第
二
苫
が
独
白
の
給
利
を
ね
供
し
た
と
い
う
基
準
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、

μ別
の
岡
難
は
法
律
の
適
川

で
は

H
市
的
な
こ
と
で
あ
る
。
直
長
の
契
約
の
相
手
ん
で
は
な
い
投
資
助
一
言
者
の
責
仔
が
問
題
と
な
る
右
而
祉
券
の
販
売
な
ど
で
は
、
提
供

さ
れ
る
商
品
の
仙
値
は
専
ら
ぬ
供
苔
の
資
力
に
か
か
っ
て
お
り
、

か
っ
、
購
入
の
際
の
投
資
の
助
一
討
は
む
し
ろ
原
別
で
あ
る
。
顧
客
は
助
一
丙

に
大
き
な
信
頼
を
お
い
て
い
る
c

だ
か
ら
、
助
言
者
は
独
自
の
給
付
を
提
供
し
て
い
る
と
い
、
λ
る
仁
さ
ら
に
、
投
資
と
自
動
車
の
販
売
業
者

の
ケ
ー
ス
の
遅
い
は
、
前
者
で
は
商
品
の
購
入
に
助
一
汗
者
が
関
与
す
る
が
、
後
者
で
は
、

メ
ー
カ
ー
は
八
土
く
関
守
し
て
い
な
い
。
以
下

6
.

で
示
す
様
々
な
例
で
は
、
第
=
者
に
対
す
る
保
設
効
を
作
っ
た
契
約
や
版
行
補
助
者
責
任

(
B
G
B
二
ヒ
八
条
)
が
問
題
に
な
る
υ

し
か
し
、

9
J
 

ま
ず
は
原
則
と
し
て
は
、
直
接
請
求
は
排
除
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

5 

V
)
個
別
の
契
約
で
の
恭
本
的
な
問
題
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μ見

以
卜
の
よ
う
に
直
長
請
求
を
原
則
と
し
て
拍
百
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
複
数
の
契
約
が
、
不
ソ
ト
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
個
々
の

契
約
で
問
題
と
な
る
。

つ
ま
り
、
ネ
ソ
ト
の
参
加
者
は
ネ

y
ト
契
約
を
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
組
合
の
立
味
で
共
通
の
リ
的
を
合
意
し
た
わ

三乙、
町

け
で
は
な
い
仁
た
だ
し
、
ネ
ソ
ト
へ
の
参
加
と
い
う
は
的
が
、

ど
の
よ
う
な
立
味
が
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
仁
そ
の
結
米
、
あ
る
詩
仙
を

契
約
内
に
持
ち
込
む
に
は
般
条
頃
が
見
や
す
い
千
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
卜
の
、
土
張
の
後
に
、

グ
ル
シ
ト
マ
ン
は
、
ま
ず
行

為
廿
揖
礎
の
喪
失
が
、
不
ッ

l
契
約
の
詐
仙
に
適
し
た
法
制
度
で
あ
る
と
従
案

L
、
さ
ら
に
、
不
y
卜
参
加
者
に
対
す
る
購
入
利
益
を
契
約
の
肝

釈
と
し
て
白
ど
し
た
事
例
と
し
て
ア
ポ
ロ
事
件
を
取
り
上
げ
て
い
る

fm一
参
照
)
。
し
か
し
、
既
に
紺
介
し
た
よ
う
に
、
グ
ル
ン
ド
マ
ン
は

F
G
の
F
N
へ
の
ネ
y
ト
利
訴
の
配
分
義
務
に
対
し
て
は
芥
定
的
で
あ
る
c

(
こ
こ
で
の
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
考
え
方
は
、

2 

(
C
)

を

2 

つ
ま
り
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
行
為
某
礎
の
脱
落
、
約
款
胤
制
は

い
ず
れ
も
迫
用
の
基
礎
を
欠
く
と
グ
ル
ン
ド
マ
ン
は
考
え
る
か
ら
で
あ

る
つ

6 

VI 

そ
れ
以
外
の
)
主
製
な
事
例
へ
の
適
川

最
後
に
、
様
々
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
か
ら
、
完
全
な
網
羅
は
不
川
能
だ
が
、
こ
れ
ま
で
に
論
じ
た
原
則
を
一
般
的
に
展
開
す
る
c

主
要
な
課

町
四
は
一
つ
で
、
契
約
関
係
を
飛
び
越
え
た
梓
利
・
表
務
の
成
合

(
1
)
、
及
び
、
ネ
ソ
ト

H
的
が
、
ネ
y
ト
を
構
成
す
る
契
約
中
事
者
聞
の
権
利
・

義
務
の
改
訂
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
問
題

(
2

で
あ
る
。

(
l
)

不
ヅ
ト
を
超
え
て
の
請
求
(
第
三
者
に
対
す
る
声
援
前
ぷ
)

ム
同
按
の
契
約
関
係
に
な
い
ネ
ソ
ト
参
加
者
に
対
す
る
権
利
・
義
務
が
問
題
に
な
る
の
は
、
第
一
今
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
、
枇
歯
ι円
及
び

そ
の
他
の
保
護
義
務
、
指
附
権
、
第
一
者
の
保
証
義
務

(
R
E
E
M
E宏
三
-
E
E
)
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
第
一
次
的
請
求
権
と
一
次
的
請
求

権
を
ド
別
し
て
、
契
約
関
係
を
飛
ぴ
迎
え
て
の
第
一
次
的
請
求
権
が
再
定
さ
れ
る
な
ら
、
第
一
次
的
苅
求
権
も
川
様
ー
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
引
に
、
損
市
東
日
賠
償
請
求
で
は
、
契
約
関
係
に
な
い
第
二
苫
に
刻
す
る
義
務
違
反
が
あ
る
の
か
を
考
え
る
の
は
有
訴
で
あ
る
c

さ
ら
に
、
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第
一
次
的
請
求
権
に
関
す
る
占
枚
は
、
、
土
耐
火
な
義
務
か
ら
付
随
義
務
、
さ
ら
に
、
純
粋
の
保
設
義
務
と
い
う
順
序
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
際
に
、
既
に
論
じ
た

B
G
B
四
七
八
条
、

四
七
九
条
、
及
び
、
六
ヒ
?
ハ
b
条
、
六
七
六

c
条
の
他
に
、

B
G
B
二
仁
八
条
(
版
行
補
助

者
の
過
失
)
と
第
二
苫
に
対
す
る
保
護
効
を
伴
、
っ
契
約

(
B
G
B
一
一
一
八
条
(
第
一
一
一
者
の
た
め
に
す
る
契
約
)

の
類
推
)
を
与
え
て
み
る
べ

き
で
あ
る
っ
そ
の
理
府
は
、

B
G
B
二
七
八
条
を
適
用
す
れ
ば
、
不
ツ
ト
の
効
求
性
が
担
保
さ
れ
、
第
一
今
者
に
対
す
る
保
護
効
を
伴
っ
た
契
約

は
契
約
関
係
に
な
い
第
三
者
に
対
す
る
請
求
権
を
某
礎
づ
け
う
る
か
ら
で
あ
る
。

特
彼
づ
け
ら
れ
た

(
本
米
の
)
給
付
義
務
を
負
う
の
は
、
契
約
利
子
占
だ
け
で
あ
る
。
例
え
は
、
所
有
権
移
転
の
義
務
を
負
う
の
は
、
完

↓
丁
だ
け
で
あ
る
c

だ
か
ら
、
先
述
の
日
本
車
の
販
売
の
例
で
は
、

メ
ー
カ
は
自
身
の
契
約
相
手

h
(販
売
円
)

に
対
し
て
所
有
権
を
移
転

12 完)

す
る
義
務
を
負
わ
ず
、
第
二
者
と
の
契
約
交
渉
に
闘
に
J

も
し
て
い
な
け
れ
ば
、
第
一
者
(
顧
一
杯
)

が
メ
ー
カ
ー
に
対
す
る
請
求
権
を
取
得
す

る
こ
と
は
な
い
っ

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

以
卜
の
好
個
の
例
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
指
令
を
受
け
て
囲
内
法
化
さ
れ
た
、
契
約
に
即
し
た
給
付
義
務
の
例
で
あ
る

B
G
R
四
七
八
条
、
四

七
九
条
、
比
ぴ
、
六
七
六

b
条
、
六
七
六

c
条
の
評
何
で
あ
る
仁
そ
の
評
価
の
正
当
化
の
根
拠
は
、
顧
客
の
メ
ー
カ
ー
に
対
す
る
直
接
請
求

は
、
メ
ー
カ
ー
と
販
売
析
の
聞
の
担
保
責
任
を
通
じ
て
の
清
算
と
い
う
一
般
的
な
調
整
を
凶
鋭
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
契
約
、
不
ツ

ト
の
連
鎖
が
長
い
と
き
は
、
現
在
で
は

B
G
B
一
七
八
条
(
履
行
補
助
者
の
過
失
)

は
狭
く
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
出
間
作
は
契
約
相
手
方
に

も
原
同
の
る
起
者
に
も
請
求
で
き
な
く
な
ワ
て
し
ま
、
つ
叫
能
性
す
ら
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
c

要
す
る
に
、
顧
客
と
不
ヅ
ト
の
先
端
の
参
加
者

と
の
闘
で
モ
デ
ル
を
効
求
的
に
す
べ
き
で
あ
り
、

つ
ま
り
、
総
て
の
ネ
ソ
ト
参
加
者
を
(
担
保
)
責
任
と
の
関
係
で
は
、
ネ
ァ
ト
の
先
端
の

最
終
の
よ
冗
、
土
や
給
利
者
の
版
行
補
助
者
と
す
べ
き
で
あ
る
コ
確
か
に
、
以
上
の
見
解
は
現
在
で
は
少
数
説
で
あ
る
コ
し
か
し
、

そ
、
つ
解
し
て

始
め
て

一
ト
々
で
、
ネ
ソ
ト
の
法
的
な
形
式
が
維
持
さ
れ
、
他
方
で
、
契
約
違
反
に
サ
ン
ク
、
ン
ヨ
ン
が
加
え
ら
れ
、
原
因
苫
E

起
者
へ
の
帰
責

の
川
犬
山
叫
が
保
障
さ
れ
る
れ
反
対
に
、
第
三
者
に
刻
す
る
保
譲
効
を
伴
っ
た
契
約
で
、

メ

カ

l
は
顧
客
に
刻
し
て
責
任
を
負
、
っ
と
考
、
λ
る
な
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μ見

ら
、
結
局
は
直
按
請
求
を
認
め
た
の
と
ポ
実
卜
は
同
じ
事
龍
山
を
招
米
す
る
こ
と
に
な
る
つ
絞
心
は
、
原
閃
の
惹
起
者
の
責
任
を
現
実
に
保
障

す
る
た
め
に
、
総
て
の
ネ
y
ト
参
加
者
の
過
誤
を
契
約
桐
手
方
に
併
古
(
さ
せ
て
、
契
約
相
手
方
に
請
求
を
集
巾
さ
せ
る
こ
l

乙
で
あ
る
。
そ
の

三乙、
町

後
に
、
ネ
ッ
ト
の
連
鎖
の
中
で
ど
の
よ
う
に
負
担
を
割
り
当
て
る
か
は
、
個
々
の
当
事
者
の
白
雨
で
あ
る
じ
製
造
者
の
表
示

(
L
J
E
ω
ω
胃
)

を
最
後
の
完
↓
丁
に
帰
寅

L
、
製
造
苫
の
表
示
を
契
約
内
容
と
し
た

B
G
B
四
三
四
条
一
頃
三
『
止
の
リ
法
者
の
許
何
と
、
そ
れ
以
外
の
製
造
者

の
行
為
を
帰
責
き
せ
な
い
と
い
う
の
は
矛
盾
し
て
い
る
つ

B
G
B
四
七
八
条
、

四
七
九
条
、
及
び
、

四
三
四
条
頃
三
f

止
の
モ
デ
ル
の
慕
礎

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
最
後
の
売
主
は
い
契
約
連
鎖
と
そ
の
行
為
の
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
モ
デ
ル
に
従
っ
た
制
度
設
計

が
望
ま
し
い
。

つ
ま
り
、

ハ
七
六

b
条
、
六
七
『
ハ

c
条
は
、
以
卜
の
売
買
法
と
同
様
に
、

一
般
的
な
モ
テ
ル
と
宅
え
る
べ
き
で
あ
り
、
同
条

で
の
請
求
の
上
限
も
撤
廃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
以
外
の
金
融
機
関
を
仕
向
余
融
機
関
の
版
行
補
助
者
と
す
る
少
殺
説
が
妥

心
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
、
一
つ
の
モ
デ
ル
が
考
え
ら
れ
、

一
つ
は
、
契
約
相
手
ん
へ
の
ふ
貝
任
の
集
中
で
あ
り

(
B
G
B
一
七
八

条
の
広
い
解
釈
)
、

二
つ
め
は
、
幾
つ
か
の
事
例
で
は
、
契
約
相
手
方
へ
の
青
Y
H
r
を
T
h
l

完
し
、
原
同
惹
起
苫
に
対
す
る
直
接
苅
ぷ
を
認
め
る

や
り

h
で
あ
る
c

し
か
し
、
前
者
は
一
民
併
が
あ
り
、
法
政
総
的
に
も
説
作
力
を
有
す
る
が
、
後
者
は
一
員
併
に
欠
け
る
c

た
だ
し
、
第
一
二
者
に
対
す
る
直
長
請
求
を
台
{
疋
す
る
法
政
恥
に
松
拠
が
あ
る
の
は
、
契
約
相
手
ん
が
同
様
の
義
務
を
負
っ
て
お
り
、

に、

B
G
B
二
ヒ
八
条
の
解
釈
で
、
連
鎖
の
責
任
(
及
び
、
連
鎖
内
の
求
償
)
が
給
付
約
束
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

契
約
相
手
方
に
対
す
る
請
求
の
可
斉
に
よ
り
第
一
芸
刊
に
対
す
る
直
接
請
求
の
成
芥
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
時
認
す
る
c

第
一
一
半
世
が
責
任
を
負

う
の
は
、
第
二
者
が
独
自
に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
給
利
を
約
し
た
場
ム
円
で
あ
る
つ
日
ハ
体
的
に
は
、

R
G
B
三

一
条
一
今
現
と
一
今
一
八
条
の
類
推

(
第
二
者
に
対
す
る
保
護
効
を
伴
、
っ
契
約
)

が
そ
う
で
あ
る
コ
た
だ
し
、
第
三
者
に
対
す
る
保
説
効
を
作
っ
た
契
約
の
成
立
す
る
ポ
イ
ン
ト

は
二
点
あ
り
、
第
一
が
、
義
務
違
以
が
一
認
め
ら
れ
な
い
た
め
に
契
約
関
係
内
の
責
任
追
及
が
不
叶
能
な
こ
と
で
あ
る
。
第
二
が
、
第
二
者
に

対
す
る
保
護
効
を
伴
っ
た
契
約
の
成
止
に
は
、
第
一
今
苫
が
債
務
苫
の
給
付
と
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と

(
円
、
三
己
巴
=
宮
古
川
P
7
0
)

が
、
ム
門
官
官
'
ゾ
ん
は
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法
律
に
よ
る
評
悩
に
よ
コ
て
肯
定
さ
れ
る
必
耐
火
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
契
約
ネ
ソ
}
で
の
著
名
な
例
が
、
指
川
問
権
l
y
)

脊
察
権
で
あ
る
c

以
上
の
権
利
は
、
本
米
の
特
徴
づ
け
ら
れ
た
給
付

(の

7
2ロ
Z
E】
己
の
「
件
。
『
、
(
リ
】
明
言
ヨ
ぬ
)

と
折
接
な
関
係
に
あ
り
、
給
付
請
求
、
委
託
の
版
行
請
求
ャ
、
問
題
の
な
い
品
質
を
安
求
す
る
権
利
の
補

助
的
な
梓
利
だ
っ
た
り
す
る
。
反
対
に
、
顧
客
が
仕
向
金
融
機
関
で
は
な
く
仲
介
金
融
機
関
に
指
同
委
託
を
撤
回
す
る
権
利
は
問
題
に
な
ら

な
い
。
指
凶
権
は
給
付
請
求
に
付
随
す
る
補
助
的
な
権
利
だ
か
ら
、
同
按
の
契
約
関
係
に
な
い
仲
介
金
融
機
関
に
対
す
る
顧
客
の
指
図
権
は

宅
え
ら
れ
な
い
c

そ
の
洲
白
と
し
て
、
送
金
シ
ス
テ
ム
の
白
動
化
と
電
チ
化
と
い
う
技
術
的
な
要
素
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
製
法
者
が

直
授
の
契
約
関
係
に
あ
る
卜
請
業
苫
に
対
し
て
指
凶
す
る
な
ら
と
も
か
く
、
特
別
な
合
意
が
な
け
れ
ば
、
孫
請
業
苫
に
刻
す
る
指
凶
は
証
意

12 完)

味
で
あ
る
つ
し
か
も
、
補
助
的
権
利
を
木
来
の
給
利
請
求
権
と
同
視
す
る
の
が
最
近
の
傾
向
で
あ
り
、
異
な
る
物
の
給
付
や
過
小
の
給
付
を

物
の
取
症
と
み
な
す

B
G
B
川
二
四
条
三
原
は
そ
の
例
で
あ
る
。
振
込
の
事
例
で
も
、
振
込
の
完
了
ま
で
は
撤
回
の
委
託
は
極
め
て
迅
速
に

処
用
さ
れ
る
か
ら

(
B
G
B
六
六
五
条
)
、
直
接
の
欣
川
の
指
図
は
お
よ
そ
必
製
が
な
い
c

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

保
護
義
務
警
告
義
務
に
関
し
て
も
、
給
利
義
務
と
盤
関
係
な
義
務
は
、
財
一
世
の
完
全
性
と
関
係
す
る
か
ら
不
法
訂
為
の
問
題
で
あ
り
、

契
約
、
不
y
ト
と
は
虹
関
係
で
あ
る
つ
他
ん
で
、
本
来
の
特
般
的
な
給
付
義
務
は
、
ネ
ソ
ト
の
保
持
を

U
的
と
は
し
な
い
か
ら
、
保
議
義
務
・

馨
-白
義
務
は
他
の
参
加
者
に
、
不
y
ト
の
障
常
(
の
危
険
)
を
枇
歯
止
門
す
る
義
務
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
例
え
ば
、

F
N
は
口
分
の
契
約
相
手
h
(
F

の
み
な
ら
ず
、
他
の

F
N
に
対
し
て
も
融
歯
止
川
義
務
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
仁

2
)
契
約
相
千
点
に
対
す
る
権
利
・
義
務
の
修
正

契
約
相
手

h
に
対
す
る
契
約
の
修
正
が
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、

グ
ル
ン
ド
マ
ン
が
取
り
上
げ
る
の
は
、

(a)
顧
存
に
対
す
る
木

(
特
徽
的
な
)
給
付
義
務
の
修
正
、
及
ぴ
、

b
)
そ
の
ネ
ッ
ト
へ
の
影
山
宮
、

(
C
)

忠
実
・
配
慮
義
務
、

(d)
契
約
の
終

f
原
同
の

米
の
修
正
で
あ
る
じ

北法61(1'33)33 



μ見

(a)
最
終
販
売
者
が
製
造
者
も
含
め
た
他
の
販
売
、
不
ソ
ト
の
参
加
者
の
過
一
誠
に
責
任
を
負
う
の
か
と
い
う
問
題
は
、
既
に

l
八
刀
に
論
じ

三乙、
町

た
c

ネ
y
卜
参
加
者
を
履
行
補
助
苫

(
B
G
B
一
七
八
条
)
と
考
え
て
責
任
を
顧
客
の
契
約
相
手
ー
々
に
集
巾
さ
せ
、
ネ
ッ
ト
内
で
の
責
任
の

配
分
は
悩
別
ム
Z
E
に
委
ね
る
の
が
適
切
だ
と
い
う
の
が
そ
の
結
論
で
あ
る
c

分
楽
体
制
を
整
備
し
て
、
そ
こ
か
ら
利
訴
を
あ
げ
る
者
は
、
そ

の
責
粁
も
負
伊
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
て
こ
そ
契
約
連
鎖
の
責
任
が
十
全
に
保
障
さ
れ
る
υ

今
ひ
と
つ
の
問
題
が
、
抗
弁
の
長
続
は
消
費
者
契
約
以
外
の
ケ

l
ス
に
も
適
用
可
能
か
で
あ
る
c

先
述
し
た
と
お
り
、
原
則
と
し
て
は
百

ぷ
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
c
販
売
者
と
与
信
者
が
一
体
と
し
て
消
費
者
と
取
引
す
る
均
台
は
、
抗
弁
の
接
続
の
台
即
位
が
あ
る
c

し
か
し
、

事
業
者
は
円
分
で
リ
ス
ク
を
計
賞
す
べ
き
で
あ
る
れ
確
か
に
、
予
見
叫
能
糾
れ
が
な
い
場
合
は
行
為
必
礎
の
脱
落
が
問
題
に
な
る
c

し
か
し
、

そ
の
と
き
も
、
契
約
調
整
に
は
そ
れ
に
対
す
る
対
処
の
同
能
性
が
問
題
に
な
り
、
不
ソ
ト
で
は
そ
の
川
能
性
が
に
J

え
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通

だ
か
ら
で
あ
る
つ

Fb)
ネ
ッ
ト
内
の
清
算
に
閲
し
て
は
、

B
G
B
六
七
六

b
条
、
六
七
I

ハ
c
条
、
及
び
、

四
七
八
条
、

四
七
九
条
に
よ
る
求
償
の
述
鎖
が

そ
の
範
型
を
-
小
し
て
い
る
。
第
一
に
、
四
七
八
条
の
規
定
は
、
ネ
ッ
ト
の
件
絡
を
考
え
て
、

一
方
で
制
々
の
契
約
の
内
内
を
修
正
し
、
他
上
刀

で
変
更
を
認
め
て
い
な
い
ロ

つ
ま
り
、
光
、
土
(
事
業
者
」

は
期
間
指
定
な
し
で
前
、
土
(
供
給
者
」

に
対
し
て
暇
庇
担
保
の
責
併
を
追
及
で
き

る
。
服
抗
の
存
在
の
基
ホ
吋
(
引
渡
時
)

l

y

)

時
効
期
間
(
契
約
連
鎖
を
通
じ
て
の
清
算
の
実
現
の
た
め
の
、
消
費
苫
か
ら
取
庇
担
保
の
請
求

を
受
け
た
事
業
者
の
前
、
五
へ
の
求
償
権
の
時
効
期
間
の
延
長
)
も
同
様
で
あ
る
じ
他
々
で
、

U
、
土
の
よ
冗
、
正
に
対
す
る
問
責
権

(
B
G
E
川
じ

「お一

八
条
六
耳
、
商
法
典

(
H
G
R
)
三
じ
七
条
)

に
関
し
て
は
、
修
H
さ
れ
て
い
な
い
。
第
一
が
、

四
七
八
条
の
適
用
を
消
費
者
へ
の
売
以

の
場
合
に
制
限
す
べ
き
か
と
い
う
間
忠
で
あ
る
つ
一
ん
で
は
、
取
抗
の
存
在
の
基
準
時
(
四
七
八
条
三
項
)
は
修
d
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
コ

な
ぜ
な
ら
、
非
消
費
者
で
あ
っ
て
も
買
雫
に
と
っ
一
て
は
、
引
波
時
(
だ
け
)

が
叩
収
抗
の
有
在
の
基
準
時
ー
と
し
て
決
定
的
だ
か
ら
で
あ
る
c

さ

ら
に
、
最
終
的
に
原
囚
の
惹
起
者
が
責
仔
を
負
担
す
べ
き
な
ら
、
非
消
費
苫
へ
の
売
民
で
も
、
時
効
に
闘
し
で
は
、

川
じ
九
条
の
適
用
が
約
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止
で
合
宣
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
非
消
費
者
で
あ
る
事
業
者
の
聞
の
売
買
の
連
鎖
、
例
え
は
、
ジ
ャ
ス
ト
・
イ
ン
・
タ
イ
ム

取
引
で
は
、
品
質
の
碓
保
を
半
期
に
実
現
す
る
た
め
に
、
間
責
権
を
当
事
者
の
交
渉
に
委
ね
、
市
町
密
閉
権
が
合
意
さ
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
c

以
卜
を
ま
と
め
れ
ば
、
心
法
者
が
典
型
的
な
事
業
者
の
求
償
権
の
規
律
で
考
、
λ
た
モ
デ
ル
が
変
巾
だ
と
い
う
一
坪
悩
に
孫
ち
着
く
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
ネ
y
ト
内
の
契
約
関
係
の
規
律
は
基
本
的
に
は
合
意
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
内
の
個
々
の
契
約
関
係
の
修
正
に
は
、

行
為
i
h
慌
の
脱
落
の
適
用
が
適
切
で
あ
る
つ

(
C
)

忠
実
・
配
慮
義
務
は
、
ネ
ッ
ト
加
入
の
重
点
で
も
あ
り
、
ネ
ッ
ト
リ
的
に
よ
る
契
約
の
改
定
の
好
個
の
例
と
考
え
る
も
の
も
い
る
。

、一手
-

J

、

十
J
J
i
r
l
L

ア
ポ
ロ
事
件
の
よ
う
な
大
量
購
入
割
引
の
配
分
義
務
は
、

そ
れ
を
認
め
る
合
窓
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、
Y

川
口
定
さ
れ
る
傾
同
に
あ

12 完)

る
。
な
ぜ
な
ら
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
で
は
、
収
益
の
分
離
(
泊
。
=
2
5
E
2
2
F
Z
F
E
R
E四
)

が
合
意
さ
れ
て
お
り
、

一
般
的
な
忠
実

配
慮
義
務
に
よ
っ
て
修
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
出
発
点
と
な
る
の
は
、
行
為
基
礎
の
喪
失

(
B
G
B
一
一
一
一
条
)

で
あ
る
υ

催
か
に
、

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

ネ
ソ
ト
ワ
ー
ク
は
行
為
某
礎
で
あ
る
が
、
合
意
の
修
花
戸
契
約
改
定
)
に
は
、
行
為
恭
伎
が
重
大
か
っ
予
見
吋
能
性
を
超
え
て
変
更
さ
れ
る

つ
ま
り
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
訂
為
廿
帯
礎
の
喪
失
は
適
用
で
き
な
い
c

必
要
が
あ
る
。

ネ
ッ
ト
参
加
者
の
平
等
扱
い
の
要
請
も
、
同
棟
に
契
約
の
修
正
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
一
般
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
υ

こ
れ

ま
で
に
論
じ
た
こ
と
を
背
景
ー
と
す
る
な
ら
、
平
等
要
請
に
は
反
対
す
る
ほ
う
が
よ
り
珂
得
力
が
あ
る
ハ
少
な
く
と
も
ネ
ッ
ト
に
加
入
し
て
も
、

労
働
法
の
で
等
要
請
が
認
め
ら
れ
る
状
討
に
は
な
い
じ
組
ム
門
を
持
ち
出
し
て
、
平
体
J

一
史
訪
を
基
従
つ
け
る
の
も
誤
り
で
あ
る
仁
組
合
で
は
綿

ム
円
買
は
組
合
財
産
に
関
与
し
て
い
る
か
ら
、

一
郊
の
組
合
員
の
優
遇
は
そ
れ
以
外
の
組
ム
日
貝
の
持
分
権
の
侵
害
と
な
る
。
し
か
し
、
契
約
ネ
ソ

の
分
脱
が
合
意
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、

ト
で
は
、
財
政
負
組
(
財
崖
)

F
Gだ
け
が
負
組
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ヤ
等
要
請
を
某
礎
づ
け

る
な
ら
、
労
働
法
や
公
法
が
績
比
吋
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
従
属
性
を
恭
仮
ー
と
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
ネ
ッ
ト
契
約
で
は
通
怖
は
認
め
が

、一、わし

え
し
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B
G
B
一
川
一
条
を
基
礎
と
す
る
補
充
的
な
利
随
義
務
が
問
題
と
な
る
と
き
は
、
若
話
が
異
な
る
っ
例
え
ば
、

F
G
が
昨
机

F
G
だ
け
が
そ
の
た
め
の
法
的
措
置
を
執
る
こ
と
が
司
能
で
あ
り
、
ネ
y
ト
内
の
協
調
の
た
め
に
は
情
報
・
配
虚
義

た
だ
し
、

義
務
を
負
っ
て
お
り
、

三乙、
町

務
が
ネ
ッ
ト
参
加
者
に
受
講
さ
れ
て
い
る
場
台
な
ど
は
、

F
G
の
高
度
の
監
視
義
務
が
問
題
と
な
る
c

(d)
契
約
の
終
了
に
関
し
て
は
、
比
較
的
話
は
簡
単
で
あ
る
υ

原
則
的
に
は
、
継
続
的
契
約
関
係
に
関
す
る

B
G
B
一
今
回
条
瓜
の

「
重
大
な
事
由
」
に
よ
る
比
一
催
牛
口
解
除
と
い
う
一
般
条
底
的
な
胤
定
と
、
同
条
一
頃
の
「
契
約
通
反
」
に
よ
る
催
丹
後
の
解
除
の
胤
定
の
池

川
に
よ
っ
て
問
題
は
解
決
で
き
る
c

例
外
が
、
催
古
期
間
を
遵
守
す
る
必
要
の
な
い
解
除
で
あ
り

(
B
G
B
二
二
一
条
二
項
二
号
)
、
そ
れ

を
ネ
ッ
ト
内
で
の
行
動
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
う
る
川
能
件
が
あ
る
〔
以
卜
の
川
崎
の
好
個
の
例
証
が
、

一
つ
存
在
す
る
れ
第
一
が
、
解
除
事
由

で
あ
り
、
第
一
一
が
、
解
除
期
間
に
関
す
る
判
例
で
あ
る
。
問
者
は
、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の

F
K
が
調
理
の
た
め
の
電
子
レ
ン
ジ
の

Hm度
を
指
定

よ
り
低
漏
と
し
た
と
い
う
梓
微
な
契
約
違
反
で
、
解
除
が
認
め
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

一
定
の
温
度
を
保
つ
こ
と
が
「
凶
標
」

や
「
品
質
表
小
一
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
枯
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
c

後
右
は
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
全
部
の
冷
凍
を
中
心
的
に
引
き
受
け
て

い
た

F
N
か
ら
の
契
約
の
解
除
が
、
冷
凍
の
手
当
は
即
時
に
は
で
き
な
い
か
ら
、

小
利
な
時
期
の
解
除
に
巾
I
た
り
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例

で
あ
る
つ
こ
れ
は
、
賄
入
割
引
の
配
分
と
は
遺
っ
て
、
ネ
ソ
ト
へ
の
参
加
が
立
昧
を
有
す
る

ー
ス
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
例
は
、
契
約

関
係
を
飛
び
越
し
た
甫
按
の
損
害
賠
償
請
求
が
、
他
の

F
N
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
ケ

l
ス
で
あ
る
。

7 

VlI 

ア

ゼ

最
後
に
、

グ
ル
、
〆
ト
マ
ン
は
以
上
の
検
討
を
総
括
し
た
卜
で
、
幾
つ
か
の
テ

l
ゼ
に
自
身
の
、
土
張
を
要
約
し
て
い
る
υ

つ
ま
り
、
ゲ
ル
ン

ト
マ
/
に
よ
れ
ば
、
以
卜
の
検
討
の
結
論
は
月
祐
み
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
妥
当
性
の
論
証
は
新
し
い
υ

経
済
契
約
の
現
実
は
、
契
約
法

の
用
論
に
と
っ
て
不
吋
欠
で
あ
り
、
そ
の
反
刻
で
も
あ
る
。
理
論
的
一
貫
性
を
伴
つ
一
て
始
め
て
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
適
川
吋
能
な
法
律
ー
と
な
る
「

反
対
に
、
生
き
た
理
論
に
と
っ
て
、
日
仏
恥
し
沿
の
現
実
以
上
の
理
論
の
源
泉
は
有
在
し
な
い
c

契
約
、
不
y
ト
な
し
の
経
凶
も
、
経
済
な
し
の
契
約
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と
法
人
)

二
つ
の
大
き
な
私
法
卜
の
組
織
形
態
(
山
場

と
し
て
の
、
団
体
法
と
契
約
法
の
双
方
の
視
点
の
併
存
と
い
う
刺
激
的
な
ん
が
、
契
約
、
不
y
卜
に
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い

法
も
存
杭
し
な
い
コ
加
え
て

一
般
的
な
現
象
で
も
あ
る
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
、
お
よ
び
、

現
象
に
と
っ
て
は
、
新
た
な
方
法
が
重
要
だ
か
ら
、
ま
ず
は
各
凶
法
の
理
論
が
要
請
さ
れ
て
い
る
じ
個
々
の
問
題
に
至
る
ま
で
、
経
済
理
論
、

法
事
実
研
究
、
大
き
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
い
う
隣
同
枚
組
域
に
そ
の
伏
世
づ
け
を
与
え
る
た
め
に
、
法
理
論
は
子
掛
か
り
と
枠
組
み
を
与
え
る
必

川
安
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

指
令
は
国
家
法
に
優
先
す
る
が

巾
ー
一
川
は
各
同
法
に
だ
け
法
制
定
力

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ル

l
ル

Lγ
リ

宇

」

1
l
 

が
あ
る
か
ら
、
指
令
と
同
家
法
に
調
和
的
な
全
体
ン
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
「

そ
の
上
で
、
契
約
、
不
y
ト
の
ね
徴
と
し
て
格
認
す
べ
き
だ
と
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
が
あ
げ
る
の
が
、
以
卜
の
事
実
で
あ
る
c

12 完)

(
1
)
契
約
ネ

Y

}
の
分
野
で
の
理
論
と
経
済
の
現
実
の
実
り
の
あ
る
相
互
作
用
の
好
仙
の
例
祉
が
、
本
米
は
娠
込
に
端
を
発
す
る
不
当
利

得
法
で
の
三
角
関
係
官

5
2ケ
号

Z
E
E
-
m
)
の
理
論
で
あ
る
。

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

(
2
)
他
方
で
、
契
約
上
の
義
務
と
契
約
の
履
行
(
手
号
戸
官
官
同
一
-
。

7
5
2白
色
口
言
。

z
E
E
Eぬ
)
の
月
八
一
聞
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
で
は
な
か
っ

た
c

そ
の
瑚
由
は
、
ー
止
法
者
が
問
題
を
一
オ
悩
す
る
た
め
の
山
川
発
点
が
実
質
的
に
不
ハ
止
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
法
で
は
附
違
い
な

く
禿
米
法
、

ロ
マ
ン
法
祁
凶
や
憐
持
品
同
よ
り
は
常
用
で
あ
る
。
特
に
、
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
以
卜
の
二
白
'
で
あ
る
。
川
町
多
く
の
、
不
ソ
ト
現

B
G
B
=
二
八
条
(
の
類
比
)
及
び
、

象
は
、
特
に
、

B
G
B
三

一
条
一
取
と
碓
五
判
例
で
ー
は
く
か
ら
捕
捉
さ
れ
て
き
た

o
Mヨ
l
ロ
y

パ
指
令
を
内
凶
化
し
た

B
G
R
凶
じ
八
条
、

凶
七
九
条
と
六
七
六

b
条
、
ー
ハ
七
『
ハ

c
条
が
、
以
上
の
合
川
内
牲
を
ま
存
き
し
て
い
る
c

(3)
契
約
上
の
義
務
と
契
約
の
属
行
の
即
八
一
明
に
関
し
て
は
、
以
下
の
転
川
占
山
が
豆
史
で
あ
る
。

a) 

個
別
の
契
約
か
ら
個
別
の
契
約
(
連
鎖
に
即
し
て
)
と
い
う
、
不
y
ト
日
的
の
考
え
方
を
一
広
一
歩
准
め
る
こ
と
が
、
直
長
請
求
(
つ

ま
り
、
「
跳
躍
」
)

に
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
契
約
当
事
者
間
の
契
約
形
成
の
白
白
と
合
致
す
る
。
き
ら
に
、

最
近
の
ヨ

l
口
y
パ
・
モ
デ
ル
と
し
て
の

R
G
B
Nじ
八
条
、

川
じ
九
条
、
改
ぴ
、
六
七
六

b
条
、
六
七
六

c
条
と
い
う
立
法
苫
の
個
別
の
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評
悩
で
も
え
持
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
一
つ
の
ル

1
ル
は
、
こ
れ
ま
で
等
閑
祝
さ
れ
て
い
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
参
加
が
ル
ー
ル
を
形
成

す
る
際
に
一
ど
の
役
訓
を
演
じ
る
こ
と
(
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
一
連
鎖
の
末
端
か
ら
の
時
効
、
又
は
、

そ
の
他
の
求
償
、
及
び
、
権
利
行
使

三乙、
町

の
障
害
を
排
除
す
る
こ
と
て

た
だ
し
、
そ
れ
が
歩
一
歩
連
鎖
に
即
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
-
小
し
て
い
る
c

例
外
と
し
て
認
め
ら
れ

る
治
問
按
前
川
本
の
前
提
は
、
第
一
今
者
が
自
分
の
契
約
相
手
方
以
外
に
「
給
利
」
を
提
供
し
た
こ
と
で
あ
る
つ

契
約
構
造
が
契
約
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
は
、
蒸
本
権
の
第
一
者
効
と
同
様
に
、
一
般
条
項
が
特
に
重
姿
な
突
伎
口
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
た
め
の
主
要
な
法
制
度
が
、
こ
れ
ま
で
は
十
分
に
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
行
為
基
伎
の
長
失
、
及
び
、
そ
れ

つ
ま
り
、
常
に
契
約
の
不
完
全
さ
が
、
そ
の
前
提
で
あ
る
「
か
っ
、
そ
の
こ
と
は
理
論
的
に
重

)
 

い
υ

C 
に
煩
似
し
た
補
充
的
な
契
約
解
釈
で
あ
る
c

中
宮
な
第
一
の
問
題
に
も
つ
な
が
る
。
行
為
基
礎
の
喪
失
は
一
般
条
項
に
類
す
る
と
い
う
弱
点
は
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
要
刊
は
無
理
な
く
↓
T

な
問
題
に
適
合
し
適
用
が
可
能
で
あ
る
。
団
体
で
な
く
京
、
約
を
選
好
し
た
当
事
者
の
選
択
、

つ
ま
り

リ
ス
ク
と
利
訴
の
何
々
人
へ
の
割
巾

を
、
山
川
発
点
と
し
て
真
剣
に
受
け

H
め
る
べ
き
で
あ
り
、
以
上
の
原
則
を
破
る
に
は
、
ネ
y
ト
ワ
ー
ク
の
円
惑
と
い
う
重
大
な
困
難
の
障
害

を
乗
り
越
え
た
上
で
、

d
 

そ
れ
を
考
慮
し
て
、
「
調
整
」
を
訂
う
べ
き
で
あ
る
c

以
上
の
証
名
契
約
で
予
防
法
学
の
実
務
が
指
導
的
な
範
羽
(
「

E
E
E
)
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
、

B
G
B
一二

O
七
条
二
取
一
号
は
大

き
な
役
刑
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
4
)
総
じ
て

B
G
B
の
規
定
と
民
法
理
論
を
慎
重
に
発
展
さ
せ
る
際
に
、
現
実
の
変
化
を
則
待
で
き
る
?
部
分
と
し
て
は
、
以
下
の
問
題
が

重
要
で
あ
る
。

製
造
者
の
過
誤
に
対
す
る
完
王
の
損
宮
川
賠
償
義
務

(
B
G
B
二
ヒ
八
条
、
四
一
四
条
一
項
=
文
に
よ
る
製
造
者
の
行
為
の
完
全
な
帰
責
)

結
九
円
契
約
の
規
定
の
非
消
費
者
へ
の

(
水
増
し
さ
れ
た
)
適
用

事
業
者
で
あ
る
顧
客
へ
の
売
買
の
求
備
の
規
定
の

(
細
分
化
し
た
)
適
用
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B
G
B
三
O
七
条
一
項
の
意
味
で
の
指
導
的
な
範
型

(「

2
5己
巳
)

と
し
て
、
ネ
ッ
ト
の
機
能
性
の
た
め
の
予
防
法
学
の
実
務
を
受
け

入
れ
る
こ
と

ネ
ッ
ト
内
の
そ
れ
以
外
の
契
約
を
行
為
恭
礎
と
性
質
決
定
し
、

B
G
B
三
一
一
一
条
を
一
般
的
に
適
用
す
る
こ
と

終
了
原
同
の
修
正

き
ら
な
る
問
題
と
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
拒
絶
す
べ
き
だ
が
、
ネ
y
ト
の
利
訴
の
適
切
な
山
内
分
配
、
製
は
叩
の
設
計
者
に
対
す
る
直
長
請
求
、

ネ
ッ
ト
内
の
弟
一
一
者
に
対
す
る
指
図
権
、
情
報
前
求
権
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
c

最
近
の
判
例
で
声
按
請
求
を
認
め
た
の
が
、
第
二
有
に

対
す
る
保
護
効
を
伴
っ
た
契
約
の
拡
大
の
事
例
(
専
門
家
責
任
、
私
見
で
は
、

F
N
責
任
に
も
知
推
叫
能
)

で
あ
る
「
た
だ
し
、
私
見
で
は

12 完)

以
上
を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
勝
時
を
感
じ
る
つ
そ
う
な
る
と
、

B
G
B
一
一
一
八
条
の
類
推
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
は
直
按
の
契
約
相

T
h

に
対
す
る
請
求
権
が
基
礎
づ
け
ら
れ
ず
、
第
二
者
が
報
酬
を
何
て
給
付
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

総
じ
て
、
従
来
は
体
系
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
契
約
ネ
y
ト
を
山
川
発
点
と
し
て
問
題
を
考
、
え
て
み
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
る
じ
幻
想

的
な
理
論
な
し
で
も
、
独
有
し
た
個
々
の
契
約
に
関
す
る
伝
統
的
な
法
と
は
相
当
に
違
っ
た
結
論
に
至
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

(
お
~

ゲ
ル
ン
ト
マ
ン
の
結
論
で
あ
る
コ

(幻、

(
ゲ
ル
ン
ト
マ
ン
の
ド
イ
ツ
法
以
外
の
各
国
法
へ
の
コ
メ
ン
ト
の
詐
仙
は
で
き
な
い
が
)

以
上
の
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
諭
与
は
、
ド
イ
ア

8 の
通
説
的
な
学
説
を
山
発
円
と
し
て
契
約
不
ヅ
ト
の
提
起
す
る
問
題
を
考
え
る
と
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
試
み
の
一
例
を
従
が
し
て
い
る
と

唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
つ
そ
の
際
に
、
あ
る
意
味
で
は
象
徴
的
な
の
が
、

グ
ル
ン
ト
マ
ン
が
指
図
事
例
を
範
型
と
す
る
不
当
利
刊
の
一
角
関

係
に
関
す
る
理
論
を
高
く
評
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
角
関
係
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
不
巾
l
利
得
学
説
を
単
純
化
す
れ
ば
、
以
卜
の
よ
う

一お

に
な
る
。

つ
ま
り
、
権
利
変
動
を
構
成
す
る
法
律
行
為
を
、
債
務
負
担
行
為
と
処
分
行
為
に
分
け
た
上
で
、

阿
者
の
関
係
を
証
図
的
に
楕

成
す
る
の
が
、
ド
イ
ツ
法
の
行
き

h
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

(
原
)
権
利
苫
の
芯
巴
に
基
づ
く
権
利
変
動
で
は
、
原
則
と
し
て

(
原
)
権
利
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者
の
回
復
請
求
は
債
権
的
請
求
に
制
限
さ
れ
、
権
利
移
転
の
相
手
ん
の
一
般
債
権
者
と
の
債
権
者
ギ
等
、
及
び
、
権
利
移
転
の
暇
批
に
対
す

る
転
得
者
(
第
一
者
)

の
F

吉
窓
・
悪
意
を
問
わ
な
い
取
引
の
安
全
(
証
同
的
信
頼
保
護
)

が
守
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
が
原
則
で
あ

三乙、
町

が
認
め
ら
れ
る
c

ゲ
ル
ン
ト
マ
ン
の

「
契
約
の

り
、
例
外
的
に
、
原
権
利
者
の
第
三
苫
に
対
す
る
直
按
請
求
(
己
己
三
一
五
三
『
オ
百
三

-Eo--)

述
鎖
に
即
し
た
」
直
接
の
契
約
当
事
者
闘
の
請
求
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
「
給
利
関
係
(
円
日
己

E
m
m
Z吾
己
E
E
)

に
即
し
た
」
給
付
利
得

の
清
貧
は
、
個
々
の
契
約
関
係
内
の
当
ポ
者
の
合
意
を
尊
重
す
る
と
い
う
す巳
味
で
共
通
院
を
有
す
る
J

グ
ル
ン
ト
マ
ン
が
何
度
も
指
示
す
る

B
G
B
yハ
七
六

b
条
、
六
七
六

c
条
、
さ
ら
に
は
、

B
G
B
四
七
八
条
、

グ
ル
ン
ト

四
七
九
条
は
、

そ
の
好
個
の
例
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、

マ
ン
は
、

v

刑
者
で
は
、
同
担
当
賠
償
額
に
制
限
を
付
さ
な
い
胤
客
の
仕
川
金
融
機
関
に
対
す
る
訪
ぶ
を
認
め
る
方
向
を
提
案
し
て
い
る
υ

そ
の

上
で
、
第
三
者
に
対
す
る
直
按
請
求
に
関
し
て
は
、
不
法
行
為
の
般
条
項
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
発
展
し
た
ド
イ
ツ
法
の
契
約
法
の
法
形

式

露

骨
E
Z
E
宮
司
)

で
、
同
按
の
契
約
当
事
者
間
で
は
、
ネ
y
ト
の
円
的
を
行
為
基
礎
と
考
え
る
こ
と
で
問
題
の
解
決
を
附
ろ
う
と
い
う
の

が
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
考
、
ぇ
方
で
あ
る
c

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
契
約
ネ
y
ト
は
伝
統
的
な
法
制
度
の
彫
琢
を
要
請
は
す
る
が
、
新
た
な

理
論
の
採
用
に
由
按
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
結
人
一
冊
に
な
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
わ
以
上
の
グ
ル
、
〆
ト
マ
ン
の

h
向
性
は
、

個
々
の
議
論
に
対
す
る
賛
訂
は
あ
っ
て
も
、
多
角
的
法
律
関
係
、
ネ
y
ト
契
約
、
複
合
契
約
と
わ
が
国
で
命
名
さ
れ
て
い
る
問
泡
に
対
す
る
、

「
イ
ツ
法
の
保
守
的
な
解
答
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
問
通
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
本
稿
の
直
按
の
対
象
で
あ
る

F
G
の
F
N
へ
の
購
入
利
益
の
分
配
に
即
し
て
考
、
λ
る
と
、

ゲ
ル
ン
ト
マ
ン
の
考
察
に
は
若
干
の

疑
問
を
感
じ
る
。
と
い
う
の
は

一
応
で
、
ネ
y
ト
契
約
は
経
済
の
法
で
あ
り
、
契
約
ネ
ソ
ト
に
は
山
場
と
凶
休
と
い

グ
ル
ン
ト
マ
ン
は

、
つ
私
法
上
の
一
つ
の
制
度
の
併
存
の
視
点
が
が
い
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
υ

と
こ
ろ
が
、
他
ん
で
、

日
ハ
体
的
な
問
題
の
与
祭
で
は
、
同

体
法
の
ル

l
ル
の
考
晴
、
そ
の
規
定
の
類
、
佐
は
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
c

単
に
、
ネ
ッ
ト
の
円
的
は
、
組
合
の
円
的
で
は
な
い
と
す
る
に
止
ま

る
。
行
為
某
礎
の
喪
失
の
し
且
用
の
叫
百
と
約
款
規
制
に
関
し
て
も
、
ネ
ッ
ト
の
構
造
よ
り
も
、
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
に
独
止
し
た
契
約
吋
事
者

北法61(1・40)40



の
合
意
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
重
視
し
て
い
る
つ
そ
の

E
昧
で
は
、

グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
考
え
ん
は
、
先
に
紹
介
し
た
平
井
説
に
親
和
性
が
あ

る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

つ
ま
り
、
平
井
市
は

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
を
市
場
型
で
も
組
織
型
で
も
な
い
共
同
事
業

mの
継
続
的
契
約

関
係
と
位
置
づ
け
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
契
約
に
と
っ
て
は
利
詩
の
分
配
は
中
心
的
な
意
味
を
持
つ
か
ら
、
厳
格
な
文
一
百
解
釈
に
服
す
べ
き

だ
と
解
し
て
い
る
つ
ゲ
ル
ン
ト
マ
シ
も
、

F
G
の
F
X
へ
の
購
入
利
益
の
配
分
が
、
約
款
規
制
で
の
指
導
的
な
範
型
と
な
る
の
は
、
念
の
入
つ

た
予
防
法
学
で
そ
れ
が
某
礎
づ
け
ら
れ
る
か
、
又
は
、
当
事
者
が
購
入
利
益
を
知
ら
ず
、

き
ら
に
、
予
見
不
可
能
だ
っ
た
と
き
に
恨
ら
れ
る

と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
契
約
で
の
個
々
の
当
事
者

(
F
Gと
個
々
の

F
N

の
宵
山
思
を
某
礎
と
し
て
、
契
約
内
科
の
辿
正
さ
を
評
価
し
ょ

う
と
い
う
考
、
λ
方
で
、
両
者
は
共
通
し
て
い
る
と
い
、
λ
ょ
う
c

他
み
で
、
特
に
、
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
の
決
定
は
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス

12 完)

テ
ム
に
参
加
し
た
と
い
う
F
X
の
価
防
相
割
引
に
対
す
る
期
待
、
及
び
、
購
入
割
引
が

F
E
の
凶
品
の
購
入
に
山
米
す
る
点
を
強
調
し
て
い
た
。

川
様
に
、
購
入
利
析
の
配
分
を
白
{
疋
す
る
学
説
も
、

F
G
の
時
入
先
と
の
?
父
渉
で
の
事
務
の
他
人
性
(
事
務
処
理
契
約
の
要
素
)

を
重
視
し

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

て
い
る
c

さ
ら
に
、

F
Gと
例
々
の

F
N
で
は
な
く
、

F
Gと
複
数
の

F
N
の
協
働
の
側
山
を
強
調
し
、
高
度
の
忠
実
義
F

識
を
基
礎
づ
け
る

の
が
、
不
ッ
ト
契
約
論
で
あ
る
の
以
卜
の
考
え
方
の
違
い
が
、

F
N
へ
の
賄
入
利
益
の
配
分
義
務
の
評
価
の
追
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

は
間
遠
い
な
い
で
あ
ろ
う
ロ

組
合
員
は
、
組
合
契
約
に
よ
っ
て
、
共
同
の

H
的
を
達
成
す
る
義
務
、
特
に
什
H
E

し
た
山
山
資
を
す
る
義
務
を
相
買
に
負

(
1
)
B
G
E
七
口
五
条

〕
Oト

竹
近
健
男
編

『注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
-
(
三
省
堂
・
一
九
九
有
年
)

(
2
)
前
掲
一
一
注
(
苅
)
口
コ
ヨ

E
Eコ
コ
言
。
∞
ゴ
ヨ
『

(
3
)
E
G
E
一
川
一
条
(
二
債
務
関
係
に
基
つ
一
き
、
債
権
占
は
債
務
者
に
給
刊
を
請
求
す
る
権
利
を
λ

付
す
る
c

[
ー
件
均
]
日
ド
ド
i
ふ
ヲ
ハ
》

給
付
は
不
作
為
を
目
的
と
す
る

北法61(1'41)41 



μ見
三乙、
町

こ
と
も
川
能
で
あ
る
。

(
一
)
債
務
関
係
の
当
事
者
は
、
そ
の
内
存
に
よ
り
、
相
手
方
の
椎
利
、
川
仏
益
、
及
び
、
利
、
比
を
関
心
桶
ー
す
る
義
務
を
負
う
c

(
4
)
前
掲
三
抗
(
日
山

)
(
U
E
E白石ロ
P
E
(
)
一
z
d
H
h【

(5)
ロ
l
エ
に
関
し
て
は
、
マ
テ
f
ア
ス
・
口

l
エ
(
田
巾
宏
治
訳
)
「
複
A
n
判
官
約
法
の
新
反
間
一
民
商
二
二

O
巻
一
号
一
頁
以
下
を
安
問
、
。

(
6
)
そ
の
例
外
が
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
も
折
摘
す
る
よ
う
に
、

-
L
R
E
N
¥
話
己
?
と
百
ロ
ロ
E
H
H
E
叶

2-
与の

m
E去
の

-
E
F
E
同

2
F
E
N
(
)
(
)
恥
で

百戸]コ叶
C

昨日
ω
三
コ
-
N
寸

-

U

]

(

第
一
者
と
関
係
す
る
契
約
と
い
う
項
け
で
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
、
結
合
契
約
、
ネ
y
ト
・
連
鎖
契

約
、
へ
労
働
協
約
の
よ
う
に
は
律
の
制
定
、
と
同
様
の
役
割
を
果
た
す
)
規
範
契
約

(
Z
o
E
S
2
2
2
m
)
を
分
頬
し
て
い
る
)
で
あ
り
、
メ
シ
ヱ

ル
と
口

1
工
に
依
拠
し
て
い
る
と
グ
ル
ン
ト
マ
ン
は
指
摘
し
て
い
る
υ

他
仁
川
で
、
ド
グ
マ

1
テ
ィ

y

ン
ユ
で
あ
る
が
、
ネ
ソ
ト
契
約
を
重
視
し

て
お
り
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
祝
内
と
共
通
す
る
の
が
、

R
r
F
E
E
Z
E骨
2
2の
戸
町
〉
己

-
5
2
2日
国

ω
史
的

5
5
5
H
U
)
だ
と
い
う
、

前
掲
三
注
(
お
)
(
ご
ニ
ロ
ユ
己
主

P
E
C
出
叶
日
ド
〉
門
戸
】
門
戸
(
ニ

(
7」

B
G
B
一
一
二
八
条
(
二
第
一
一
者
が
給
利
請
求
権
を
直
捻
に
取
得
す
る
効
力
を
伴
う
よ
う
に
、
第
三
者
に
対
す
る
給
引
を
契
約
で
条
件
付
け

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

(
一
)
第
三
省
が
梓
利
を
取
得
す
る
か
、
第
三
者
の
住
利
が
即
座
に
又
は
一
定
の
条
件
付
き
で
発
川
す
る
か
、
及
び
、
約
一
昔
の
権
利
を
第

三
者
の
同
丘
な
し
で
廃
棄
又
は
変
更
す
る
権
利
を
契
約
を
締
結
し
た
当
事
者
が
制
保
し
て
い
る
か
は
、
特
別
な
規
定
が
な
い
と
き
は
、
契
約
の

事
情
、
引
に
、
契
約
の
目
的
か
ら
決
J

疋
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(
8
)
前
掲
所
一
一
(
お

)
C
Zロ〈
E
S
P
E
C
匂
山
口
土
『

(
9
)
B
G
B
一
一
万
八
条
(
ご
消
費
者
が
ポ
業
首
に
よ
る
尚
品
の
供
給
又
は
そ
れ
以
外
の
給
付
の
交
付
に
関
す
る
契
約
の
締
結
を
円
的
と
す
る
立

思
表
示
を
有
効
に
撤
回
し
た
と
き
は
、
以
卜
の
契
約
と
結
合
し
た
消
費
者
与
伝
契
約
の
締
結
の
た
め
の
ぜ
思
表
不
に
も
拘
点
き
れ
な
い

(
ご
消
費
者
が
消
古
者
与
信
契
約
の
締
結
の
た
め
の
意
忠
点
示
を
有
効
に
撤
阿
し
た
と
き
は
、
消
賞
者
が
事
業
省
に
よ
る
商
品
の
供
給
又

は
そ
の
他
の
給
付
の
交
付
に
関
す
る
契
約
の
締
結
を
目
的
と
す
る
意
思
表
示
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
{
泊
費
者
が
結
什
契
約
の
締
結
に
山
け
た

E

思
表
示
を
本
款
の
基
準
に
従
っ
て
撤
回
で
き
る
と
き
は
、
前
填
だ
け
が
適
尉
さ
れ
、
第
四
九
五
条
一
項
の
撤
回
権
は
排
除
さ
れ
る
ご
た
だ
〕
、

泊
費
者
が
本
項
一
正
の
場
合
に
消
費
長
ワ
七
契
約
の
撤
凶
の

HEu表
示
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
蕊
忠
表
示
は
、
削
項
に
よ
り
結
合
契
約
の
撤
回
と

し
て
事
業
計
に
刈
し
て
も
効
ん
を
有
す
る
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12 完)ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

(一一

)
5信
の
全
部
又
は
一
部
が
他
の
契
約
の
融
資
を
門
的
ー
と
し
、
か
っ
、
与
信
契
約
と
他
の
契
約
が
経
済
的
体
併
を
構
成
す
る
と
き
は
、

商
品
の
供
給
又
は
そ
れ
以
外
の
給
付
の
父
討
に
関
す
る
封
入
約
と
消
費
者
与
信
契
約
は
結
合
し
て
い
る
υ

経
済
的
一
体
け
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
る

の
は
、
特
に
、
事
業
者
が
円
身
で
消
費
者
の
反
対
給
付
に
与
信
す
る
か
、
止
は
、
第
三
者
の
与
信
で
は
、
ヲ
信
者
が
消
費
者
与
日
契
約
の
準
備

又
は
締
結
に
事
業
者
を
利
用
し
た
と
き
で
あ
る
不
動
崖

λ
は
不
動
出
と
同
株
的
権
利
的
取
得
の
た
め
の
り
信
で
、
経
凶
的
一
体
性
が
あ
る
と

み
な
さ
れ
る
の
は
、
与
信
者
が
川
身
で
不
動
産
又
は
不
動
産
と
同
械
の
権
利
の
取
得
を
斡
旋
す
る
か
、

J
(
は
、
ワ
信
者
が
与
信
を
刷
出
し
た
だ

け
で
な
く
、
計
幽
の
す
索
、
古
伝
、
ゾ
ん
は
、
遂
れ
に
際
し
て
、
諜
浪
人
の
際
能
を
引
き
そ
け
る
か
、
又
は
、
該
渡
人
を
一
克
的
に
援
助
す
る
こ

と
で
、
売
却
訴
の
ん
部
止
は
怖
を
取
得
し
て
、
事
業
者
と
協
働
〕
て
不
動
作
人
は
不
動
斥
と
川
枚
の
権
利
の
取
得
を
促
進
)
た
と
き
に
似
ら

れ
る
υ(

問
)
第
三
五
七
条
は
柿
介
契
約
に
準
用
さ
れ
る
c

た
だ
し
、
問
項
の
場
合
は
、
消
費
者
与
信
契
約
の
解
消
に
基
つ
一
く
消
告
者
に
対
す
る
利

巳
と
費
用
の
請
求
は
排
除
さ
れ
る
、
撤
何
又
は
返
理
が
有
効
と
な
っ
た
際
に
既
に

7
Uが
事
業
告
に
交
付
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
与
信
者
は
消

費
省
と
の
関
係
で
は
、
撤
阿
又
は
返
還
の
円
以
効
果
に
闘
し
て
、
結
合
契
約
か
ら
の
事
業
省
の
権
利
義
務
を
取
得
す
る
。

(
有
)
揃
凶
ソ
人
は
返
還
の
権
利
に
悶
す
る
恥
明
で
は
、
本
条
項
及
び
今
月
以
一
主
二
丈
の
法
効
果
が
指
一
ぶ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ

B
G
B
一
五
九
条
結
合
契
約
に
よ
る
抗
弁
が
泊
費
者
が
杭
合
契
約
を
締
結
し
た
事
業
者
に
対
し
て
消
費
長
に
給
付
の
炉
絶
の
梓
限
を
与
え

る
似
り
で
、
消
賢
官
は
消
費
貸
借
の
返
還
を
抱
絶
で
き
る
ご
た
だ
し
、
融
資
績
が
一

C
C
ユ
i
ロ
以
卜
の
と
き
、
及
ぴ
、
山
円
以
者
与
信
契
約
の

締
結
徒
に
事
業
者
と
泊
金
者
の
聞
で
ん
門
且
さ
れ
た
摂
約
の
変
更
に
抗
弁
が
基
づ
く
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
消
費
者
が
追
完
を
請
求
で

き
る
と
き
は
、
追
{
一
心
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
始
め
て
、
消
費
貸
借
の
返
還
を
ね
む
こ
と
が
で
き
る
バ

(日

)
B
G
B
一
七
八
条
債
務
者
は
そ
の
代
理
人
及
び
義
務
の
胤
行
の
た
め
に
利
附
す
る
者
の
過
失
に
つ
い
て
、
山
身
の
過
失
と
同
比
仰
の
範
凶
で

昔
、
め
に
仔
ず
る
c

第
一
七
六
条
一
項
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い

(日

)
B
G
E
四
三
凶
条
(
二
危
険
の
移
転
時
に
合
意
し
た
性
質
を
備
え
て
い
る
と
き
は
、
物
に
は
煎
仇
が
な
い
じ
性
質
が
介
忘
さ
れ
て
い
な
い

と
き
は
、一
物
が
契
約
の
前
提
と
さ
れ
た
使
用
が
可
能
な
性
自
を
有
〕
て
お
り
、
そ
の
他
に
、

一
物
が
通
怖
の
使
用
が
可
能
な
件
直
を
有
し
て
お
り
、
か
っ
、
同
稀
の
物
が
通
常
有

L
、
問
主
が
物
の
稀
類
に
従
っ
て
期
待
で
き
る
性

質
を
備
え
て
い
る
と
き
、
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μ見
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一
文
二
号
に
よ
る
判
質
に
は
、
売
主
、
製
造
者
(
製
造
物
責
任
法
凶
条
一
項
境
)
、
止
は
、
そ
の
袖
助
者
が
、
特
に
、
宣
伝
止
は
物
の

特
定
の
件
到
に
関
す
る
長
一
ボ
に
よ
っ
て
、
公
取
に
知
ら
し
め
た
こ
と
に
よ
れ
ば
期
待
で
き
る
け
質
も
含
ま
れ
る
。
た
だ
し
、
売
主
が
公
衆
に

公
に
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
、
及
び
、
知
ハ
り
得
な
か
ワ
た
と
き
、
さ
ら
に
、
公
に
さ
れ
た
こ
と
が
契
約
制
結
時
に

H
稔
の

h
法

で-剖
T
K
き
れ
た
と
き
、
又
は
、
そ
れ
が
購
人
の
決
疋
に
彫
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

(
ご
合
意
し
た
細
み
立
て
が
売
主
又
は
そ
の
照
行
補
助
者
に
よ
り
不
適
切
に
れ
わ
れ
た
と
き
も
、
物
の
椴
庇
は
存
在
す
る
細
み
煮
て
の

折
凶
に
蝦
抗
が
あ
る
と
き
も
、
組
み
f

げ
て
が
予
定
さ
れ
た
物
に
は
域
抗
が
あ
る
、
た
だ
し
、
そ
の
物
が
取
抗
な
く
組
み
立
て
ら
れ
た
と
き
は
、

そ
の
限
り
で
は
な
い
ご

(
三
)
先
ー
+
が
合
意
し
た
物
と
は
異
な
っ
た
物
、
止
は
、
過
小
な
物
を
給
付
し
た
と
き
も
、
物
の
恨
抗
と
み
な
さ
れ
る
。

(ロ
)
E
G
E
一
一
条
(
二
法
律
が
違
っ
た
規
定
を
お
い
て
い
な
い
と
き
は
、
法
伴
行
為
に
よ
る
債
務
関
係
の
成
立
、
及
び
、
債
務
関
係
の
変

更
に
は
、
当
事
者
聞
の
契
約
が
必
要
で
あ
る
ο

戸
一
)
第
二
凶
一
条
頃
に
よ
る
議
Jd
を
伴
う
債
務
関
係
は
、
以
下
の
場
合
に
も
発
パ
け
す
る
。

一
契
約
交
渉
の
受
け
入
れ

一
当
事
長
の
ん
が
何
ら
か
の
法
律
行
為
に
よ
る
関
係
を
顧
麗
し
て
、
相
手
方
に
、
自
己
の
惇
利
、
法
持
、
及
び
、
利
採
に
対
し
て
干

捗
す
る
可
能
性
を
与
え
る
か
、
又
は
、
そ
れ
を
委
ね
る
契
約
の
効
活
、
止
は
、

三
そ
れ
に
鋲
似
し
た
接
触

さ
さ
一
い
は
が
契
約
の
当
事
担
と
は
な
ら
な
い
者
と
の
聞
に
も
、
第
一
四
一
条
一
項
の
義
務
を
伴
っ
た
債
務
関
係
は
成
す
し
う
る
n

特
に
、

約
一
半
引
が
特
別
な
程
度
で
向
身
に
対
す
る
い
加
を
要
求

L
、
そ
れ
に
よ
り
契
約
の
父
渉
止
は
契
約
の
締
結
に
若
し
い
影
掛
け
を
与
え
た
と
き
に
、

以
上
の
よ
う
な
債
扮
関
係
が
成
止
す
る
、

(日

)
B
G
E
六
七
!
ハ
b
条
(
ご
振
込
が
実
行
朋
聞
の
粁
逝
絞
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
仕
向
金
融
際
問
は
払
込
依
頼
人
に
対
し
て
振
込
散
に
出
延

期
間
の
令
利
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
振
込
依
頼
人
又
は
受
取
人
が
起
延
の
責
め
に
任
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
利
半

は
年
利
で
某
従
ん
利
に
立
パ
ー
セ
ン
ト
が
加
算
き
れ
る
c

(
一
)
仕
向
ん
じ
融
機
関
は
自
身
の
ゾ
ん
は
仲
介
金
融
際
関
が
訟
込
契
約
の
た
め
に
受
領
し
た
全
額
を
追
加
子
数
料
と
負
担
な
し
で
保
込
依
頼
人

の
選
択
に
従
っ
て
拡
込
依
頼
人

λ
は
受
取
人
に
送
人
止
す
る
必
裂
が
あ
る
〔
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(
三
)
実
白
期
刷
の
経
過
、
止
は
、
振
込
依
頼
人
の
賠
償
の
請
求
か
ら
四
日
の
銀
行
の
常
業

H
の
追
{
一
出
則
山
ま
で
に
振
込
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
と
き
は
、
振
込
依
頼
人
は
一
ア
1
0
0
ユ
l
口
(
保
証
額
)
ま
で
は
、
既
に
娠
込
の
た
め
に
支
払
っ
た
干
数
料
と
負
担
を
含
め
て
、
振
込
額

の
陪
慨
を
請
求
で
き
る
。
以
!
の
場
八
門
に
は
、
主
行
期
間
の
始
め
か
ら
振
込
依
加
納
入
の
い
山
内
に
保
証
額
が
記
帳
さ
れ
る
ま
で
の
第
一
墳
二
丈
の

さ
だ
め
る
利
井
で
計
宵
し
て
、
探
込
額
に
は
利
息
が
付
さ
れ
る
r

疑
一
也
依
頼
人
的
償
還
清
求
と
迫
完
期
間
の
経
過
と
と
も
に
、
振
込
山
梨
約
は
解

約
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
f

契
約
の
継
続
が
双
方
の
利
訴
を
街
量
し
て
企
融
機
関
に
と
っ
て
期
付
不
川
品
目
で
あ
り
、
か
っ
、
余
融
機
関
が
保
証

績
を
賠
悩
し
た
か
同
時
に
賠
悩
し
た
と
き
は
、
金
融
機
関
は
梨
約
を
解
除
す
る
梓
限
を
右
す
る
。
以
上
一
文
と
四
文
の
ぬ
作
は
、
保
込
依
頼
人

はん口

Eν
た
干
数
料
と
昌
一
担
を
支
払
う
必
要
が
な
い
{
}
振
込
依
頼
人
が

H
向
金
融
機
関
に
取
仇
の
あ
る
又
は
不
完
全
な
指
阿
を
う
え
た
か
、
転

込
依
頼
人
が
定
め
た
仲
介
金
融
機
関
が
振
込
を
克
行
し
な
い
こ
と
で
振
込
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
本
項
の
請
求
権
は
発
牛
し
な
い
ο

六

丈
の
第
一
の
場
人
n
は
、
娠
込
依
刺
人
が
明
一
ボ
で
定
め
た
金
融
機
関
は
、
ハ
汁
向
金
融
機
関
に
代
わ
っ
て
振
込
依
頼
人
に
対
し
て
頁
仔
を
鈍
う
c

B
G
E
六
七
!
ハ
C
条
(
ご
第
六
七
六
b
条
の
請
求
悔
は
、
故
意
・
過
失
を
叫
件
と
し
な
い
ο

此

意

過

失

を
F

削
犯
と
す
る
そ
れ
以
外
の
請

求
権
、
及
び
、
不
当
利
得
返
理
請
求
梓
は
、
以
卜
と
は
畑
、
関
係
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
竹
山
金
融
機
関
は
自
身
の
故

E

・
過
失
と
川
様
に
仲
介

企
融
機
時
に
侃
属
さ
れ
る
此
意
・
過
失
の
責
め
に
任
ず
る
が
、
振
込
依
頼
人
が
桁
定
し
た
仲
介
令
融
機
関
に
そ
の
字
決
な
原
凶
が
あ
る
と
き
は

そ
の
限
り
で
は
な
い
。
一
正
の
宜
仔
は
外
岡
の
口
座
へ
の
長
込
の
場
合
は
ア
1
0
0
0
ユ
l
口
に
制
限
さ
れ
る
。
振
込
の
遅
滞
と
不
胤
行
に
よ

り
光
生
し
た
頃
合
に
対
す
る
責
任
は
、
二
一
立
心
。
ユ

l
ロ
に
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
だ
し
、
故
意
、
又
は
、
平
過
失
が
あ
る
と
き
、

及
び
、
利
息
の
羽
山
王
円
と
合
融
機
関
が
特
別
に
引
き
去
け
た
危
険
に
閲
し
て
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

(
一
)
前
項
の
一
一
文
の
仕
向
金
融
機
関
が
責
任
を
免
れ
る
場
合
は
、
付
向
金
融
機
関
に
代
わ
っ
て
仲
介
金
融
機
関
が
責
任
を
負
う
バ

(
三
)
六
七
五
条
項
、
ハ
七
六

a
条
、
ハ
じ
ハ

b
条
、
及
、
び
、
本
条
一
頃
で
川
段
の
規
定
が
な
け
れ
ば
、
以
下
の
振
込
の
均
台
を
除
く
他

は
、
払
込
依
頼
人
の
不
利
誌
と
な
る
川
条
に
反
す
る
ん
口
意
は
許
さ
れ
な
い
c

一
金
融
絞
問
が
振
込
依
孤
人
の
場
介

一
転
込
町
制
が
七
立
つ

0
0
ユ
l
u
を
超
え
る
場
合

三
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
辿
合
又
は
ヨ

l
ロ
y
パ
経
済
問
外
に
住
所
地
を
有
す
る
金
融
機
関
の
川
庄
へ
の
送
金
が
さ
れ
る
場
介
=

(
H
)
B
G
B
四
七
八
条
(
二
事
業
者
が
売
却
し
た
新
た
に
製
造
さ
れ
た
物
を
そ
の
ね
庇
の
結
果
と
し
と
回
収
す
る
必
叫
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
、

消
台
#
引
が
充
口
代
金
の
減
額
請
求
を
行
っ
た
と
き
は
、
消
賢
官
の
椴
抗
に
関
す
る
請
求
ゆ
え
に
、
第
四
一
七
条
が
規
ー
注
す
る
売
、
一
十
で
あ
る
事
業
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者
に
物
を
売
却
し
た
事
業
者
(
供
給
者
)
に
刻
す
る
事
業
者
の
権
利
は
、
ぞ
れ
以
外
の
場
合
に
は
必
要
な
則
山
設
定
は
不
要
で
あ
る
。

(
一
)
新
た
に
製
置
さ
れ
た
物
の
売
買
で
は
、
消
費
者
が
ヱ
長
す
る
暇
抗
が
、
既
に
事
w
染
者
へ
の
危
険
の
移
転
時
に
存
主
し
た
と
き
は
、
事

業
省
が
消
費
者
と
の
閣
係
で
約
四
三
九
条
一
項
に
よ
っ
て
負
担
し
た
費
用
の
賠
償
を
、
供
給
者
に
対
し
て
請
求
で
き
る

三
二
)
一
項
、
一
唄
の
場
什
に
は
、
則
聞
は
消
費
長
へ
の
危
険
移
転
時
か
ら
進
れ
す
る
と
い
う
志
準
で
、
第
四
六
ヒ
条
が
旭
用
さ
れ
る
。

(
阿
)
第
川
一
一
条
か
ら
凹
一

I
条
、
凶
一
七
条
、
同
一
九
条
か
ら
凹
四
三
条
、
本
条
一
項
か
ら
三
項
、
止
ぴ
、
四
七
九
条
と
は
異
な
っ
て

事
業
者
に
不
利
な
合
意
が
、
供
給
者
へ
の
煎
抗
の
通
知
以
、
削
に
締
結
さ
れ
た
と
き
は
、
求
償
債
権
者
に
同
州
伯
の
賠
償
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い

限
り
は
、
供
給
者
は
を
の
合
意
を
版
刷
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
)
第
三
口
七
条
に
か
か
わ
ら
ず
、
山
由
主
的
慣
市
求
惜
の
制
限

λ
は
排
除
に
は
本

条
一
頃
は
適
用
さ
れ
な
い
。
本
条
項
に
あ
げ
ら
れ
た
規
定
は
、
違
っ
た
構
成
に
よ
り
回
遊
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
も
、
適
凶
刑
さ
れ
る
υ

(
有
)
債
務
占
が
事
菜
ヰ
引
の
と
き
は
、
供
給
者
と
供
給
の
辿
鎖
内
の
そ
れ
口
外
の
げ
、
烹
の
請
求
権
に
も
、
本
条
項
か
ら
四
項
の
規
定
が
適

用
さ
れ
る
。

工
ハ
)
商
法
一
七
七
条
の
組
J

疋
は
、
以
し
L

と
は
祉
関
係
で
あ
る
。

B
G
E
四
七
九
条
(
二
約
四
七
八
条
二
項
の
制
定
す
る
費
用
償
還
請
求
権
は
、
物
の
引
波
か
ら
一
年
で
時
効
消
滅
す
る
。

(
一
)
第
川
一
七
条
及
び
凶
七
八
条
一
項
の
既
定
す
る
、
事
業
省
が
泊
費
者
に
売
却
し
た
新
し
く
製
造
さ
れ
た
物
の
取
枕
に
よ
る
事
業
省
の

供
給
者
に
対
す
る
話
求
権
は
、
事
業
者
が
消
台
半
引
の
請
求
を
満
足
さ
せ
た
段
、
什
十
く
と
も
一
今
月
間
で
党
牛
す
る
以
卜
の
請
求
権
の
時
効
の

進
行
の
停
川
は
、
供
給
高
が
事
業
者
に
物
を
引
き
波
し
た
後
、
遅
く
と
も
立
年
で
終
了
す
る
。

さ
さ
債
務
占
が
事
業
者
の
と
き
は
、
供
給
者
と
供
給
の
辿
鎖
内
の
そ
れ
幻
外
の
ロ
キ
の
請
求
権
に
も
、
本
条
の
規
定
は
準
用
さ
れ
る
c

(
日
)
閉
口

N
3
3
3
リ
ノ
リ
ウ
ム
・
口

1
ル
既
に
契
約
交
渉
の
開
始
か
ら
、
保
護
義
務
は
引
先
生

L
、
胤
行
袖
助
首
が
保
議
義
務
に
違
反
し
た
と

き
は
、
一
七
八
条J
(

現
存
は
、
ご
三
条
二
同
二
丈
号
と
共
に
)
に
よ
り
宣
H
U
を
負
、
つ
本
刊
決
は
、
債
梓
者
と
債
務
者
の
問
に
密
接
な
父

捗
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
既
に
八
一
一
一
条
項
で
保
廷
が
与
え
ら
れ
て
い
る
法
益
を
、
付
加
的
に
契
約
締
結
上
の
過
失
(
つ
ま
り
、
第
三
占
に

対
す
る
保
措
置
効
を
伴
っ
た
契
約
)
に
よ
り
保
忍
す
る
傾
向
的
始
ま
り
で
あ
る
{

以
卜
は
、
巴
E
2
1
Z
E
E
E
回
己
完
の
ユ
ド
の

F
E
同

2
宮
山
(
)
〉
ロ
戸
田
三
回

E
E
N
(
)
(
)少
出

寸

(

)

H

の
一
特
に
市
要
な
判
例
」
の
説
明
コ

(
刊
)
以
ト
の
ド
イ
ツ
の
振
込
山
訟
に
関
し
て
は
、
折
原
紳
作

『電
子
決
符
と
法
』
(
有
斐
閣
・
。
一
心
一
午
)
三
九
二
員
以
下
を
参
照
。

(
げ
)
以
卜
の
事
業
者
の
求
債
権
に
閉
し
て
は
、
半
同
士
川
信

『ド
イ

y
債
務
法
現
代
化
法
概
説
二
信
山
社
・
二

0
0
一
一
年
)
一
九
一
一
氏
以
卜
を
参
出

μ見
三乙、
町
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(
刊
日
)
前
掲
三
注
(
付
加
)
ロ
コ
E-FhZHYZ()
一
日
寸
日
戸
〉

E
-
t

(
刊
)
前
掲
一
一
昨
(
お

)
p
zロ
昔
日
ロ
ロ

E
C
一山叶
u
u白

(
山
)
前
掲
三
抗
(
日
山

)
(
U
E
E白石ロ
P
E
(
)
一切立()【【

(出

)
B
G
B
六
六
五
条
委
任
者
が
事
態
を
知
っ
て
い
れ
ば
受
任
者
が
指
附
に
従
わ
な
い
こ
と
を
承
認
し
た
だ
ろ
、
っ
半
情
を
呈
任
者
が
芯
め
う
る

と
き
は
、
受
伴
者
は
委
任
者
の
指
閃
に
従
、
つ
必
要
が
な
い
3

遅
延
し
て
も
危
険
が
党
牛
し
な
い
と
き
は
、
雲
行
朽
の
指
図
に
反
す
る
前
に
、
受

ιぃ
占
は
委
任
者
に
通
知
し
て
そ
の
決
J

疋
を
仰
ぐ
必
要
が
あ
る
。

(
仰
心
)
前
掲
三
注
(
お

)
E
E
E
E
E
E
C
一
日
記
三
円

(お
)
H
G
B
一
一
七
七
条
(
ご
売
買
が
双
方
に
と
っ
て
商
行
為
の
と
き
は
、
そ
れ
が
通
常
の
取
引
慣
れ
で
あ
る
限
り
で
、
，
ん
干
の
交
付
後
に
買
上

は
V

山
市
な
く
商
品
を
検
丘
し
、
山
肌
M
U
を
党
見
し
た
と
き
は
、
完
十
に
遅
川
川
な
く
通
知
す
る
必
要
が
あ
る

(
一
)
軒
、
ー
+
が
通
知
を
怠
っ
た
と
き
は
、
市
庇
が
検
査
で
も
発
見
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
阿
川
叩
は
承
認
さ
れ
た
も

の
と
み
な
き
れ
る
。

(
三
)
前
原
の
取
仇
が
徒
に
花
見
さ
れ
た
と
き
は
、
発
見
か
ら
い
珪
治
な
く
通
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
取
批
の
通
知
が
遅
滞
な
く
行
わ

れ
な
い
と
き
は
、
人
ん
見
さ
れ
た
恨
抗
に
関
し
て
は
、
間
品
は
添
認
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

(
阿
)
賀
、
一
十
の
権
利
を
保
全
す
る
に
は
、
迫
叫
に
通
知
を
送
付
す
る
だ
け
で
込
る

(
五
)
先
ー
+
が
悪
意
で
取
批
を
黙
秘
し
た
と
き
は
、
ー
川
主
は
本
条
を
徒
同
で
き
な
い
、

(
川
社

)
E
G
E
一
一
一
一
一
条
(
一
)
以
務
契
約
に
お
い
て
債
務
者
が
版
行
期
の
到
米
し
た
給
付
を
は
行
ぜ
ず
、
又
は
、
契
約
に
従
っ
た
給
付
を
行
わ
な

か
っ
た
と
き
は
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
給
付
又
は
追
完
を
催
告
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
給
付
又
は
追
宅
が
臼
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
債

権
長
は
契
約
を
制
排
除
で
き
る
。

(
ご
以
下
の
場
介
は
、
期
刷
を
定
め
る
必
要
が
な
い
。

一
債
務
省
が
給
付
を
真
剣
か
っ
最
終
的
に
桁
ん
だ
と
き
。

一
債
務
省
が
契
約
で
定
め
ら
れ
た
特
定
の
期

H
又
は
特
定
の
期
間
内
に
給
付
を
せ
ず
、

給
刊
の
適
時
性
と
結
合
さ
せ
て
い
た
と
き
、
又
は
、

三
州
当
事
告
の
利
訴
を
術
量
し
て
即
時
の
解
除
が
山
当
化
さ
れ
る
事
情
が
あ
る
と
き

北法61(1'47)47 

か
つ
、
債
権
者
が
契
約
で
給
付
利
羊
の
存
続
を



(
三
)
義
務
違
以
の
態
様
か
ら
は
期
間
相
定
が
与
慮
に
伯
し
な
い
と
き
は
、
期
間
指
定
で
は
な
く
併
古
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(
阿
)
将
来
に
解
除
の
要
件
が
発
刊
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
給
付
の
版
行
期
の
到
心
不
前
に
債
権
益
は
解
除
で
き
る
。

(
有
)
債
務
省
が
給
付
の
仰
を
履
れ
し
た
と
き
は
、
一
部
の
日
明
h
が
債
権
者
の
利
益
と
な
ら
な
い
場
合
に
限
り
、

債
権
布
は
契
約
全
部
の

解
除
が
同
能
で
あ
る
。
品
川y
加
者
が
契
約
に
従
っ
た
給
付
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
も
、
ゑ
務
違
反
が
平
大
で
は
な
い
場
合
は
、

債
権
話
は
契
約
を

解
除
で
き
な
い
3

(
六
)
債
権
者
が
そ
の
解
除
を
T
Y
当
化
し
た
だ
ろ
う
事
情
に
関
し
て
、
債
権
者
が
専
ら
え
は
主
と
し
て

4
H
fが
あ
る
と
き
、
又
は
、
債
権
者

が
受
領
遅
滞
に
陥
っ
た
時
に
債
務
者
の
責
め
に
灼
さ
な
い
事
情
が
光
生
し
た
と
き
は
、
解
除
併
は
排
除
さ
れ
る
つ

(
お
)
前
掲
三
注
(
M
m
)

ロ
コ
】
円
三
百
三
E
一
主
己
目

3
3「『

(
お
)
前
抱
一
一
日
(
泌
)
口

E
E自
己

E
E
C一
山
叶
出
町
民

(
幻
)
ド
イ
ソ
以
外
の
各
阿
の
法
も
、
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
に
博
物
学
的
に
整
理
さ
れ
た
法
制
度
は
持
ち
合
わ
せ
な
く
て
も
、
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法

で
は
、
コ

l
ズ
が
一
般
条
頃
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
小
粥
太
郎
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
コ

l
ズ
の
理
論
一
甲
法
ヒ

ロ
巻
三
号
一
頁
以
下
、
一
一
九
良
以
十
を
参
阻

(
刑
判
)
不
当
利
得
に
お
け
る
一
角
関
係
、
な
い
し
は
、
対
第
三
省
関
係
の
現
代
的
な
取
引
に
対
す
る
延
味
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
藤
原
止
則

『不

当
利
得
法
(
厄
日
山
社
・
一

C
O
-
-
)

一
二
三
頁
以
|
、
お
よ
び
、
多
角
的
法
律
関
係
と
不
当
利
得
の
清
揖
に
閲
し
て
は
、
藤
原
疋
則
一
不

当
利
得
の
清
算
と
多
角
的
法
律
関
係
」
法
時
八
一
巻
ハ
号
一
口
八
員
以
卜
を
参
照
。

(
叩
)
グ
ル
ン
ト
マ
ン
円
身
も
白
円
分
の
見
解
が
保
パ
]
的
で
あ
る
(
か
ワ
、
妥
当
)
と
汗
し
て
い
る
。
前
拘
一
所
(
苅
)

小
山
凶
品
目

μ見
三乙、
町

五

お
わ
り
に

I 

ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ン
の
ブ
ラ
ン
チ

ヤ
イ
ザ

l
に
対
す
る
報
特
・
受
領
物
引
波
訪
ぶ
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以
卜
で
紹
介
し
た
ド
イ

y
の
判
例
・
九
千
説
か
ら

ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
!
の
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
1
に
対
す
る
報
告
・
受
領
物
引
波
請
求
に
関

し
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
ド
イ
ツ
の
刈
例
は

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
怜
質
に
闘
す
る
議
論
を
意
識
的
に
回
避
し
て
、
具
体
的
な

契
約
条
項
か
ら
約
款
の
解
釈
の
手
法
で
、

F
N
の
請
求
権
を
基
礎
づ
け
て
い
る
じ
と
こ
ろ
が
、
他
右
で
、
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
の
決
定
は
、

h
で
点
度
の
購
入
義
務
を

F
N
に
要
求
し
な
が
ら
、
他
方
で
、

F
K
に
購
入
利
益
を
分
配
し
な
い
の
は
、
競
争
秩
序
(
競
争
制
限
禁
叶
法
)

に
抵
触
す
る
と
し
て
い
る
c

き
ら
に
、
購
入
利
益
は

F
X
の
商
品
の
購
入
に
山
米
す
る
も
の
で
あ
り
、

F
G
は
配
分
の
義
務
が
あ
る
と
解
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
学
説
で
は
、

F
G
の
商
品
の
購
入
先
と
の
価
格
交
渉
に
、

F
G
に
よ
る

F
N
の
事
務
処
理
の
要
素
を
認
め
る
か
合
か
が
、

主
川
仙
の
決
定
的
な
分
岐
点
に
な
っ
て
い
た
c

さ
ら
に
、

F
G
に
よ
る

F
N
の
事
務
処
理
を
い
ま
一
広
進
め
る
と
、
団
体
と
山
場
の
双
山
の
要

12 完)

哀
を
備
え
る
の
が
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ス
だ
と
い
う
、
不
y
ト
契
約
論
に
つ
な
が
る
つ
だ
か
ら
、

F
K
に
排
他
的
な
購
入
義
務
を
楳
し
た
場
合
は
、

F
G
は
利
訴
の
配
分
表
務
を
負
う
と
い
う
連
邦
カ
ル
テ
ル
片
の
決
定
と
、
ネ
y
ト
契
約
前
に
は
調
和
性
が
あ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。

F
X

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
は
組
合
、
団
体
に
按
近
し
、

F
G
は
業
務
執
行
細

F
N
を
ロ
ッ
ク
イ
ン
し
た
状
態
で
、
利
，
八
川
を
配
分
し
な
い
の
は
、
競
争
制
限
祭
止

法
で
は
従
属
企
業
の
不
ψ

な
拘
束
だ
か
ら
、
私
法
上
も
公
序
良
俗
遺
反
に
当
た
る
と
解
す
る
こ
と
も
叫
能
で
あ
ろ
う
υ

た
だ
し
、
連
邦
カ

に
排
他
的
な
購
入
義
務
を
認
し
、
さ
ら
に
協
刈
行
動
を
要
請
す
れ
ば
、

ム
門
員
に
類
似
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
仁
一
百
い
抑
え
る
と
、

ル
テ
ル
庁
の
決
定
が
、

八

O
パ
l
セ
ン
}
以
卜
の
購
入
義
務
が
あ
る
場
合
に
従
属
企
業
の
不
巾
ー
な
妨
害
に
汁
た
る
ー
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
公

序
良
俗
違
反
の
判
断
も
、

F
N
の
F
G
へ
の
経
治
的
従
属
性
の
程
度
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る

c
F
N
か
ら
の
椛
止
門
請
求
、
購
入
利
証

の
配
分
を
と
も
に
訟
め
な
い
な
ら

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
は
、
要
す
る
に

F
G
の
F
K
へ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
利
川
契
約
に
す
き
ず
、

F
G
を

中
心
と
す
る
敗
売
促
進
の
シ
ス
テ
ム
と
は
詐
何
し
に
く
い
こ
と
に
な
る
コ
そ
う
な
る
と
、
他
力
で
、

F
G
に
よ
る

F
X
へ
の
協
調
行
肋
の
袋

請
、
例
え
ば
、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
事
件
に
み
る
よ
う
に
、

F
G
が
F
N
の
電
子
レ
ン
ジ
の
胤
度
ま
で
特
理
で
き
る
か
は
、
大
い
に
疑
問
と
な
る

(
仮
に
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
な
ら
、

F
G
の
特
汁
権
、
商
標
権
類
似
の
権
利
の
保
護
の
必
要
件
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
)
亡
し
た
が
っ

北法61(1'49)49 



μ見

て、

F
K
が

F
G
の
受
任
者
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、

F
G
が

F
X
の
受
任
者
で
あ
る
と
い
う
要
素
も
同
様
に
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

つ

三乙、
町

冒
頭
の
わ
が
国
の
最
両
裁
の
判
決
は
、
事
業
に
即
し
て
み
れ
ば
、

ブ
ラ
ン
チ
ヤ
イ
ザ
ー
か
ら
商
品
を
購
入
す
る
場
合
ヤ
商
品
の
購
入
を
伴

わ
な
い
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
ン
ス
テ
ム
と
は
一
出
征
関
係
で
あ
る
υ

し
か
し
、
他
方
で
、
同
判
決
は
、

オ
ー
プ
ン
ア
カ
ウ
ン
ト
と
い
う
決
済

を
什
う
契
約
の
特
性
(
本
件
特
性
)

を
考
慮
し
た
卜
で
、

ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
が
ブ
ラ
ン
チ
ー
イ
ジ
!
の
附
品
購
入
の
斡
放
を
行
う
場
合
に

は
、
準
委
任
の
性
質
を
本
件
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
が
有
す
る
こ
と
か
ら
、
本
刊
比
柄
本
契
約
の
「
合
料
的
解
釈
一
、
と
し
て
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ

ジ
ー
の
報
告
請
求
権
を
某
礎
づ
け
て
い
る
c

そ
の
際
に
、
本
判
決
は
、
商
品
の
仕
入
れ
は
加
盟
円
経
営
の
根
幹
を
な
す
こ
と
、
加
即
庖
は
独

占
の
事
業
者
で
、
商
品
購
入
代
金
の
主
払
い
義
務
を
負
う
こ
と
を
指
摘
す
る
つ
さ
ら
に
、
本
件
特
性
で
あ
る
オ
ー
プ
ン
ア
カ
ウ
ン
}
に
関
し

て
も
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
加
明
川
町
を
増
や
し
、
加
明
川
山
泊
が
売
上
げ
を
増
加
さ
せ
れ
ば
、
売
上
利
益
に
出
じ
た
本
部
の
利
益
に
も
つ
な
が

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
f

だ
か
ら
、
本
判
決
が
、
ド
イ
ツ
法
で
説
か
れ
て
い
る
ネ
ッ
ト
契
約
、
え
は
、
私
合
義
務
に
鋭
利
牲
が
あ
る
と
ま

で
は
い
え
な
い
が
、
本
部
に
よ
る
加
即
応
の
事
務
処
理
を
少
な
く
と
も
本
件
の
ブ
ラ
シ
チ
ャ
イ
ズ
契
約
で
は
契
約
の
重
要
な
要
素
と
考
え
て

(
間
)
委
任
契
約
の
委
伴
者
の
立
任
者
に
対
す
る
報
許
訂
ぶ
は
、
少
な
く
と
も
具
体

的
な
事
案
で
は
，
甲
な
る
任
意
規
定
ー
と
は
一
叶
仙
で
き
ず
、
そ
れ
を
排
除
す
る
契
約
条
項
の
有
効
性
は
疑
問
で
あ
る
と
い
う
考
え

h
も
看
取
で
き

る
c

仮
に
、
本
刊
の
事
案
で
報
告
前
求
権
の
排
除
が
有
効
な
ら
、
そ
の
契
約
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
加
問
山
に
よ
る

い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
υ

そ
の
志
昧
で

木
部
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
利
用
契
約
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
加
盟
百
か
ら
の
報
存
請
求
に
よ
り
商
品
の
購
入
代
金
が
明
ら
か
に
な
れ

ぱ
、
次
に
は
大
量
購
入
の
利
益
の
配
分
の
要
台
が
問
わ
れ
る
同
能
性
も
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、

ブ
ラ
ン
チ

T
イ
ズ
契
約
で
の
フ
ラ
/
チ
ャ
イ

ザ
ー
に
よ
る
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ

l
の
事
務
処
理
契
約
の
要
ぷ
、
な
い
し
は
、
結
合
義
務
の
あ
り
方
が
阿
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、

以
上
で
紹
介
し
た
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
は
、
わ
が
同
で
の
一
議
論
の
参
考
に
な
る
と
考
え
る
ι

そ
の
際
に
、
最
も
分
か
り
ゃ
す
い
問
題
へ
の
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い
わ
ば
一
般
条
項
と
川
様
の
機
能
を
果
た
す
任
蛍
規
定
の
規
範
設
定
的
な
機

能
で
あ
ろ
う
。
か
っ
、
こ
の
出
は
、
既
に
紹
介
し
た
木
町
決
に
対
す
る
縫
っ
か
の
山
中
一
千
説
の
コ
メ
ン
ト
に
も
示
さ
れ
て
い
た
。
他
ん
で
、
木

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
約
款
法
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
わ
が
同
で
は
、

判
決
を
契
機
に
、
加
問
門
の
本
部
に
対
す
る
特
許
請
求
の
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ス
契
約
に
よ
る
排
除
を
提
案
す
る
学
説
に
は
、
購
入
利
訴
の
配
分

義
務
を
丙
定
す
る
ド
イ

y
の
学
説
と
の
共
通
山
、
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

2

ネ
ッ
ト
契
約
、
複
合
契
約
に
つ
い
て

12 完)

本
稿
で
の
紹
介
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
不
ツ
ト
契
約
、
結
合
契
約
と
い
う
視
角
か
ら
考
え
て
も
、
多
く
の
伽
別

的
な
問
題
で
は
具
、
体
的
な
結
論
に
大
き
な
追
い
が
で
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
契
約
、
不
ツ
ト
の
考
察
の
必
要
性
を
説
く
グ
ル
ン
ト

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

マ
ン
も
、
伝
統
的
な
法
制
度
の
発
展
に
よ
っ
て
こ
そ
、
法
的
安
定
牲
と
折
り
台
、
つ
契
約
ネ

y
ト
の
理
論
の
構
築
が
叫
能
だ
と
で
張
し
て
い
た
c

た
だ
し
、
本
摘
の
対
象
と
し
た
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
で
の
隣
人
利
訴
の
配
分
な
ど
の
限
界
事
例
で
は
、
不
ッ
ト
契
約
、
複
合
契
約
と
い
う
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
契
約
内
科
を
補
充
す
る
際
の
大
き
な
方
'
同
伴
を
示
し
て
い
る
つ
さ
ら
に
、
伝
統
的
な
経
治
取
引
で
は
一
正
化
き
れ
て
い
た
経
済

日
動
が
分
業
化
さ
れ
な
が
ら
協
働
す
る
と
い
う
現
代
の
契
約
で
は
、
例
え
ば
、
個
々
の
ブ
ラ
ン
チ
守
イ
ザ
!
と
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
の
問
の

個
別
の
ん
門
窓
だ
け
で
は
契
約
の
構
遣
の
理
解
に
は
十
分
で
は
な
い
と
い
う
詳
細
も
叫
能
で
あ
ろ
う
仁
特
に
、
現
代
の
統
治
取
引
の
形
態
で
あ

る
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
ン
ス
テ
ム
は
、
従
米
は
法
人
、
組
合
と
さ
れ
て
い
た
組
織
形
態
が
、
非
集
中
的
な
ン
ス
テ
ム
の
構
成
に
よ
り
ン
ス
テ
ム

の
参
加
者
(
フ
ラ
/
チ
ャ
イ
ジ

I

に
危
険
と
利
訴
を
分
散
さ
せ
て
い
る
と
い
う
ト
イ
プ
ナ

l
の
烹
張
は
、
少
な
く
と
も
収
引
の
社
会
学
的

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
解
釈
で
、
川
体
、
組
合
の
要
素
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
c

だ

観
察
と
し
て
は
宏
与
す
る
。
そ
の
払
果
、

か
り

ブ
一
ブ
〆
チ
ヤ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
の
「
団
体
の
要
素
」
は
、
第
一
再
与
信
州
売
買
で
の
買
王
の
抗
弁
按
続
の
た
め
の
「
売
↓
丁
と
与
信
者
の
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μ見

ぷ叫
J

叫
目
的
体
性
L
L

に
当
た
る
と
許
制
す
る
こ
と
も
で
き
る
つ
も
ち
ろ
ん
、
団
体
的
な
要
素
を
説
く
だ
け
で
は
、
社
会
学
的
観
察
に
リ
ま
る
。

し
か
し

ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
に
よ
る
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ

l
の
事
務
処
理
契
約
の
要
素
を
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
シ
ス
テ
ム
が
持
つ

そ
の
結
果
、

三乙、
町

て
い
る
こ
と
は
、

よ
り
説
得
的
に
諭
祉
可
能
と
な
る
じ
し
た
が
っ
て
、
契
約
ネ
ァ
ト
と
い
う
羽
象
の
法
的
整
用
は
重
安
だ
と
し
な
が
ら
も
、

ネ

y
ト
契
約
論
に
対
し
て
冷
淡
な
グ
ル
ン
ト
マ
ン
で
す
ら
訟
め
る
よ
う
に
、
契
約
ネ
y
ト
キ
復
合
契
約
と
い
う
如
何
角
か
ら
問
題
を
考
え
て
み

る
の
は
、

川
仙
与
，
丈
験
と
し
て
は
極
め
て
有
志
詫
で
あ
り
、
現
代
的
な
取
引
の
重
要
な
側
而
を
け
見
落
と
さ
な
い
た
め
の
有
用
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

(
思
考
の
補
助
器
具
)

で
あ
る
と
考
え
る
「

(
1
)
そ
の
厄
味
で
、
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
1
に
フ
ラ
〆
チ
ャ
イ
ジ

I
に
刻
す
る
報
告
表
務
の
排
除
の
規
d

疋
は
、
「
債
権
者
に
よ
る
債
務
省
の
義
務
履

行
状
記
の
除
視
」
の
た
め
の
千
段
を
#
う
と
い
う
内
市
什
い
鑑
み
て
問
題
と
な
り
、
仮
に
大
企
業
同
士
の
契
約
で
も
同
じ
問
題
は
発
川
す
る
、
及

び
、
こ
の
よ
う
な
条
取
の
有
効
刊
は
、
競
争
法
い
し
の
川
限
(
優
越
的
地
位
の
添
附
(
独
禁
法
一
条
九
項
ム
川
号
)
の
問

U
と
し
て
考
え
る
べ
き
で

あ
り
、
そ
の
私
法
上
の
効
力
は
公
序
良
俗
違
反
の
問
担
だ
と
い
う
、
前
掲
附
(
げ
)
吉
、
水
一
心
頁
の
指
摘
を
支
持
し
た
い
c

(
2
)
明
示
的
な
の
が
、
削
掲
一
正

(
3
)
後
路
、
前
回
、
(
日
)
仲
野
、
(
口
)
怖
心
不
さ
ら
に
、
本
稿
脱
稿
絞
に
接
し
た
、
山
本
豊

「
判
批
」

リ
マ

l
ク
ス
川
口
ロ
ケ
凶
頁
以
「
、
叫
刊
に
凶
立
頁
も
安
問
。

(
日
)
前
掲
一
住
(
日
)
令
川
、
(
山
山
)
奈
以
。

本
稿
及
び
前
回
勺
(
i

ハ
O
巻
l

ハ
口
)
の
本
論
I
J

入
は
、
平
成

号
一
一
三
つ
ひ
二
つ
)
の
成
果
的
一
部
で
あ
る
。

「
基
能
研
究

(E))
「
耐
中
古
代
表
・
瀬
川
町
久
、
北
町
室
町

ー
皮
科
学
研
究
台
補
助
金
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